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比較対照表（佐賀県がん対策推進計画（第３次・第４次）、第４期がん対策推進基本計画） 

第３次佐賀県がん対策推進計画 第４次佐賀県がん対策推進計画（原案） 【参考・国】第４期がん対策推進基本計画 

はじめに 

 

 我が国において、がんは、1981 年（昭和 56 年）から

死亡原因の第１位であり、2016 年（平成 28 年）には年

間約 37 万人が亡くなっています。佐賀県では、1978 年

（昭和53年）からがんは死亡原因の第１位であり、2016

年（平成 28 年）のがんによる死亡者は 2,755 人、全死

亡者（9,725 人）の約 28％にも上ります。 

 国では、がん対策の一層の充実を図るため「がん対策

基本法」（平成 18 年法律第 98 号。以下「基本法」とい

う。）が 2006 年（平成 18 年）6 月に成立し、2007 年（平

成 19 年）4 月に施行されました。この基本法に基づき、

2007 年（平成 19 年）6 月に第１期の「がん対策推進基

本計画」（以下「基本計画」という。）、2012 年（平成 24

年）6 月に第２期の基本計画が策定されたほか、がん対

策において取組が遅れている分野について、取組の一

層の強化を図るため、2015 年（平成 27 年）12 月には、

「がん対策加速化プラン」が策定され、対策が進められ

てきましたが、第２期の基本計画策定から５年が経過

したことから、計画の見直しが行われ、2017 年（平成

29）10 月に、「がん患者を含めた国民が、がんを知り、

がんの克服を目指す。」ことを目標として、新たに第３

期の基本計画が策定されました。 

 佐賀県においては、国の基本計画策定を受け、基本法

に基づき、2008 年（平成 20 年）3 月に 2008 年度（平

成 20 年度）から 2012 年度（平成 24 年度）の 5 年間を

計画期間とする第１次の「佐賀県がん対策推進計画」

（以下「推進計画」という。）、2013 年（平成 25 年）3

月に 2013 年度（平成 25 年度）から 2017 年度（平成 29

年度）の 5 年間を計画期間とする第２次の推進計画を

策定しました。 

また、2014 年（平成 26 年）3 月に、がん対策に関する

基本理念を定め、各推進当事者の責務を明らかにする

はじめに 

 

 我が国において、がんは、1981 年（昭和 56 年）から

死亡原因の第１位であり、2021 年（令和３年）には年

間 38 万 5787 人が亡くなっています。佐賀県では、1978

年（昭和 53 年）からがんは死亡原因の第１位であり、

2022 年（令和４年）のがんによる死亡者は 2,764 人、

全死亡者（10,204 人）の約 25％にも上ります。 

 国では、がん対策の一層の充実を図るため「がん対策

基本法」（平成 18 年法律第 98 号。以下「基本法」とい

う。）が 2006 年（平成 18 年）6 月に成立し、2007 年（平

成 19 年）4 月に施行されました。この基本法に基づき、

2007 年（平成 19 年）6 月に第１期の「がん対策推進基

本計画」（以下「基本計画」という。）、2012 年（平成 24

年）6 月に第２期の基本計画が策定されたほか、がん対

策において取組が遅れている分野について、取組の一

層の強化を図るため、2015 年（平成 27 年）12 月には、

「がん対策加速化プラン」が策定され、2018 年（平成

30 年）に策定された第３期基本計画では「がん予防」、

「がん医療の充実」及び「がんとの共生」の３本柱に沿

った総合的ながん対策が推進されました。2022 年（令

和４年）6 月に取りまとめられた第３期基本計画の中間

評価報告書を踏まえ、第３期基本計画の見直しが行な

われ、2023 年（令和５年）3 月に、「誰一人取り残さな

いがん対策を推進し、全ての国民とがんの克服を目指

す。」ことを目標として、新たに第４期の基本計画が策

定されました。 

 

 佐賀県においては、国の基本計画策定を受け、基本法

に基づき、2008 年（平成 20 年）3 月に 2008 年度（平

成 20 年度）から 2012 年度（平成 24 年度）の 5 年間を

計画期間とする第１次の「佐賀県がん対策推進計画」

（以下「推進計画」という。）、2013 年（平成 25 年）3

はじめに 

 

 我が国において、がんは、昭和 56（1981）年より死

因の第１位であり、令和３（2021）年には、年間約 38

万人と約３人に１人ががんで亡くなっているほか、生

涯のうちに約２人に１人が罹り患すると推計されてい

るなど、依然として、国民の生命と健康にとって重大な

問題である。 

 我が国は、これまで、昭和 59（1984）年に策定され

た「対がん 10 カ年総合戦略」等に基づき、がん対策に

取り組んできた。平成 18（2006）年６月には、がん対

策の一層の充実を図るため、がん対策基本法（平成 18

年法律第 98 号。以下「法」という。）が成立し、平成 19

（2007）年６月には、がん対策の総合的かつ計画的な推

進を図るため、「がん対策推進基本計画」（以下「基本計

画」という。）が策定された。 

 第１期基本計画では、がん診療連携拠点病院の整備、

緩和ケア提供体制の強化及び地域がん登録の充実が図

られた。平成 24（2012）年に策定された第２期基本計

画では、小児がん、がん教育及びがん患者の就労を含め

た社会的な問題等への取組が盛り込まれた。また、平成

27（2015）年 12 月には、取組が遅れている分野の強化

を図るため、「がん対策加速化プラン」が策定された。

平成 30（2018）年に策定された第３期基本計画では、

「がん患者を含めた国民が、がんを知り、がんの克服を

目指す。」ことを目標とし、「がん予防」、「がん医療の充

実」及び「がんとの共生」の３本の柱に沿った総合的な

がん対策が推進されたほか、新たな課題として、ＡＹＡ

（Adolescentand Young Adult）世代（思春期世代と若

年成人世代）のがん、高齢者のがんといったライフステ

ージに応じたがん対策やがんゲノム医療の推進等が盛

り込まれた。 

 令和４（2022）年６月に取りまとめられた第３期基本

資料１－２ 
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とともに、がん対策の基本となる事項を定める「佐賀県

がんを生きる社会づくり条例」を策定しました。 

本計画は、第３期の基本計画を踏まえつつ、第２次の推

進計画策定時から生じた状況の変化等を勘案しなが

ら、2018 年度（平成 30 年度）から 2023 年度（平成 35

年度）までの 6 年間に、本県におけるがん対策を総合

的かつ計画的に推進するための計画を明らかにするも

のです。 

 なお、本計画の実施にあたっては、県、市町、医療従

事者、医療保険者、患者団体を含めた関係団体、県民等

が一体となって取り組む必要があります。 

月に 2013 年度（平成 25 年度）から 2017 年度（平成 29

年度）の 5 年間を計画期間とする第２次の推進計画、

2018 年（平成 30 年）3 月に 2018 年度（平成 30 年度）

から 2023 年度（令和 5 年度）の 6 年間を計画期間とす

る第３次推進計画を策定しました。 

 また、2014 年（平成 26 年）3 月に、がん対策に関す

る基本理念を定め、各推進当事者の責務を明らかにす

るとともに、がん対策の基本となる事項を定める「佐賀

県がんを生きる社会づくり条例」を策定しました。 

 本計画は、第４期の基本計画を踏まえつつ、第３次の

推進計画策定時から生じた状況の変化等を勘案しなが

ら、2024 年度（令和 6 年度）から 2029 年度（令和 12

年度）までの 6 年間に、本県におけるがん対策を総合

的かつ計画的に推進するための計画を明らかにするも

のです。 

 なお、本計画の実施にあたっては、県、市町、医療従

事者、医療保険者、患者団体を含めた関係団体、県民等

が一体となって取り組む必要があります。 

計画の中間評価報告書においては、がん医療の均てん

化のため、がん診療連携拠点病院等（以下「拠点病院等」

という。）を中心とした医療提供体制の整備が進められ

てきた一方で、地域間及び医療機関間で進捗状況に差

があることや、あらゆる分野で、情報提供及び普及啓発

の更なる推進が必要であることが指摘された。また、少

子高齢化・人口減少という今後の人口動態の変化の中

で、質の高いがん対策を持続可能なものとするために

は、役割分担や連携の強化、人材の適正配置など、地域

資源の有効活用等に取り組むことが重要となる。同時

に、今般の新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、

感染症発生・まん延時や災害時における対応を検討す

るとともに、ＩＣＴの活用やデジタル化など、流行下で

普及した保健医療サービスの提供方法の在り方につい

ても検討を進める必要がある。 

 これらを踏まえ、法第 10 条第７項の規定に基づき、

第３期基本計画の見直しを行い、第４期基本計画（以下

「本基本計画」という。）を策定する。本基本計画では、

「誰一人取り残さないがん対策を推進し、全ての国民

とがんの克服を目指す。」を全体目標とした上で、３本

の柱という第３期基本計画の構成を維持して「がん予

防」、「がん医療」及び「がんとの共生」の各分野におけ

る現状・課題、それらに対する取り組むべき施策を定め

る。また、施策の評価に当たっては、全体目標、分野別

目標及び個別目標と各施策の関連性を明確にし、ＰＤ

ＣＡサイクルの実効性を確保するため、ロジックモデ

ルを活用する。実行期間は、令和５（2023）年度から令

和 10（2028）年度までの６年を目安とする。 

 

第１ 本県のがんの現状と取組 

 

第１ 本県のがんの現状と取組 

 

 

１ 本県のがん罹患の状況 

 

２ 本県のがん死亡の状況 

（１）死因別の死亡者数 

１ 本県のがん罹患の状況 

 

２ 本県のがん死亡の状況 

（１）死因別の死亡者数 

記載なし 
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（２）本県におけるがん死亡数・死亡率の推移 

（３）部位別のがん死亡数・死亡率の推移 

 

３ これまでの取組 

 

※ 詳細は割愛。内容は資料 1-1 参照 

 

（２）本県におけるがん死亡数・死亡率の推移 

（３）部位別のがん死亡数・死亡率の推移 

 

３ これまでの取組 

 

※ 詳細は割愛。内容は資料 1-1 参照 

 

第２全体目標 

 

第２全体目標 

 

第１全体目標 

 

 本計画における全体目標は以下のとおりとします。 

 

１ 科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実 

～がんを知りがんを予防する～ 

 

 

○ がんを予防する方法を普及啓発するとともに、研

究を推進し、その結果に基づいた施策を実施するこ

とにより、がんの罹患者を減少させることを目標と

します。県民が利用しやすい検診体制を構築し、がん

の早期発見、早期治療を促すことで、効率的かつ持続

可能ながん対策を進め、がんの死亡者の減少を実現

することを目標とします。 

 

 

 

２患者本位のがん医療の実現 

～適切な医療を受けられる体制を充実させる～ 

 

 

○  国においては、ビッグデータや人工知能

（Artificial Intelligence）を活用した患者本位の

がんゲノム医療等を推進しています。この取組と連

携し、個人に最適化されたがん医療を実現すること

を目標とします。 

○ また、がん医療の質の向上、それぞれのがんの特性

本計画における全体目標は以下のとおりとします。 

 

１ 科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実 

～がんを知り、がんを予防すること、がん検診による早

期発見・早期治療を促すことで、がん罹患率・がん死亡

率の減少を目指す～ 

○ がんを予防する方法の普及啓発や、県、市町、関係

機関と連携した取組を推進するとともに、科学的根

拠を積極的に収集・分析した上で、その結果に基づい

た施策を実施することで、がんの罹患率を減少させ

ることを目標とします。 

○ 全ての県民が受診しやすい検診体制を構築し、が

んの早期発見・早期治療を促すことで、効率的かつ持

続可能ながん対策を進め、がん死亡率の減少を実現

することを目標とします。 

 

２ 患者本位で持続可能ながん医療の提供 

～適切な医療を受けられる体制を充実させることで、

がん生存率の向上・がん死亡率の減少・全てのがん患者

及びその家族等の療養生活の質の向上を目指す～ 

○ がんゲノム医療をはじめとした高度ながん医療の

提供を推進するとともに、患者本位のがん医療を展

開することで、がん医療の質を向上させることを目

標とします。 

○ また、それぞれのがんの特性に応じたがん医療の

均てん化・集約化を進め、効率的かつ持続可能ながん

 

 

１．科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実 

～がんを知り、がんを予防すること、がん検診による早

期発見・早期治療を促すことで、がん罹患率・がん死亡

率の減少を目指す～ 

 がんを予防する方法を普及啓発するとともに、地方

公共団体、関係学会等の連携による取組を推進し、科学

的根拠を積極的に収集・分析した上で、その結果に基づ

いた施策を実施することにより、がんの罹患率を減少

させる。全ての国民が受診しやすい検診体制を構築し、

がんの早期発見・早期治療を促すことで、効率的かつ持

続可能ながん対策を進め、がん死亡率の減少を実現す

る。 

 

 

２．患者本位で持続可能ながん医療の提供 

～適切な医療を受けられる体制を充実させることで、

がん生存率の向上・がん死亡率の減少・全てのがん患者

及びその家族等の療養生活の質の向上を目指す～ 

 がんゲノム医療をはじめとした高度ながん医療の提

供を推進するとともに、患者本位のがん医療を展開す

ることで、がん医療の質を向上させる。また、それぞれ

のがんの特性に応じたがん医療の均てん化・集約化を

進め、効率的かつ持続可能ながん医療を提供すること

で、がん生存率を向上させ、がん死亡率を減少させる。
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に応じたがん医療の均てん化・集約化、効率的かつ持

続可能ながん医療を実現することを目標とします。 

 

 

 

 

 

３尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築 

～がんになっても自分らしく生きることのできる地域

共生社会を実現する～ 

 

 

 

○ がん患者が住み慣れた地域社会で生活をしていく

中で、必要な支援を受けることができる環境を整備

することを目標とします。 

 

○ 関係者等が、医療・福祉・介護・産業保健・就労支

援分野等と連携し、効率的な医療・福祉サービスの提

供や、就労支援等を行う仕組みを構築することで、が

ん患者が、いつでもどこに居ても、安心して生活し、

尊厳を持って自分らしく生きることのできる地域共

生社会を実現することを目標とします。 

医療を提供することで、がん生存率を向上させ、がん

死亡率を減少させることを目標とします。 

○ さらに、支持療法や緩和ケアが適切に提供される

体制を整備することで、全てのがん患者及びその家

族等の療養生活の質を向上させることを目標としま

す。 

 

３ がんとともに尊厳を持って安心して暮らせる社会

の構築 

～がんになっても安心して生活し、尊厳を持って生き

ることのできる地域共生社会を実現することで、全て

のがん患者及びその家族等の療養生活の質の向上を目

指す～ 

○ がん患者やその家族等が住み慣れた地域社会で生

活をしていく中で、必要な支援を受けられる環境を

整備することを目標とします。 

○ 関係者等が、医療・福祉・介護・産業保健・就労・

教育支援分野等と連携し、効率的な医療・福祉・保健

サービスの提供や、就労・教育支援等を行う仕組みを

構築することで、社会的な課題を解決し、がん患者及

びその家族等の「全人的な苦痛」の緩和を図ることを

目標とします。 

○ これらにより、全てのがん患者が、いつでもどこに

居ても、安心して生活し、尊厳を持って生きることの

できる地域共生社会を実現し、全てのがん患者及び

その家族等の療養生活の質を向上させることを目指

します。 

 

さらに、支持療法や緩和ケアが適切に提供される体制

を整備することで、全てのがん患者及びその家族等の

療養生活の質を向上させる。 

 

 

 

 

３．がんとともに尊厳を持って安心して暮らせる社会

の構築 

～がんになっても安心して生活し、尊厳を持って生き

ることのできる地域共生社会を実現することで、全て

のがん患者及びその家族等の療養生活の質の向上を目

指す～ 

 がん患者やその家族等が住み慣れた地域社会で生活

をしていく中で、必要な支援を受けることができる環

境を整備する。国と地方公共団体、がん患者を含めた国

民、医療従事者、医療保険者、事業主、関係学会、患者

団体及び職能団体等の関係団体、マスメディア等（以下

「関係者等」という。）は、医療・福祉・介護・産業保

健・就労・教育支援分野等と連携し、効率的な医療・福

祉・保健サービスの提供や、就労・教育支援等を行う仕

組みを構築することで、社会的な課題を解決し、がん患

者及びその家族等の「全人的な苦痛」の緩和を図る。こ

れらにより、全てのがん患者が、いつでもどこに居て

も、安心して生活し、尊厳を持って生きることのできる

地域共生社会を実現し、全てのがん患者及びその家族

等の療養生活の質を向上させる。 

第３ 分野別施策及び個別目標 

 

第３ 分野別施策と個別目標 

 

第２ 分野別施策と個別目標 

 

１ 科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実 

 世界保健機関によれば、「がんの約 40％は予防できる

ため、がん予防は、全てのがんの対策において、最も重

要で費用対効果に優れた長期的施策となる」とされて

おり、より積極的にがん予防を進めていくことによっ

１ 科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実 

～がんを知り、がんを予防すること、がん検診による早

期発見・早期治療を促すことで、がん罹患率・がん死亡

率の減少を目指す～ 

１．科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実 

～がんを知り、がんを予防すること、がん検診による早

期発見・早期治療を促すことで、がん罹患率・がん死亡

率の減少を目指す～ 
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て、避けられるがんを防ぐことが重要です。 

 がんのリスク等に関する科学的根拠に基づき、がん

のリスクの減少（１次予防）、県民が利用しやすい検診

体制の構築、がんの早期発見・早期治療（２次予防）の

促進を図るとともに、予防・検診に関する取組を進める

ことによって、効率的かつ持続可能ながん対策を進め、

がんの罹患者や死亡者の減少を実現します。 

 また、本県は長年にわたり、肝がんによる死亡率が全

国的にみて高位にあることから、ウイルス性肝炎対策

をがん予防の一環に位置づけ、ウイルス性肝炎・肝がん

対策に重点的に取り組む必要があります。 

 

（１）がんの１次予防 

○ がんの１次予防は、がん対策の第一の砦であり、避

けられるがんを防ぐことは、がんによる死亡者の減

少につながります。予防可能ながんのリスク因子と

しては、喫煙（受動喫煙を含む。）、過剰飲酒、低身体

活動、肥満・やせ、野菜・果物不足、塩蔵食品の過剰

摂取等の生活習慣、ウイルスや細菌の感染など、様々

なものがあります。 

 

＜参考：「日本人のためのがん予防法」（国立がん研究セ

ンター）＞ 

 ・喫煙：たばこは吸わない。他人のたばこの煙を避 

ける。 

 ・飲酒：飲むなら、節度のある飲酒をする。 

 ・食事：食事は偏らずバランス良くとる。 

     －塩蔵食品、食塩の摂取は最小限にする。 

     －野菜や果物不足にならない。 

     －飲食物を熱い状態でとらない。 

 ・身体活動：日常生活を活動的に過ごす。 

 ・体形：成人期での体重を適正な範囲に維持する。 

 ・感染：肝炎ウイルス感染の有無を知り、感染して 

いる場合は適切な措置をとる。 

     機会があればピロリ菌感染検査を受ける。 

（１）がんの１次予防 

○ がんの１次予防は、がん対策の第一の砦であり、避

けられるがんを防ぐことは、がんによる罹患率・死亡

率の減少につながります。予防可能ながんのリスク

因子としては、喫煙（受動喫煙を含む。）、過剰飲酒、

低身体活動、肥満・やせ、野菜・果物不足、塩蔵食品

の過剰摂取等の生活習慣、ウイルスや細菌の感染な

ど、様々なものがあります。 

 

＜参考：「日本人のためのがん予防法」（国立がん研究セ

ンター）＞ 

 ・喫煙：たばこは吸わない。他人のたばこの煙を避 

ける。 

 ・飲酒：飲むなら、節度のある飲酒をする。 

 ・食事：食事は偏らずバランス良くとる。 

     －塩蔵食品、食塩の摂取は最小限にする。 

     －野菜や果物不足にならない。 

     －飲食物を熱い状態でとらない。 

 ・身体活動：日常生活を活動的に過ごす。 

 ・体形：成人期での体重を適正な範囲に維持する。 

 ・感染：肝炎ウイルス感染の有無を知り、感染して 

いる場合は適切な措置をとる。 

     機会があればピロリ菌感染検査や HPV 検査

（１）がんの１次予防 
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①生活習慣について 

（現状） 

○生活習慣の中でも、喫煙は、肺がんをはじめとする

種々のがんのリスク因子となっていることが知られ

ています。また、喫煙は、がんに最も大きく寄与する

因子でもあるため、がん予防の観点から、たばこ対策

を進めていくことが重要です。 

○本県における成人の喫煙率は、2011 年度（平成 23 年

度）の 21.0％（男性 37.8％、女性 8.5％）から、2016

年度（平成 28 年度）には 18.1％（男性 32.4％、女性

6.1％）に減少しています。引き続き、喫煙率減少の

ための取組が必要です。 

○未成年期からの喫煙は健康影響が大きく、かつ成人

期を通した喫煙継続につながりやすいことから、未

成年者喫煙禁止法や上記の点等を踏まえ、未成年者

の喫煙を防止することが重要です。 

○受動喫煙による健康への悪影響についても、肺がん

等のリスクが上昇することが示されており、多数の

者が利用する公共的な空間における受動喫煙を防止

する必要があります。禁煙・完全分煙認証施設は、

2016 年度（平成 28 年度）末現在で 2,044 施設まで増

加しています。 

○その他、飲酒や身体活動等を含め、生活習慣につい

て、「第２次佐賀県健康プラン」と整合を図りながら、

普及啓発等に引き続き取り組む必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

を受ける。 

 

①生活習慣について 

（現状・課題） 

○ 生活習慣の中でも、喫煙は、種々のがんのリスク因

子となっており、がんに最も大きく寄与する因子で

もあるため、がん予防の観点からも、たばこ対策を進

めていくことが重要です。 

○ また、平成 28（2016）年８月に取りまとめられた

「喫煙の健康影響に関する検討会報告書」の中で、受

動喫煙を原因として死亡する人が日本国内で年間１

万５千人を超えることや、受動喫煙によって、非喫煙

者の肺がんのリスクが約３割上昇すること等が報告

され、受動喫煙と肺がん等の疾患の因果関係を含め、

改めて、受動喫煙の健康への影響が明らかになりま

した。 

○ 本県における成人の喫煙率は、2016 年度の 18.1％

（男性 32.4％、女性 6.1％）から、2020 年度には

16.0％（男性 26.1％、女性 7.7％）に減少していま

す。引き続き、喫煙率減少のための取組が必要です。 

○ 未成年期からの喫煙は健康影響が大きく、かつ成

人期を通した喫煙継続につながりやすいことから、

未成年者喫煙禁止法や上記の点等を踏まえ、未成年

者の喫煙を防止することが重要です。 

○その他、飲酒や身体活動等を含め、生活習慣につい

て、「第２次佐賀県健康プラン」と整合を図りながら、

普及啓発等に引き続き取り組む必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①生活習慣について 

（現状・課題） 

 がんの１次予防は、がん対策の第一の砦とりでであ

り、避けられるがんを防ぐことは、がんの罹患率の減少

につながる。予防可能ながんのリスク因子としては、喫

煙（受動喫煙を含む。）、飲酒、低身体活動、肥満・やせ、

野菜・果物不足、塩蔵食品の過剰摂取等の生活習慣な

ど、様々なものがある。 

 生活習慣の中でも、喫煙は、種々のがんのリスク因子

となっており、がんに最も大きく寄与する因子でもあ

るため、がん予防の観点からも、たばこ対策を進めてい

くことが重要である。 

 また、平成 28（2016）年８月に取りまとめられた「喫

煙の健康影響に関する検討会報告書」の中で、我が国で

は、受動喫煙を原因として死亡する人が日本国内で年

間１万５千人を超えることや、受動喫煙によって、非喫

煙者の肺がんのリスクが約３割上昇すること等が報告

され、受動喫煙と肺がん等の疾患の因果関係を含め、改

めて、受動喫煙の健康への影響が明らかになった。 

 

 我が国においては、これまで、スマート・ライフ・プ

ロジェクトや５月 31 日の世界禁煙デーに合わせた「禁

煙週間」を含めた、各自治体と連携した普及啓発の実

施、「禁煙支援マニュアル」の改訂や周知、拠点病院等

の「たばこクイットライン」事業による禁煙相談等の取

組、母子健康手帳を通じた普及啓発等による妊娠中の

喫煙率０％を目指した取組や、健康増進法（平成 14 年

法律第 103 号）の改正による望まない受動喫煙防止対

策を実施してきた。 

 成人喫煙率、未成年者の喫煙率、妊娠中の喫煙率及び

望まない受動喫煙の機会を有する者の割合については

いずれも改善傾向にある。一方で、成人喫煙率について

は令和元（2019）年で 16.7％であり、令和４（2022）
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（取り組むべき施策） 

○県 

・がん予防（食生活や運動等の生活習慣の改善やたばこ

対策）にかかる普及啓発の実施 

・禁煙・完全分煙認証制度による受動喫煙防止 

・禁煙治療を希望する人に、保険適用できる医療機関の

情報提供 

・小中学校における防煙教育 

○市町 

・がん予防にかかる普及啓発の実施 

 

（個別目標） 

○喫煙率を、2022 年度（平成 34 年度）までに男性

29.8％、女性 4.6％、男女合わせて 15.7％とします。 

○禁煙・完全分煙認証施設数を 2022 年度（平成 34 年

度）までに累計 3,000 施設に増やします。 

○生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の

割合を、2022 年度（平成 34 年度）までに 5.0％とし

ます。（参考：2016 年度（平成 28 年度）9.1％） 

○運動習慣がある者の割合を、2022 年度（平成 34 年

度）までに、20～64 歳では男性 35.0％・女性 27.0％、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（取り組むべき施策） 

○県 

・がん予防（食生活や運動等の生活習慣の改善やたば 

こ対策）に関する普及啓発の実施 

・禁煙治療を希望する人に、保険適用できる医療機関 

の情報提供 

・小中学校における防煙教育 

○市町 

・がん予防に関する普及啓発の実施 

 

 

（個別目標） 

○喫煙率を、2029 年度（令和 11 年度）までに男性

21.2％、女性 6.1％、男女合わせて 14.2％とします。 

○生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の

割合を、2029 年度（令和 11 年度）までに 10.8％と

します。（参考：2020 年度（令和 2 年度）11.5％） 

○運動習慣がある者の割合を、2029 年度（令和 11 年

度）までに、20～64 歳では男性 25.2％・女性 20.0％、

65 歳以上では男性 40.6％・女性 39.7％とします。

（参考：2020 年度（令和 2 年度）20～64 歳で男性

年度までに 12％とする目標達成には改善が不十分であ

った。 

 飲酒、身体活動、食生活等の生活習慣については、「健

康日本 21（第二次）」等で適切な生活習慣の普及・啓発

等を行ってきた。「国民健康・栄養調査」によると、平

成 22（2010）年と比較し令和元（2019）年では、生活

習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合

は、男性では横ばい、女性では増加しており改善が必要

である。また、運動習慣のある者の割合は横ばい、食塩

摂取量は男性では減少、女性は減少していたが平成 27

（2015）年以降は横ばい、野菜・果物の摂取量について

は悪化しており、これらについても更なる改善が必要

である。 

 

（取り組むべき施策） 

 国及び地方公共団体は、生活習慣について、「次期国

民健康づくり運動プラン」に沿った取組を引き続き推

進する。 

 拠点病院等は、地域におけるがん対策を牽けん引す

る立場から、地域へのがんの予防に関する普及啓発を

実施するとともに、必要に応じてがん相談支援センタ

ーが窓口となり、病院全体でがんの予防に関する情報

を提供できる体制を整備する。 
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65 歳以上では男性 55.0％・女性 45.0％とします。

（参考：2016 年度（平成 28 年度）20～64 歳で男性

19.7％・女性 12.9％、65 歳以上で男性 34.4％・女性

30.3％） 

 

22.9％・女性 12.7％、65 歳以上で男性 36.9％・女性

36.1％） 

 

②ウイルス性肝炎・肝がん対策について 

（現状） 

○本県の肝がん死亡率（粗死亡率）は、18 年連続（1999

年（平成 11 年）から 2016 年（平成 28 年）まで）全

国ワースト１位、75 歳未満年齢調整死亡率も全国高

位が続いており、肝がんの原因の約９割は、Ｂ型・Ｃ

型肝炎ウイルスとされています。 

○ウイルス性の慢性肝炎は、本人が気づかないうちに

肝硬変や肝がんへ移行することが多く、まずは、ウイ

ルスに感染しているかどうかを検査することが重要

です。そして、肝炎ウイルス陽性者を早期に発見、治

療に誘導し、抗ウイルス治療につなげる、というステ

ップで対策を実施する必要があります。 

○Ｃ型肝炎については、平成 26 年 9 月から経口薬によ

る治療法（インターフェロンフリー）治療が開始さ

れ、これまでインターフェロン等の抗ウイルス治療

に適応がなかった方も含め、多くの方が治療できる

ようになりました。 

○ただし、治療によりウイルスを排除することができ

ても、長年ウイルスに侵されてきた肝臓は状態が悪

化しており、肝がん等への重症化を予防するために

は、定期的に検査を受け、肝臓の状態を確認すること

が重要です。 

○肝疾患対策については、対象者に応じて次の５つの

ステップ（図１：肝疾患対策エコシステム）が重要で

あり、肝疾患連携拠点病院をはじめ専門医療機関等

と連携した取組を行っていく必要があります。 

 ステップ０「予防」：理解啓発、Ｂ型肝炎ワクチン接

種 

 ステップ１「受検」：肝炎ウイルス検査（結果の把握

②ウイルス性肝炎・肝がん対策について 

（現状） 

○本県の肝がん死亡率（粗死亡率）は、平成 30 年に、

平成 11 年から 19 年連続した全国ワースト１位を 20

年ぶりに脱却したものの、その後も全国高位が続い

ており、75 歳未満年齢調整死亡率も同じく全国高位

が続いている状況です。また、肝がんの原因の約９割

は、Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルスとされています。 

○ウイルス性の慢性肝炎は、本人が気づかないうちに

肝硬変や肝がんへ移行することが多く、まずは、ウイ

ルスに感染しているかどうかを検査することが重要

です。そして、肝炎ウイルス陽性者を早期に発見、治

療に誘導し、抗ウイルス治療につなげる、というステ

ップで対策を実施する必要があります。 

○Ｃ型肝炎については、平成 26 年 9 月から経口薬によ

る治療法（インターフェロンフリー）治療が開始さ

れ、これまでインターフェロン等の抗ウイルス治療

に適応がなかった方も含め、多くの方が治療できる

ようになりました。 

○ただし、治療によりウイルスを排除することができ

ても、長年ウイルスに侵されてきた肝臓は状態が悪

化しており、肝がん等への重症化を予防するために

は、定期的に検査を受け、肝臓の状態を確認すること

が重要です。 

○肝疾患対策については、対象者に応じて次の５つの

ステップ（図１：肝疾患対策エコシステム）が重要で

あり、肝疾患連携拠点病院をはじめ専門医療機関等

と連携した取組を行っていく必要があります。 

 ステップ０「予防」：理解啓発、Ｂ型肝炎ワクチン接   

種 
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も含め） 

 ステップ２「受診」：精密検査 

 ステップ３「受療」：抗ウイルス治療 

 ステップ４「フォローアップ」：治療後の定期検査（状

態の把握も含め） 

○肝疾患対策エコシステムが円滑に進むためには、肝

炎患者やその家族等が安心して医療を受けられるよ

う保健医療や生活に関する情報提供、相談支援等を

行う肝炎医療コーディネーターの役割・活動が重要

です。 

○また、肝炎患者やその家族等が不当な差別を受ける

ことなく、社会において安心して暮らせるよう普及

啓発を図るとともに、患者等からの悩みや疑問等の

相談支援が必要です。 

○さらに、近年増加傾向にある非アルコール性脂肪性

肝疾患（NAFLD）や非アルコール性脂肪肝炎（NASH）

など、ウイルスに起因しない肝疾患について対策を

講じていく必要があります。 

○肝疾患を発症しても、働きながら治療を受けること

ができるよう肝炎に関する正しい知識を普及啓発

し、事業主や職域の健康管理関係者の理解及び協力

を得ることができる環境を整える必要があります。 

 

 

（取り組むべき施策） 

○県 

・肝疾患に関する理解啓発の促進、相談支援体制の整備 

・医療機関の受診、職域の健康診断において肝炎  ウ

イルス検査の同時実施ができる体制の構築 

・肝炎ウイルス検査陽性者に対する精密検査の  受

診、適切な抗ウイルス治療の受療、抗ウイルス治療終

了後等の定期検査の受診について効果的・効率的な

勧奨の実施、関係団体との連携 

・各種助成制度の普及啓発、利用しやすい制度設計 

・肝炎患者等が円滑に受診・受療できる医療提供体制 

 ステップ１「受検」：肝炎ウイルス検査（結果の把握

も含め） 

 ステップ２「受診」：精密検査 

 ステップ３「受療」：抗ウイルス治療 

 ステップ４「フォローアップ」：治療後の定期検査（状

態の把握も含め） 

○肝疾患対策エコシステムが円滑に進むためには、肝

炎患者やその家族等が安心して医療を受けられるよ

う保健医療や生活に関する情報提供、相談支援等を

行う肝炎医療コーディネーターの役割・活動が重要

です。 

○また、肝炎患者やその家族等が不当な差別を受ける

ことなく、社会において安心して暮らせるよう普及

啓発を図るとともに、患者等からの悩みや疑問等の

相談支援が必要です。 

○さらに、近年増加傾向にある非アルコール性脂肪性

肝疾患や非アルコール性脂肪肝炎など、ウイルスに

起因しない肝疾患について対策を講じていく必要が

あります。 

○肝疾患を発症しても、働きながら治療を受けること

ができるよう肝炎に関する正しい知識を普及啓発

し、事業主や職域の健康管理関係者の理解及び協力

を得ることができる環境を整える必要があります。 

 

（取り組むべき施策） 

○県 

・肝疾患に関する理解啓発の促進、相談支援体制の整備 

・医療機関の受診、職域の健康診断において肝炎  ウ

イルス検査の同時実施ができる体制の構築 

・肝炎ウイルス検査陽性者に対する精密検査の  受

診、適切な抗ウイルス治療の受療、抗ウイルス治療終

了後等の定期検査の受診について効果的・効率的な

勧奨の実施、関係団体との連携 

・各種助成制度の普及啓発、利用しやすい制度設計 

・肝炎患者等が円滑に受診・受療できる医療提供体制 
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の構築、肝炎医療コーディネーターの養成 

・肝疾患対策に関する各種の調査、研究の実施 

・肝疾患患者等の人権の尊重、職域における肝疾患の 

理解啓発 

○市町 

・肝疾患に関する普及啓発の実施 

・Ｂ型肝炎ワクチン予防接種の実施 

・住民健診と肝炎ウイルス検査を同時に受けられる体

制構築 

・肝炎ウイルス検査陽性者、抗ウイルス治療後等の患者

への受診勧奨 

 

（個別目標） 

○ 把握可能な直近の肝がん罹患者数を 2019 年に 209

名以下（2013 年から 40%減）とします。 

○ 2022 年度までにおける要精密検査者（肝炎ウイル

ス検査陽性者）の医療機関受診率を 90%以上としま

す。 

○ 全国健康保険協会（協会けんぽ）佐賀支部の被保険

者で、35 歳以上の生活習慣病予防健診受診者の肝炎

ウイルス検査受検者数を 75,000 人以上とします。 

○ Ｃ型慢性肝炎等で、治療費助成を受けた県民の定

期検査費助成利用率を 50％以上とします。 

 

の構築、肝炎医療コーディネーターの養成 

・肝疾患対策に関する各種の調査、研究の実施 

・肝疾患患者等の人権の尊重、職域における肝疾患の 

理解啓発 

○市町 

・肝疾患に関する普及啓発の実施 

・Ｂ型肝炎ワクチン予防接種の実施 

・住民健診と肝炎ウイルス検査を同時に受けられる体

制構築 

・肝炎ウイルス検査陽性者、抗ウイルス治療後等の患者

への受診勧奨 

 

（個別目標） 

○ 全国健康保険協会（協会けんぽ）佐賀支部の被保険

者で、35 歳以上の生活習慣病予防健診受診者の計画

期間における肝炎ウイルス検査受検者数を10,000人

以上とします。 

○ 2029 年度までの職域における要精密検査者（肝炎

ウイルス検査陽性者）の医療機関受診率を 80%以上と

します。 

○ Ｃ型慢性肝炎等で、治療費助成を受けた県民の定

期検査費助成利用率を 50％以上とします。 

○ 肝がん 75歳未満年齢調整死亡率を4.0未満としま

す。 

 

③その他の感染症対策について 

（現状） 

○ がんの原因となるウイルスや細菌としては、②に

掲げた肝炎ウイルスのほか、子宮頸がんの発がんと

関連するヒトパピローマウイルス（以下「HPV」とい

う。）、ATL（成人 T 細胞白血病）と関連するヒト T 細

胞白血病ウイルス１型（以下「HTLV-1」という。）、胃

がんと関連のあるヘリコバクター・ピロリなどがあ

ります。 

○ これらの対策として、県内の中学 3 年生を対象と

③その他の感染症対策について 

（現状・課題） 

○ 発がんに寄与するウイルスや細菌としては、②に

掲げた肝炎ウイルスのほか、子宮頸がんの発がんと

関連するヒトパピローマウイルス（以下「HPV」とい

う。）、ATL（成人 T 細胞白血病）と関連するヒト T 細

胞白血病ウイルス１型（以下「HTLV-1」という。）、胃

がんと関連のあるヘリコバクター・ピロリ（以下「ピ

ロリ菌」という。）などがあります。 

○ これらの対策として、子宮頸がんの罹患率の高い

②感染症対策について 

（現状・課題） 

 発がんに寄与する因子として、ウイルスや細菌の感

染は、男性では喫煙に次いで２番目に、女性では最も大

きく寄与する因子となっている。発がんに大きく寄与

するウイルスや細菌としては、子宮頸けいがんと関連

するヒトパピローマウイルス（以下「ＨＰＶ」という。）、

肝がんと関連する肝炎ウイルス、ＡＴＬ（成人Ｔ細胞白

血病）と関連するヒトＴ細胞白血病ウイルス１型（以下

「ＨＴＬＶ－１」という。）、胃がんと関連するヘリコバ
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したヘリコバクター・ピロリの検査や除菌、HTLV-1 の

感染予防対策等を実施しており、今後も継続して取

り組むこととしています。 

○ 子宮頸がん予防（HPV）ワクチンについては、接種

のあり方について、国において、科学的知見を収集し

た上で総合的に判断していくこととされています。

なお、子宮頸がん検診において HPV 併用検診が一部

の市町で実施されており、その効果について把握に

努めていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢層（30～44 歳）を対象とした HPV 検査、県内の

中学校及び特別支援学校（以下「中学校等」という。）

に在籍する 3 年生の生徒を対象としたピロリ菌検査

や除菌、HTLV-1 の感染予防対策等を実施しており、

今後も継続して取り組むこととしています。 

○ 子宮頸がん予防（HPV）ワクチンについては、国が

積極的勧奨の差し控えることとした取扱を終了した

ことに伴い、予防接種法に基づく個別の接種勧奨を

2022 年度（令和４年度）から実施しています。また

積極的な勧奨の差し控えにより接種機会を逃した者

に対しては、2022 年度（令和４年度）から３年間、

従来の定期接種の対象年齢を超えて接種を行う「キ

ャッチアップ接種」を実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クター・ピロリ（以下「ピロリ菌」という。）等がある。 

 子宮頸がんの年齢調整罹患率は、平成 17（2005）年

は、人口 10 万人あたり 10.3 であったものが、令和元

（2019）年には 13.9 と増加傾向にある。子宮頸がんの

発生原因の多くがＨＰＶ感染であり、子宮頸がんの予

防のためには、ＨＰＶ感染への対策が必要である。 

 ＨＰＶワクチンについて、国は、積極的な勧奨を差し

控えることとした取扱いを終了し、予防接種法（昭和 23

年法律第 68 号）に基づく個別の接種勧奨を令和４

（2022）年４月から実施している。また、積極的な勧奨

の差し控えにより接種機会を逃した者に対しては、公

平な接種機会を確保する観点から、令和４（2022）年度

から３年間、従来の定期接種の対象年齢を超えて接種

を行う「キャッチアップ接種」を実施している。また、

令和５（2023）年度から９価ＨＰＶワクチンの安定的な

供給が可能であることから、令和５（2023）年４月から

９価ＨＰＶワクチンの定期接種を開始することとして

いる。 

 肝炎対策について、国は、肝炎の治療促進のための環

境整備、肝炎ウイルス検査の促進、肝炎に係る診療及び

相談体制の整備、国民に対する肝炎に係る正しい知識

の普及啓発並びに肝炎に係る研究の推進の５本の柱か

らなる肝炎総合対策を推進している。 

 肝炎ウイルス検査の受検率は増加傾向である。また、

地方公共団体で行っている肝炎ウイルス検査では、Ｈ

Ｂｓ抗原・ＨＣＶ抗体陽性率が経年的に低下している

傾向が認められた。 

 Ｂ型肝炎の予防接種については、平成 28（2016）年

10 月から予防接種法に基づく定期接種に位置付けら

れ、接種率は、平成 29（2017）年度以降、いずれの年

も９割を越えている。 

 ＨＴＬＶ－１について、国は、平成 22（2010）年に

取りまとめられた「ＨＴＬＶ－１総合対策」に基づき対

策を進めている。また、国立研究開発法人日本医療研究

開発機構（Japan Agency for Medical Research and 
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（取り組むべき施策） 

○県 

・がん予防にかかる普及啓発の実施 

・県内の中学 3 年生を対象としたピロリ菌検査や  

除菌の実施 

 

○市町 

・がん予防にかかる普及啓発の実施 

・妊婦健診（HTLV-1 抗体検査）の受診促進 

・国の判断を踏まえた HPV ワクチンの接種への対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（取り組むべき施策） 

○県 

・がん予防に関する普及啓発の実施 

・子宮頸がんの罹患率の高い年齢層を対象とした HPV

検査の実施 

・県内の中学校等に在籍する 3 年生の生徒を対象とし

たピロリ菌検査や除菌の実施 

 

○市町 

・がん予防に関する普及啓発の実施 

・HPV 検査の受診促進 

・妊婦健診（HTLV-1 抗体検査）の受診促進 

・HPV ワクチンの積極的勧奨の実施 

Development。以下「ＡＭＥＤ」という。）において、Ｈ

ＴＬＶ－１の実態把握と感染メカニズム解析やＨＴＬ

Ｖ－１の検査法の改善等に関する研究を行っている。 

 胃がんの年齢調整死亡率は、ピロリ菌の感染者の減

少等の影響もあり、人口 10 万人あたり 40.1（昭和 50

（1975）年）から 7.7（令和３（2021）年）へと大幅に

減少しているものの、依然として、がんによる死亡原因

の第３位14となっており、引き続き対策が必要である。

健康で無症状な集団に対する、ピロリ菌の除菌による

胃がん発症の予防効果について十分な科学的根拠は示

されていないものの、ピロリ菌の感染が胃がんのリス

クであることは、科学的に証明されている。 

 

（取り組むべき施策） 

 国は、令和４（2022）年４月に再開したＨＰＶワクチ

ンの個別の接種勧奨の実施を踏まえ、ＨＰＶワクチン

の接種状況と子宮頸がんの年齢調整罹患率の国内外の

推移を把握し、必要に応じて子宮頸がん検診に係る「が

ん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」

（以下「指針」という。）を見直す等、科学的根拠に基

づく子宮頸がん対策を推進する。また、令和５（2023）

年４月から９価ＨＰＶワクチンの定期接種を開始し、

定期接種及びキャッチアップ接種の対象者に対する、

適切な情報提供に基づく正しい理解の促進に取り組

む。 

 国は、肝炎の早期発見・早期治療及びそれによる肝が

んの発症予防のため、肝炎ウイルス検査体制の充実や

ウイルス陽性者の受診勧奨、普及啓発を引き続き推進

する。また、Ｂ型肝炎については、予防接種法に基づく

定期接種及びウイルス排除を可能とする治療薬・治療

法の開発に向けた研究を引き続き推進する。 

国は、感染予防対策を含めたＨＴＬＶ－１総合対策等

を引き続き推進する。 

 国は、引き続き、健康で無症状な集団に対する、ピロ

リ菌の除菌の胃がん発症予防における有効性等につい



13 
 

第３次佐賀県がん対策推進計画 第４次佐賀県がん対策推進計画（原案） 【参考・国】第４期がん対策推進基本計画 

て、国内外の知見を速やかに収集し、科学的根拠に基づ

き、除菌の必要性の有無及びその対象者について検討

するとともに、運用上の課題について整理する。 

 

【個別目標】 

 栄養・食生活、身体活動・運動、飲酒、喫煙といった

生活習慣の改善(リスクファクターの低減)について

は、「次期国民健康づくり運動プラン」で定める目標値

の達成を目指す。また、ＨＰＶ、肝炎ウイルス、ＨＴＬ

Ｖ－１といった発がんに寄与するウイルスや細菌への

感染の減少を目指す。 

 

（２）がんの早期発見及びがん検診（２次予防） 

○ がん検診は、一定の集団を対象として、がんに罹患

している疑いのある者や、がんに罹患している者を

早めに発見し、必要かつ適切な診療につなげること

により、がんの死亡者の減少を目指すものです。 

○ 死亡率減少に「効果がある」ことが科学的な根拠に

よって認められたものは、胃がん検診（胃Ｘ線検査又

は胃内視鏡検査）、肺がん検診（胸部Ｘ線検査と喀痰

細胞診（喫煙者のみ）との併用）、大腸がん検診（便

潜血検査）、乳がん検診（マンモグラフィ単独又は視

触診とマンモグラフィ検査の併用）、子宮がん検診

（細胞診）の５つです。 

○ 現在、対策型がん検診としては、健康増進法に基づ

く市町の事業が行われており、職域におけるがん検

診としては、保険者や事業主による検診が任意で行

われています。科学的根拠に基づくがん検診の受診

や精密検査の受診は、がんの早期発見・早期治療につ

ながるため、がんの死亡者を更に減少させていくた

めには、がん検診の受診率向上及び精度管理の更な

る充実が必要不可欠です。 

 

①受診率向上対策について 

（現状） 

（２）がんの早期発見及びがん検診（２次予防） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①受診率向上対策について 

（現状・課題） 

（２）がんの２次予防（がん検診） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①受診率向上対策について 

（現状・課題） 
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○ 県や市町は、これまで、普及啓発活動や個別勧奨な

ど、がん検診の受診率の向上を図るための取組を行

ってきました。 

○ しかし、市町が実施する上記５つのがん検診の受

診率は、依然として低調であり、いずれも第２次計画

の目標を達成できていません。 

 

[図表] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（取り組むべき施策） 

○県 

・がん検診受診率向上のための普及啓発 

・がん予防推進員の養成及びがん予防推進員を活用し

た受診率向上のための仕組みづくり 

・市町がん検診の効果的な個別勧奨の促進 

・レディースデー等の受診しやすい取組の促進 

○ 死亡率減少に「効果がある」ことが科学的な根拠に

よって認められたものは、胃がん検診（胃Ｘ線検査又

は胃内視鏡検査）、肺がん検診（胸部Ｘ線検査と喀痰

細胞診（喫煙者のみ）との併用）、大腸がん検診（便

潜血検査）、乳がん検診（マンモグラフィ単独又は視

触診とマンモグラフィ検査の併用）、子宮がん検診

（細胞診）の５つです。 

○ 現在、対策型がん検診としては、健康増進法に基づ

く市町村（特別区を含む。以下同じ。）の事業が行わ

れています。科学的根拠に基づくがん検診の受診は、

がんの早期発見・早期治療につながるため、がん検診

の受診率向上が必要不可欠です。 

○ 県や市町は、これまで、普及啓発活動や個別勧奨な

ど、がん検診の受診率の向上に資する取組を行って

きました。また、県では受診しやすい環境づくりとし

て、胃がん検診（胃内視鏡検査）及び子宮がん検診の

広域化を実施してきました。しかし、市町が実施する

上記５つのがん検診の受診率は、上昇傾向にあるも

のの、依然として第３次計画の目標を達成できてい

ない部位の検診もあります。 

○ また職域におけるがん検診は、保険者や事業主が、

福利厚生の一環として任意で実施しているものであ

り、実施割合、種類、対象者数及び受診者数等を継続

的に把握する仕組みがありません。 

 

［図表挿入] 

 

 

（取り組むべき施策） 

○県 

・がん検診受診率向上のための普及啓発 

・がん予防推進員の養成及びがん予防推進員を活用し

た受診率向上のための仕組みづくり 

・市町がん検診の効果的な個別勧奨の促進 

・広域化やレディースデー等の受診しやすい環境整備

 現在、対策型がん検診としては、健康増進法に基づく

市町村（特別区を含む。以下同じ。）の事業が行われて

いる。科学的根拠に基づくがん検診の受診は、がんの早

期発見・早期治療につながるため、がんの死亡者を更に

減少させていくためには、がん検診の受診率向上が必

要不可欠である。 

 がん検診の受診率向上に向けて、国は、これまで、対

象者一人一人への個別受診勧奨・再勧奨の推進や、子宮

頸がん検診・乳がん検診の受診クーポン券の配布等に

取り組んできた。個別受診勧奨・再勧奨の推進について

は、個別受診勧奨は約８割、再勧奨は約４～５割の市町

村で実施されている。また、平成 31（2019）年４月に

は、「ナッジ理論」に基づいた受診勧奨の好事例等を紹

介した「受診率向上施策ハンドブック（第２版）」を公

表した。 

 国民生活基礎調査によると、がん検診の受診率は、い

ずれの検診においても増加傾向であるものの、令和元

（2019）年時点で、男性の肺がん検診を除き、第３期基

本計画における目標の 50％を達成できていない。また、

新型コロナウイルス感染症の影響により、検診の受診

者が１～２割程度減少しているとの報告もある。 

 また、がん検診を受けた者のうち、30～70％程度は職

域において受診しているが、職域におけるがん検診は、

保険者や事業主が福利厚生の一環として任意で実施し

ているものであり、実施割合、実施されているがん検診

の種類、対象者数及び受診者数等を継続的に把握する

仕組みがない。 

 

（取り組むべき施策） 

 国は、受診率向上に向けて、がん検診受診率をより正

確かつ精緻に、また、個人単位で把握することができる

よう検討する。 

 国は、受診率向上に向けて、これまでの取組から得ら

れた知見を踏まえつつ、より科学的かつ効率的な受診

勧奨策を、関係学会や企業等の協力を得て、都道府県及
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○市町 

・がん検診受診率向上のための普及啓発 

・がん予防推進員を活用した受診率向上のための仕組

みづくり 

・特定健診とがん検診の同時実施 

・効果的な個別勧奨等の実施 

・レディースデーや土日検診等の受診しやすいがん検

診の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（個別目標） 

○ 40～69 歳の胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん検

診の受診率、20～69 歳の子宮頸がん検診の受診率を

50％まで向上させます。（受診率は、国民生活基礎調

査をベースとします。） 

 

[図表] 

 

○ なお、上記５つのがん検診の受診率について、地域

保健・健康増進事業報告による数値についても随時

把握することとします。 

の促進 

・働く世代に対するがん検診受診に向けた啓発 

・職域におけるがん検診の実施状況等の把握及び精度

管理の普及 

○市町 

・がん検診受診率向上のための普及啓発 

・がん予防推進員を活用した受診率向上のための仕組

みづくり 

・特定健診とがん検診の同時実施 

・効果的な個別勧奨等の実施 

・レディースデーや土日検診等の受診しやすいがん検

診の実施 

○保険者、事業主 

・職域におけるがん検診の実施状況の把握及び精度管

理の実施 

・被保険者、従業員に対するがん検診の実施、受診勧奨 

○検診機関 

・がん検診受診率向上のための普及啓発 

・職域におけるがん検診の精度管理の実施 

○関係機関 

・国の検討を踏まえた、感染症発生・まん延時や災害等

においても必要ながん医療が提供できる体制等の整

備 

 

（個別目標） 

○ 40～69 歳の胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん検

診の受診率、20～69 歳の子宮頸がん検診の受診率を

60％まで向上させます。（受診率は、国民生活基礎調

査をベースとする。） 

○ 国が策定する｢職域におけるがん検診に関するマ

ニュアル｣に基づき、保険者や事業主と連携して、職

域におけるがん検診の精度管理の取組を行います。 

 

[図表挿入] 

 

び市町村と連携して推進する。また、全ての国民ががん

検診を受診しやすい体制の整備に向け、保険者への財

政上のインセンティブを活用したがん検診の推進、が

ん検診と特定健診の同時実施の推進、事業主健診時に

おける市町村等で実施するがん検診の受診勧奨の推

進、女性・障害者・非正規雇用者等が受診しやすい環境

整備など、受診者の立場に立ったがん検診を受診する

上での利便性の向上に努める。 

 市町村及び検診実施機関においては、受診者に分か

りやすくがん検診を説明するなど、受診者が、がん検診

の意義及び必要性を適切に理解できるよう努める。ま

た、国は、指針に基づくがん検診の意義及び必要性につ

いて、国民が正しく理解できるよう普及啓発を行う。 

 国は、新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、感

染症発生・まん延時等にがん検診の提供体制を一時的

に縮小した場合でも、状況に応じて速やかに提供体制

及び受診行動を回復させることができるよう、平時に

おける準備等の対応について検討する。 

 国は、実施主体によらずがん検診を一体的に進める

ことができるよう、職域におけるがん検診について、実

施状況の継続的な把握及び適切な実施に向けた課題の

整理を行い、必要に応じて、その法的な位置付けも含

め、がん検診全体の制度設計について検討する。 
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②がん検診の精度管理等について 

（現状） 

○ がんによる死亡率を減少させるためには、がん検

診において、適切な検査方法の実施も含めた徹底し

た精度管理が必要です。 

○ 精度管理については、がん検診事業の評価に関す

る委員会が取りまとめた報告書「今後の我が国にお

けるがん検診事業評価の在り方について（平成 20 年

3 月）」を基本としながら、地域の実情を踏まえて実

施する必要があります。同報告書には、がん検診の事

業評価を適切に行うための「事業評価のためのチェ

ックリスト」が設けられており、県、市町、検診機関

のそれぞれにおいて、同チェックリストに基づく精

度管理の取組を実施しています。 

 

[図表] 

 

○ がんの早期発見・早期治療のためには、精密検査が

必要と判定された受診者が、その後、実際に精密検査

を受診することが必要です。精密検査の必要性を指

摘されながら受けない場合は、がん検診の効果はな

くなってしまいます。本県における精密検査受診率

は全国に比べると若干高い傾向にあります。 

 

[図表] 

 

（取り組むべき施策） 

○県 

・「事業評価のためのチェックリスト」を活用した精度

管理・事業評価の実施 

・がん検診の精度管理・事業評価の実施状況の公表 

・精密検査医療機関登録制度の運用 

○ なお、上記５つのがん検診の受診率は、地域保健・

健康増進事業報告でも随時把握することとします。 

 

②がん検診の精度管理等について 

（現状・課題） 

○ がんの早期発見・早期治療につなげ、がんの死亡率

を減少させるためには、がん検診における精度管理

が必要不可欠です。 

○ 国は精度管理の指標として「事業評価のためチェ

ックリスト（都道府県用、市区町村用、検診実施機関

用）」を設定しており、県、市町、検診機関は当該チ

ェックリスト等により、精度管理の取組を実施して

います。 

 

［図表挿入] 

 

 

 

 

 

○ がんの早期発見・早期治療のためには、要精密検査

とされた受診者が、その後、実際に精密検査を受ける

ことが必要です。精密検査の必要性を指摘されなが

ら受けなければ、がん検診の効果はなくなってしま

います。本県の精密検査受診率は全国比で若干高い

傾向にあります。 

 

［図表挿入] 

 

（取り組むべき施策） 

○県 

・「事業評価のためのチェックリスト（都道府県用）」を

活用した精度管理・事業評価の実施 

・がん検診の精度管理・事業評価の実施状況の公表 

・精密検査医療機関登録制度の運用 

 

 

 

②がん検診の精度管理等について 

（現状・課題） 

がんの早期発見・早期治療につなげ、がんの死亡率を減

少させるためには、がん検診における精度管理が必要

不可欠である。 

 現在、精密検査未受診者への郵送や電話などによる

再勧奨の取組が、市町村において行われているが、精密

検査受診率については、多くのがん種で十分とは言え

ない。精密検査未受診率及び精密検査未把握率につい

ても、更なる減少に向けた取組が必要である。また、新

型コロナウイルス感染症の流行が精密検査受診率に与

えた影響については評価ができていない。 

 国は、精度管理の指標として「事業評価のためチェッ

クリスト」を設定しており、当該チェックリスト等によ

り実施状況を把握することとしている。チェックリス

トに沿った検診を実施している市町村の割合は、令和

２（2020）年度で 60～80％となっており、実施率は向

上している。 

 職域におけるがん検診については、「職域におけるが

ん検診に関するワーキンググループ」の報告書として、

「職域におけるがん検診に関するマニュアル」を平成

30（2018）年３月に公表し、科学的根拠に基づくがん検

診の普及啓発に取り組んでいる。 

 

 

 

（取り組むべき施策） 

 国は、レセプトやがん登録情報を活用したがん検診

の精度管理について、技術的支援等を行う。 

 精密検査受診率について、都道府県やがん種による

差が大きくなっていることから、国は、市町村における

適切な精度管理の実施のため、精密検査受診率の低い
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・がん検診に携わる関係者に対する講習会の実施 

○市町 

・「事業評価のためのチェックリスト」を活用した精度

管理・事業評価の実施 

○検診機関 

・「事業評価のためのチェックリスト」を活用したがん

検診の評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（個別目標） 

○ がん検診精密検査受診率を 90％以上とします。 

○ 「事業評価のためのチェックリスト（都道府県用）」

の実施率を 100％とします。 

○ 全ての市町が、がん検診の精度管理・事業評価とし

て求められる事項の実施率を 95％以上とし、この状

況を維持します。 

○ 全ての市町において、委託している検診機関の「事

業評価のためのチェックリスト（検診機関用）」の実

施率を 85％以上とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③職域におけるがん検診について 

・がん検診に携わる関係者に対する講習会の実施 

・職域におけるがん検診の実施状況等の把握及び精度

管理の普及 

・働く方世代に向けたがん検診受診の普及啓発 

○市町 

・「事業評価のためのチェックリスト（市区町村用）」を

活用した精度管理・事業評価の実施 

○検診機関 

・「事業評価のためのチェックリスト（検診機関用）」を

活用したがん検診の評価 

・職域におけるがん検診の精度管理の実施 

○保険者、事業主 

・職域におけるがん検診の実施状況の把握及び精度管

理の実施 

・被保険者、従業員に対するがん検診の実施、受診勧奨 

 

（個別目標） 

○ がん検診精密検査受診率を 90％以上とします。 

○ 「事業評価のためのチェックリスト（都道府県用）」

の実施率を 100％とします。 

○ 全ての市町が、がん検診の精度管理・事業評価とし

て求められる事項の実施率を 95％以上とし、維持し

ます。 

○ 全ての市町において、委託している検診機関の「事

業評価のためのチェックリスト（検診機関用）」の実

施率を 85％以上とします。 

○ 国の｢職域におけるがん検診に関するマニュアル｣

に基づき、保険者や事業主と連携して、ん検診の精度

管理に取り組みます。 

○ 【再掲】40～69 歳の胃がん、肺がん、大腸がん、

乳がん検診の受診率、20～69 歳の子宮頸がん検診の

受診率を 60％まで向上させます。（受診率は、国民生

活基礎調査をベースとする。） 

 

③科学的根拠に基づくがん検診の実施について 

市町村の実態把握を行う仕組みについて検討するとと

もに、都道府県による指導・助言等の取組を推進する。

市町村は、都道府県による指導・助言等を踏まえ、引き

続き、指針に基づいたがん検診の実施及び精度管理の

向上に取り組む。 

 国は、職域におけるがん検診の実態把握に係る方法

を検討した上で、職域におけるがん検診の精度管理を

推進するための取組について、保険者に対する技術的

支援や、産業保健総合支援センターを通じた事業場の

産業保健スタッフに対する周知等を含め検討する。 

 国及び都道府県は、精密検査受診率向上のため、要精

密検査とされた受診者に対する「精密検査を受けられ

る医療機関リスト」の提供等、職域を含めた、がん検診

の実施者による分かりやすい情報提供を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③科学的根拠に基づくがん検診の実施について 



18 
 

第３次佐賀県がん対策推進計画 第４次佐賀県がん対策推進計画（原案） 【参考・国】第４期がん対策推進基本計画 

（現状） 

○ 職域におけるがん検診は、保険者や事業主が、福利

厚生の一環として任意で実施しているものであり、

検査項目や対象年齢等実施方法は様々です。対象者

数、受診者数等のデータを定期的に把握する仕組み

がないため、受診率の算定や精度管理を行うことが

困難な状況にあります。 

○ 働く方のがん検診の受診率を向上させるため、職

域におけるがん検診の実施状況を把握し、従業員に

対し受診勧奨を行う必要があります。また、職域にお

いてがん検診が実施されていない方に対しては、市

町が実施するがん検診について、県、市町及び保険

者・事業主が連携し、啓発・受診勧奨を行う必要があ

ります。 

○ 職域におけるがん検診については、精度管理がで

きる体制は整備されていません。市町におけるがん

検診と同様、職域における全てのがん検診について、

十分な精度管理を行うことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（取り組むべき施策） 

○県 

・職域におけるがん検診の実施状況等の把握及び精度

管理の普及 

・働く方に対するがん検診の受診に向けた啓発 

○保険者、事業主 

（現状・課題） 

○ がん検診は、一定の集団を対象として、がんに罹患

している疑いのある者や、がんに罹患している者を

早期に発見し、必要かつ適切な診療につなげること

により、がんの死亡率の減少を目指すものです。 

○ 指針に基づかないがん検診を実施している市町村

の割合は、令和２（2020）年度時点で 81.3％と、高

い状況が続いています。これらの検診のうち、最も多

いものは、前立腺がん検診（ＰＳＡ検査）となってお

り、その他、子宮体がん検診や肝臓がん検診（エコー）

などがあります。 

○ 現在、がん検診の分野における研究開発の進展は

著しく、より正確に、低侵襲に、簡便に、安価に、が

んを発見できる方法が提案されています。一方で、そ

れらの対策型検診への導入に当たっては、死亡率減

少効果の確認や実施体制の確保に時間を要するこ

と、導入までのプロセスが不透明かつ煩雑であるこ

とが指摘されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（取り組むべき施策） 

○県 

・国における指針に基づかない検診に係る効果検証の

進捗を踏まえた取組への参画 

○市町 

・科学的根拠に基づくがん検診の実施 

（現状・課題） 

 がん検診は、一定の集団を対象として、がんに罹患し

ている疑いのある者や、がんに罹患している者を早期

に発見し、必要かつ適切な診療につなげることにより、

がんの死亡率の減少を目指すものである。このため、国

は、がん検診の有効性や精度管理についての検討会を

開催するなど、科学的根拠に基づくがん検診の実施を

推進してきた。 

 指針に基づかないがん検診を実施している市町村の

割合は、令和２（2020）年度時点で 81.3％と、高い状

況が続いている。これらの検診のうち、最も多いもの

は、前立腺がん検診（ＰＳＡ検査）となっており、その

他、子宮体がん検診や肝臓がん検診（エコー）などがあ

る。 

 国は、統一されたプログラムの下、適格な対象集団を

特定し、対象者を個別に勧奨する組織型検診の実現を

目指し、指針に基づかないがん検診が、十分な検証なし

に実施されている点に係る対策を進めるとともに、指

針に基づくがん検診についても、がんの疫学的動向を

踏まえ、その効果を継続的に評価できるようにする必

要がある。 

 また、現在、がん検診の分野における研究開発の進展

は著しく、より正確に、低侵襲に、簡便に、安価に、が

んを発見できる方法が提案されている。一方で、それら

の対策型検診への導入に当たっては、死亡率減少効果

の確認や実施体制の確保に時間を要すること、導入ま

でのプロセスが不透明かつ煩雑であることが指摘され

ている。 

 

（取り組むべき施策） 

 国は、我が国におけるがん検診の進捗及び課題を整

理するため、諸外国における取組との経年的な比較調

査を実施する仕組みについて検討する。 

 国は、より効率的・効果的ながん検診の実施を推進す

る観点から、指針に基づくがん検診の科学的根拠に基



19 
 

第３次佐賀県がん対策推進計画 第４次佐賀県がん対策推進計画（原案） 【参考・国】第４期がん対策推進基本計画 

・職域におけるがん検診の実施状況の把握及び精度管

理の実施 

・被保険者、従業員に対するがん検診の実施、受診勧奨 

○検診機関 

・職域におけるがん検診の精度管理の実施 

 

 

 

 

 

 

 

（個別目標） 

○ 国が策定する｢職域におけるがん検診に関するマ

ニュアル｣に基づき、保険者や事業主と連携して、職

域におけるがん検診の精度管理の取組を行います。 

○ 【再掲】40～69 歳の胃がん、肺がん、大腸がん、

乳がん検診の受診率、20～69 歳の子宮頸がん検診の

受診率を 50％まで向上させます。（受診率は、国民生

活基礎調査をベースとします。） 

 づいた効果検証を進めるとともに、対策型検診の項目

の導入に係るプロセスの明確化等について検討する。 

 国は、指針に基づかないがん検診に係る効果検証の

方法について検討するとともに、指針に基づかないが

ん検診の効果検証を希望する関係学会や企業等と、地

方公共団体のマッチングを促進する仕組みについて検

討する。 

 国は、我が国における組織型検診の構築に向け、科学

的根拠に基づくがん検診の実施に向けた取組により精

度管理を向上させつつ、課題を整理し、その対応を検討

する。 

 

【個別目標】 

 がん検診受診率を向上させ、指針に基づく全てのが

ん検診において、受診率 60％を目指す。がん検診の精

度管理を向上させるとともに、精密検査受診率 90％を

目指す。 

 

２ 患者本位のがん医療の実現 

 本県のがん医療提供体制は、厚生労働省が指定する

がん診療連携拠点病院が地域診療の核となり、地域の

医療機関と連携して医療を提供しています。 

 

[図表] 

 

 こうした医療連携体制のもと、がんゲノム医療等の

推進により、個人に最適化された患者本位のがん医療

を実現するとともに、がん医療の質の向上及びそれぞ

れのがんの特性に応じたがん医療の均てん化・集約化

により、効率的かつ持続可能ながん医療を実現します。 

２．患者本位で持続可能ながん医療の提供 

～適切な医療を受けられる体制を充実させることで、

がん生存率の向上・がん死亡率の減少・全てのがん患者

及びその家族等の療養生活の質の向上を目指す～ 

２．患者本位で持続可能ながん医療の提供 

～適切な医療を受けられる体制を充実させることで、

がん生存率の向上・がん死亡率の減少・全てのがん患者

及びその家族等の療養生活の質の向上を目指す～ 

 

 

 

（１）がん医療提供体制等 

①医療提供体制の均てん化・集約化について 

（現状・課題） 

（１）がん医療提供体制等 

①医療提供体制の均てん化・集約化について 

（現状・課題） 
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○ 国においては、拠点病院等、小児がん拠点病院等、

がんゲノム医療中核拠点病院等が相互に連携可能と

なるよう検討が進められています。 

○ 本県のがん医療提供体制は、厚生労働省が指定す

るがん診療連携拠点病院が地域診療の核となり、地

域の医療機関と連携して医療を提供しています。 

 

[図表挿入] 

 

○ こうした医療連携体制のもと、患者本位のがん医

療を実現するとともに、がん医療の質の向上及びそ

れぞれのがんの特性に応じたがん医療の均てん化・

集約化により、効率的かつ持続可能ながん医療を実

現します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（取り組むべき施策） 

○県 

・地域の実情に応じ、均てん化を推進するとともに、国

における拠点病院等の連携体制を踏まえた取り組みを

推進する。 

 

 

 

 

 

 

 国は、これまで、「がん診療連携拠点病院等の整備に

関する指針」（以下「整備指針」という。）に基づき、拠

点病院等を中心として、標準的な手術療法、放射線療

法、薬物療法、病理診断、緩和ケア等の提供、がん相談

支援センターの整備、院内がん登録及び多職種による

カンファレンスの実施等を推進し、医療の質の向上や

均てん化に向けた取組を進めてきた。 

 令和５（2023）年３月時点で、全ての都道府県に、計

453 施設の拠点病院等が指定されている。 

 令和４（2022）年８月には、がん医療の更なる充実の

ため、整備指針の見直しを行い（以下「令和４（2022）

年整備指針改定」という。）、がん医療の高度化や少子高

齢化・人口減少という今後の人口動態の変化を踏まえ、

拠点病院等の役割分担を図る必要がある項目について

は、患者の適切ながん医療へのアクセスを確保した上

で、一定の集約化を求めることとしたほか、都道府県が

ん診療連携協議会の体制を強化し、拠点病院等の役割

分担や連携体制の構築、感染症発生・まん延時や災害時

等への対応等を新たな要件として盛り込んだ。さらに、

適切な病理診断を速やかに提供するため、地域がん診

療病院を除く全ての拠点病院等に対し、病理診断に携

わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師の配置

を指定要件とした。 

 

（取り組むべき施策） 

 国及び都道府県は、がん医療が高度化する中で、引き

続き質の高いがん医療を提供するため、地域の実情に

応じ、均てん化を推進するとともに、持続可能ながん医

療の提供に向け、拠点病院等の役割分担を踏まえた集

約化を推進する。その際、国は、都道府県がん診療連携

協議会等に対し、好事例の共有や他の地域や医療機関

との比較が可能となるような検討に必要なデータの提

供などの技術的支援を行う。 

 

 国は、拠点病院等を中心に、患者に対するがんの告知
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（１）がんゲノム医療 

（現状） 

○ 近年、個人のゲノム情報に基づき、個人ごとの違い

を考慮した「ゲノム医療」への期待が高まっており、

国内外において様々な取組が行われています。 

○ 現在、国においては、がんゲノム医療を牽引する高

度な機能を有する医療機関（がんゲノム医療中核拠

点病院）の整備及び拠点病院等や小児がん拠点病院

を活用したがんゲノム医療提供体制の構築を進め、

ゲノム医療を必要とするがん患者が、全国どこにい

ても、がんゲノム医療を受けられる体制を段階的に

構築するなど、がんゲノム医療の実用化を推進する

取組が進められています。 

○ 2017 年度（平成 29 年度）においては、九州では九

州大学病院が、がんゲノム医療中核拠点病院として

国の指定を受けたところです。 

○ また、2018 年（平成 30 年）４月１日現在で、佐賀

大学医学部附属病院が京都大学医学部附属病院及び

九州大学病院の、佐賀県医療センター好生館が九州

大学病院の、がんゲノム医療連携病院となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②がんゲノム医療 

（現状・課題） 

○ がんゲノム医療については、2017 年（平成 29 年）

12 月に「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関

する指針」が策定され、がんゲノム医療中核拠点病院

及びがんゲノム医療連携病院の整備が進められてき

ました。その後、2019 年（令和元年）７月の一部改

正によってがんゲノム医療拠点病院の類型が新設さ

れました。 

○ 国においては、ゲノム情報及び臨床情報等の集約・

管理・利活用を目的として、2018 年（平成 30 年）６

月にがんゲノム情報管理センターが開設され、関連

情報の収集、利活用に向けた取組等が開始されまし

た。 

○ また、本県では、2023 年（令和５年）４月１日現

在で、佐賀大学医学部附属病院が京都大学医学部附

属病院の、佐賀県医療センター好生館が九州大学病

院の、がんゲノム医療連携病院となっています。 

 

 

 

 

や、インフォームド・コンセントの取得、セカンドオピ

ニオンの提示などが適切に実施されるような体制整備

を引き続き推進する。また、質の高い病理診断や細胞診

断を提供するための体制の整備を引き続き推進する。 

 国及び都道府県は、感染症発生・まん延時や災害時等

の状況下においても、必要ながん医療を提供できるよ

う、診療機能の役割分担や、各施設が協力した人材育成

や応援体制の構築等、地域の実情に応じた連携体制を

整備する取組を平時から推進する。 

 国は、拠点病院等、小児がん拠点病院等、がんゲノム

医療中核拠点病院等が相互に連携可能となるよう検討

する。 

 

②がんゲノム医療について 

（現状・課題） 

 がんゲノム医療については、平成 29（2017）年 12 月

に「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指

針」を策定し、がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲ

ノム医療連携病院の整備が進められた。その後、令和元

（2019）年７月の一部改正によってがんゲノム医療拠

点病院の類型が新設された。 

 令和５（2023）年３月時点で、全ての都道府県に、計

243 施設のがんゲノム医療中核拠点病院等が整備され

ている。 

 また、ゲノム情報及び臨床情報等の集約・管理・利活

用を目的として、平成 30（2018）年６月にがんゲノム

情報管理センターが開設され、関連情報の収集、利活用

に向けた取組等を開始した。 

 令和元（2019）年度には、がん遺伝子パネル検査の保

険収載により、保険診療下でのがんゲノム医療が実装

され、保険診療下でがん遺伝子パネル検査を受けた延

べ患者数は、令和５（2023）年１月までに、およそ４万

８千例となった。 
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（取り組むべき施策） 

○がん診療連携拠点病院 

・国におけるがんゲノム医療の体制整備を踏まえた推

進の取組への参画 

 

（個別目標） 

○ 国におけるがんゲノム医療の体制整備を踏まえ、

拠点病院等において、がんゲノム医療中核拠点病院

からがんゲノム医療連携病院として指定を受ける

等、がんゲノム医療の推進体制に参画します。 

 

（２）がんの手術療法、放射線療法、薬物療法、科学的

根拠に基づく免疫療法の充実 

○これまで、我が国では、罹患者の多いがん（肺・胃・

肝・大腸・乳腺）を中心に、手術療法、放射線療法、

薬物療法等を効果的に組み合わせた集学的治療や緩

和ケア（以下「集学的治療等」という。）の提供、が

ん患者の病態に応じた適切な治療・ケアの普及に努

めてきました。また、拠点病院等を中心に、キャンサ

ーボードの実施、がん相談支援センターの設置、院内

がん登録の実施等に取り組み、全ての国民が全国ど

こにいても質の高いがん医療が等しく受けられるよ

う、がん医療の均てん化が進められてきました。 

○がん医療の均てん化に関するこれらの取組について

は引き続き進めることとされていますが、ゲノム医

療、一部の放射線療法、小児がん等一部のがん種につ

いては、治療成績の向上等に資する研究開発の促進

や診療の質の向上を図るため、診療機能の集中、機能

分担など、一定の集約化のあり方について検討する

こととされています。 

○本県における集学的治療等に関するがん医療提供体

制を見ると、拠点病院の現況報告書によると、専門的

な医師、看護師、薬剤師の数は必ずしも十分とはいえ

ない状況です。 

○また、近年、医療安全に関する問題が指摘されてお

（取り組むべき施策） 

○がん診療連携拠点病院 

・国におけるがんゲノム医療の体制整備を踏まえた推

進の取組への参画 

 

（個別目標） 

○ 国におけるがんゲノム医療の体制整備を踏まえ、

がんゲノム医療の推進体制に参画します。 

 

 

 

③手術療法・放射線療法・薬物療法について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（取り組むべき施策） 

 国は、がんゲノム医療をより一層推進する観点から、

がんゲノム医療中核拠点病院等を中心とした医療提供

体制の整備等を引き続き推進する。また、関係学会等と

連携し、がん遺伝子パネル検査等の更なる有効性に係

る科学的根拠を引き続き収集するとともに、必要な患

者が、適切なタイミングでがん遺伝子パネル検査等及

びその結果を踏まえた治療を受けられるよう、既存制

度の見直しも含め検討する。 

 

 

③手術療法・放射線療法・薬物療法について 
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り、拠点病院等においても医療安全に関する取組の強

化が求められています。 

 

[図表] 

 

[図表] 

 

[図表] 

 

①各治療法について（手術療法、放射線療法、薬物療法

及び免疫療法） 

（現状） 

○ 我が国では、がんに対する質の高い手術療法を安

全に提供するため、拠点病院等を中心に、適切な実施

体制や専門的な知識及び技能を有する医師の配置を

行ってきており、引き続き、人材の育成や適正な配置

を検討することとされています。また、一部の希少が

んや難治性がん、小児がん、ＡＹＡ世代のがん及び高

度進行がんについては、定型的な術式での治療が困

難な場合があることから、患者の一定の集約化を行

うための仕組みを構築することとされています。 

 

○ 放射線療法については、専門的な知識と技能を有

する医師をはじめとした医療従事者の配置や、機器

の整備など、集学的治療を提供する体制の整備が行

われてきており、国において、引き続き、標準的な放

射線療法の提供体制の均てん化を進めることとされ

ています。また、放射線療法は、根治的な治療のみな

らず、痛み等の症状緩和にも効果があるものの、十分

に活用されていないため、国において、がん治療に携

わる医師等に対し、「緩和的放射線療法」についての

普及啓発を進めることとされています。 

 

 

○ 薬物療法については、全国の拠点病院等を中心に、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ア）各治療法について（手術療法、放射線治療、薬物

療法） 

（手術療法） 

○ 国は、がんに対する質の高い手術療法を安全に提

供するため、拠点病院等を中心に、適切な実施体制の

整備や専門的な知識及び技能を有する医師等の医療

従事者の配置を推進してきました。 

○ 標準的治療の提供に加えて、科学的根拠に基づく、

ロボット支援手術を含む鏡視下手術等の高度な手術

療法の提供についても、医療機関間の役割分担の明

確化及び連携体制の整備等が必要とされています。 

 

（放射線療法） 

○ 国は質の高い放射線療法を安全に提供するため、

専門的な知識及び技能を有する医師等の医療従事者

の配置や、リニアック等の機器整備を行い、拠点病院

等を中心に、強度変調放射線治療を含む放射線療法

の適切な実施体制の整備が進められています。 

○ 標準的治療の提供に加えて、科学的根拠に基づく

高度な放射線療法の提供についても、医療機関間の

役割分担の明確化及び連携体制の整備等の取組を進

めるとともに関係学会等と連携し、高度な放射線療

法の安全な提供体制のあり方について検討すること

とされています。 

 

（薬物療法） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ア）手術療法について 

（現状・課題） 

 

 国は、がんに対する質の高い手術療法を安全に提供

するため、拠点病院等を中心に、適切な実施体制の整備

や専門的な知識及び技能を有する医師等の医療従事者

の配置を推進してきた。また、鏡視下手術等の低侵襲な

手術療法の普及を進め、ロボット支援手術等の新しい

治療法についても保険適用が拡大されるなど、手術療

法の充実が図られてきた。 

 一方で、高い技術を要する手術療法のような、全ての

施設で対応が難しいようなものについては、医療機関

間で連携し、地域の実情に応じて集約化を行う等、手術

療法の連携体制の整備が必要である。 

 

（取り組むべき施策） 

 国及び都道府県は、患者が、病態や生活背景等、それ

ぞれの状況に応じた適切かつ安全な手術療法を受けら

れるよう、標準的治療の提供に加えて、科学的根拠に基

づく、ロボット支援手術を含む鏡視下手術等の高度な

手術療法の提供についても、医療機関間の役割分担の

明確化及び連携体制の整備等の取組を進める。 

 

（イ）放射線療法について 

（現状・課題） 

 国は、がんに対する質の高い放射線療法を安全に提
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薬物療法部門の設置や外来薬物療法室の整備を進め

るとともに、専門的な知識を有する医師、薬剤師、看

護師等の配置を行い、適切な服薬管理や副作用対策

等が実施されるよう努めてこられましたが、薬物療

法が外来で実施されることが一般的となり、薬物療

法を外来で受ける患者が増加していることから、拠

点病院等の薬物療法部門では、薬物療法に関する十

分な説明や、支持療法をはじめとした副作用対策、新

規薬剤への対応等の負担が増大しています。 

○ また、科学的根拠を有する免疫療法の研究開発が

進み、「免疫チェックポイント阻害剤」等の免疫療法

は、有力な治療選択肢の一つとなっています。免疫療

法と称しているものであっても、十分な科学的根拠

を有する治療法とそうでない治療法があり、これら

は明確に区別されるべきものですが、県民にとって

は、このような区別が困難な場合があり、県民が免疫

療法に関する適切な情報提供が必要となっていま

す。また、免疫療法には、これまでの薬物療法とは異

なった副作用等が報告されており、その管理には専

門的な知識が求められています。 

○ また、国立がん研究センターが実施している全国

集計により、院内がん登録における５年生存率の公

表などが実施されていますが、こうした情報提供の

取組をさらに推進していくことも求められます。 

 

（取り組むべき施策） 

○県 

・国が検討する新たながん医療提供体制を踏まえた拠

点病院の機能強化 

・拠点病院が行う院内がん登録の予後調査に対する市

町への協力依頼等の支援 

○がん診療連携拠点病院 

・拠点病院におけるがん患者の５年生存率の公表 

・国が検討する新たながん医療提供体制を踏まえた集

学的治療等に携わる専門医療従事者の確保 

○ 国は、がんに対する質の高い薬物療法を安全に提

供するため、拠点病院等を中心に、継続的にレジメン

を審査し管理する体制の整備や、専門的な知識及び

技能を有する医師等の医療従事者の配置を推進して

きました。また、免疫チェックポイント阻害薬や遺伝

子情報に基づく治療薬等の新しい薬物療法について

保険適用が拡大されたほか、外来での薬物療法の拡

大が進められています。 

○ 一方で、高齢のがん患者等の合併症リスクの高い

患者の増加や新しい薬物療法の普及に伴う、新たな

副作用や学際領域への対応に向け、薬物療法に係る

専門的な医療従事者の配置について、地域間及び医

療機関間における差の改善が求められています。 

○ 科学的根拠に基づく正しい薬物療法に関する知識

の普及について、関係学会等によりエビデンスを活

用しやすい環境の整備が進められている一方で、イ

ンターネット上で科学的根拠に乏しい情報が多く見

られており、がん患者が治療法に関する正しい情報

を得ることができるよう、取組を進める必要があり

ます。 

○ また、患者やその家族等の経済的な負担の軽減に

つながるバイオ後続品について、更なる使用促進に

向けた取組が求められています。 

 

 

（取り組むべき施策） 

○県 

・国が検討する新たながん医療提供体制を踏まえた拠

点病院の機能強化 

・拠点病院が行う院内がん登録の予後調査に対する市

町への協力依頼等の支援 

○がん診療連携拠点病院 

・拠点病院におけるがん患者の５年生存率の公表 

・国が検討する新たながん医療提供体制を踏まえた集

学的治療等に携わる専門医療従事者の確保 

供するため、専門的な知識及び技能を有する医師等の

医療従事者の配置や、リニアック等の機器の整備を推

進し、拠点病院等を中心に、強度変調放射線治療（ＩＭ

ＲＴ：Intensity Modulated Radiation Therapy）を含

む放射線療法の適切な実施体制の整備を進めてきた。

また、粒子線治療や核医学治療（ＲＩ：Radioisotope 内

用療法等）、ホウ素中性子捕捉療法（ＢＮＣＴ：Boron 

Neutron Capture Therapy）等の新しい放射線療法につ

いて、保険適用が拡大されたほか、それらに対応できる

放射線治療病室の整備に向けて、診療報酬上の要件を

見直す等、取組を進めてきた。拠点病院等のうちＩＭＲ

Ｔを実施している割合は増加しているが、ＩＭＲＴ等

の精度の高い放射線治療の更なる推進に向けては、放

射線療法を担う専門的な医療従事者の育成が課題とさ

れている。また、今後は、粒子線治療を含む高度な放射

線治療に係る安全性・有効性等の検証を進めるととも

に、粒子線治療施設の効率的かつ持続可能な運用につ

いて検討を進める必要がある。 

 

（取り組むべき施策） 

 国及び都道府県は、患者が、病態や生活背景等、それ

ぞれの状況に応じた適切な放射線療法を受けられるよ

う、標準的治療の提供に加えて、科学的根拠に基づく高

度な放射線療法の提供についても、医療機関間の役割

分担の明確化及び連携体制の整備等の取組を進める。 

 国は、関係学会等と連携し、標準的治療及び粒子線治

療、核医学治療、画像誘導即時適応技術を用いた治療等

の高度な放射線療法の安全な提供体制の在り方につい

て検討する。 

 

（ウ）薬物療法について 

（現状・課題） 

 国は、がんに対する質の高い薬物療法を安全に提供

するため、拠点病院等を中心に、継続的にレジメンを審

査し管理する体制の整備や、専門的な知識及び技能を
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（個別目標） 

○ 拠点病院において、「がん診療連携拠点病院の整備

に関する指針」を踏まえ、薬物療法や放射線療法等に

携わる専門医療従事者を確保します。なお、同指針の

見直しがなされた場合は、これを踏まえて適切な体

制整備を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（個別目標） 

○ 拠点病院において、「がん診療連携拠点病院の整備

に関する指針」を踏まえ、薬物療法や放射線療法等に

携わる専門医療従事者を確保します。なお、同指針の

見直しがなされた場合は、これを踏まえて適切な体

制整備を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有する医師等の医療従事者の配置を推進してきた。ま

た、免疫チェックポイント阻害薬や遺伝子情報に基づ

く治療薬等の新しい薬物療法について保険適用が拡大

されたほか、外来での薬物療法の拡大が進められてき

た。 

 一方で、高齢のがん患者等の合併症リスクの高い患

者の増加や新しい薬物療法の普及に伴う、新たな副作

用や学際領域への対応に向け、薬物療法に係る専門的

な医療従事者の配置について、地域間及び医療機関間

における差の改善が求められている。 

 科学的根拠に基づく正しい薬物療法に関する知識の

普及について、ＥＢＭ普及推進事業Ｍｉｎｄｓに登録

されているがんに関連した診療ガイドラインの数、患

者用診療ガイドラインの数は増加しており、関係学会

等によりエビデンスを活用しやすい環境の整備が進め

られている一方で、インターネット上で科学的根拠に

乏しい情報が多く見られている。特に、近年研究開発が

進み、有力な治療選択肢の一つとなっている免疫療法

をはじめ、がん患者が治療法に関する正しい情報を得

ることができるよう、取組を進める必要がある。 

 また、患者やその家族等の経済的な負担の軽減につ

ながるバイオ後続品について、更なる使用促進に向け

た取組が求められている。 

 

（取り組むべき施策） 

 国及び都道府県は、患者が、病態や生活背景等、それ

ぞれの状況に応じた適切かつ安全な薬物療法を外来も

含め適切な場で受けられるよう、標準的治療の提供に

加えて、科学的根拠に基づく高度な薬物療法の提供に

ついても、医療機関間の役割分担の明確化及び連携体

制の整備等の取組を進める。 

 国は、国立研究開発法人国立がん研究センター（以下

「国立がん研究センター」という。）や関係学会と連携

し、国民が、薬物療法等に関する正しい情報を得ること

ができるよう、科学的根拠に基づく治療法に関する情
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②先進的ながん治療の普及及び推進 

（現状） 

○ がんの治療法をはじめとする医療技術は日進月歩

であり、がん先進医療は県民の治療の選択肢を広げ

るうえで、大きな意義があります。 

○ 例えば、本県でも罹患が多い肺がんをはじめ、前立

腺がん、肝がんなどの治療において、先端的な放射線

療法である重粒子線がん治療は、がん病巣に集中し

て照射することが可能であり、手術療法や従来の放

射線療法に比べ、体への負担が少ない治療法として

期待されています。 

○ 本県では、この重粒子線がん治療を行う施設とし

て、九州初、また、民間主体としては日本初となる「九

州国際重粒子線がん治療センター（サガハイマッ

ト）」が 2013 年（平成 25 年）5 月に開設され、通院

で治療できるメリットもあり、これまで 2 千名超の

治療実績をあげています。 

○ 重粒子線がん治療については、一部には公的医療

保険の適用がなされてきていますが、保険適用がな

い対象部位もあり、必ずしも県民が治療を選択しや

すいとは言えない状況にあります。 

○ 県民のがん治療の選択肢を広げるために、重粒子

線がん治療や、有効な治療法でありながら公的医療

保険の適用がないがん先進医療の普及及び推進を図

る必要があります。 

 

（取り組むべき施策） 

○県 

・重粒子線がん治療を含むがん先進医療等の普及及び

推進 

・県民ががん先進医療を受診しやすい環境づくり 

 

 

 

 

（イ）先進的ながん治療の普及及び推進 

（現状・課題） 

○ がんの治療法をはじめとする医療技術は日進月歩

であり、がん先進医療は県民の治療の選択肢を広げ

るうえで、大きな意義があります。 

○ 例えば、放射線療法の一つである重粒子線がん治

療は、がん病巣に集中して照射することが可能であ

り、手術療法や従来の放射線療法に比べ、体への負担

が少ない治療法であり、本県では、九州国際重粒子線

がん治療センター（サガハイマット）が立地しており

2013 年（平成 25 年）5 月以降累計で 8,053 名（令和

４年度末時点）の治療実績をあげています。 

○ 県民のがん治療の選択肢を広げるために、有効な

治療法でありながら公的医療保険の適用がないがん

先進医療の普及及び推進を図る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（取り組むべき施策） 

○県 

・重粒子線がん治療を含むがん先進医療等の普及及び

推進 

・県民ががん先進医療を受診しやすい環境づくり 

報提供及び普及啓発を推進する。 

 国及び都道府県は、バイオ後続品に係る新たな目標

を踏まえ、使用促進のための具体的な方策を検討する。 
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○医療機関 

・がん先進医療を実施する施設との医療連携 

 

（個別目標） 

○ がん先進医療及びサガハイマットにおける重粒子

線がん治療の県民治療人数を 2023 年度（平成 35 年

度）までに年間 215 人まで増やします。 

 

（３）チーム医療の推進 

（現状） 

○ 患者とその家族が抱える様々な苦痛、悩み及び負

担に応え、安全かつ安心で質の高いがん医療を提供

するため、多職種によるチーム医療の推進が必要で

す。 

○ 第２次推進計画においては、拠点病院を中心に、集

学的治療等の提供体制の整備、キャンサーボードの

実施、医科歯科連携など、多職種によるチーム医療を

実施するための体制を整備してきており、引き続き、

体制の強化が必要です。 

○ また、病院内の多職種連携については、医療機関ご

との運用の差や、がん治療を外来で受ける患者の増

加による受療環境の変化によって、状況に応じた最

適なチームを育成することや、発症から診断、入院治

療、外来通院等のそれぞれのフェーズにおいて、緩和

ケアチーム、口腔ケアチームなど、個々の患者の状況

に応じたチーム医療を提供することが求められてい

ます。 

○ 特に、放射線治療や化学療法の副作用として、口内

炎など口腔内の粘膜障害や舌苔（ぜったい）の発生な

どにより、摂食障害、嚥下障害、細菌の繁殖など、口

腔内の様々な障害のリスクが高まることが知られて

おり、在宅医療や緩和ケアも含めて、がん治療の成績

やＱＯＬの向上のため、口腔ケアとこれに従事する

歯科医療従事者の果たす役割は極めて重要です。 

 

○医療機関 

・がん先進医療を実施する施設との医療連携 

 

 

 

 

 

 

④チーム医療の推進について 

（現状・課題） 

○ 患者やその家族等が抱える様々な苦痛、悩み及び

負担に応え、安全かつ安心で質の高いがん医療を提

供するため、多職種によるチーム医療の推進が必要

です。 

○ 拠点病院を中心に、集学的治療等の提供体制の整

備、医科歯科連携など、多職種によるチーム医療を実

施するための体制整備と強化が引き続き必要です。 

○ 療養生活の質の維持・向上の観点から、食事を通し

た栄養摂取や、治療の合併症予防及びその病状軽減

は重要です。がん患者に対する口腔の管理に、歯科医

師や歯科衛生士等の口腔ケアチーム、また、適切な栄

養管理には、医師、看護師、管理栄養士、言語聴覚士

等の栄養サポートチームと連携しつつ対応すること

が求められています。 

○ 特に、放射線治療や化学療法の副作用として、口内

炎など口腔内の粘膜障害や舌苔（ぜったい）の発生な

どにより、摂食障害、嚥下障害、細菌の繁殖など、口

腔内の様々な障害のリスクが高まることが知られて

おり、在宅医療や緩和ケアも含めて、がん治療の成績

やＱＯＬの向上のため、口腔ケアとこれに従事する

歯科医療従事者の果たす役割は極めて重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④チーム医療の推進について 

（現状・課題） 

 患者やその家族等が抱える様々な苦痛、悩み、負担に

応え、安全かつ安心で質の高いがん医療を提供するた

め、多職種によるチーム医療の推進が必要である。 

 これまで、拠点病院等において、医療従事者間の連携

体制の強化に係る環境整備に向けて、医師、看護師、薬

剤師、社会福祉士、公認心理師等で組織された緩和ケア

チームを含む様々な専門チームの設置が進められてき

た。 

 現況報告書によると、現在、全ての拠点病院等におい

て、専門チームが設置されており、その多くの施設で複

数の専門チームが設置されている。一方で、拠点病院等

以外の医療機関においては、専門チームの設置が進ん

でいない。 

 主治医以外にも相談しやすいスタッフがいたと回答

した患者の割合は、成人で 48.8％、小児で 78.0％とな

っている。 

 また、療養生活の質の維持・向上の観点から、食事を

通して栄養を摂取することや、治療の合併症予防及び

その病状軽減は重要であり、がん患者に対する口腔の

管理に、歯科医師や歯科衛生士等の口腔ケアチーム、ま

た、適切な栄養管理に、医師、看護師、管理栄養士、言

語聴覚士等の栄養サポートチームと連携しつつ対応す

ることが求められている。 
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（取り組むべき施策） 

○県 

・拠点病院の機能強化 

・がん治療に携わる医療従事者に対する口腔ケアの重

要性の周知 

○がん診療連携拠点病院 

・キャンサーボードへの多職種の参加 

・診断時からの院内すべての医療従事者間の連携の確

保による緩和ケア、口腔ケア等の提供 

・歯科診療所等と連携し、がん治療の前後における口腔

ケアの受療促進 

 

（個別目標） 

○ 2018 年度（平成 30 年度）からの 6 年間で口腔ケア

研修会への参加者数を累計 600 名とします。 

 

（４）がんのリハビリテーション 

（現状） 

○ がん治療の影響から、患者の嚥下や呼吸運動等の

日常生活動作に障害が生じることがあります。また、

病状の進行に伴い、次第に日常生活動作に障害を来

し、著しく生活の質が低下することが見られること

から、がん領域でのリハビリテーションの重要性が

指摘されています。 

○ 国においては、がん患者の社会復帰や社会協働と

いう観点も踏まえ、リハビリテーションを含めた医

療提供体制のあり方を検討することとされていま

す。 

○ 本県においては、がんリハビリテーションの実施

医療機関は 2015 年（平成 27 年）現在で 14 施設あり

ますが、さらなる体制の充実が必要です。 

 

（取り組むべき施策） 

○医療機関 

・がんのリハビリテーションに関する医療提供体制の

（取り組むべき施策） 

○県 

・拠点病院の機能強化 

・がん治療に携わる医療従事者に対する口腔ケアの重

要性の周知 

○がん診療連携拠点病院等 

・多職種による合同カンファレンスの実施 

・診断時からの院内すべての医療従事者間の連携の確

保による緩和ケア、口腔ケア等の提供 

・歯科診療所等と連携し、がん治療の前後における口腔

ケアの受療促進 

 

（個別目標） 

○ 2024 年度（令和６年度）からの 6 年間で口腔ケア

研修会への参加者数を累計 600 名とします。 

 

⑤がんのリハビリテーションについて 

（現状・課題） 

○ がん治療の影響から、患者の嚥えん下や呼吸運動

等に障害が生じることがあります。また、病状の進行

に伴い、次第に日常生活動作に障害を来し、ＱＯＬの

著しい低下が見られることから、がん領域でのリハ

ビリテーションの重要性が指摘されています。 

○ 国においては、がん患者に対する適切なリハビリ

テーションの提供のため、関係団体と連携し、がんの

リハビリテーション研修を実施するとともに、研修

内容の見直しについて検討することとされていま

す。 

○ 本県の医療機関では、2023 年（令和５年）現在で

15 施設でがんリハビリテーションが実施されていま

すが、さらなる体制の充実が必要です。 

 

（取り組むべき施策） 

○医療機関 

・がんのリハビリテーションに関する医療提供体制の

（取り組むべき施策） 

 拠点病院等は、多職種連携を更に推進する観点から、

拠点病院等におけるチーム医療の提供体制の整備を進

めるとともに、都道府県がん診療連携協議会において

地域の医療機関と議論を行い、拠点病院等と地域の医

療機関との連携体制の整備に取り組む。 

 拠点病院等は、院内や地域の歯科医師、歯科衛生士等

と連携し、医科歯科連携によるがん患者の口腔の管理

の推進に引き続き取り組む。また、栄養サポートチーム

等の専門チームと連携し、栄養指導や管理を行う体制

の整備に引き続き取り組む。 

 

 

 

 

 

⑤がんのリハビリテーションについて 

（現状・課題） 

 がん治療の影響から、患者の嚥えん下や呼吸運動等

に障害が生じることがある。また、病状の進行に伴い、

次第に日常生活動作に障害を来し、生活の質の著しい

低下が見られることから、がん領域でのリハビリテー

ションの重要性が指摘されている。 

 

 がんのリハビリテーションが適切に提供されること

を目的として実施されているがんのリハビリテーショ

ン研修について、グループワークを中心とした集合学

習とｅラーニングシステムを組み合わせた効果的な研

修プログラムの策定や、国内各地で研修を受講できる

体制の整備が進められてきた。 

 また、拠点病院等におけるリハビリテーション提供

体制の整備を推進していくため、令和４（2022）年整備

指針改定において、拠点病院等は、がんのリハビリテー

ションに携わる専門的な知識及び技能を有する医師や

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の診療従事者を
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整備、医療の提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）支持療法の推進 

（現状） 

○ がん治療の副作用に悩む患者が増加しています

が、支持療法の研究開発は十分でなく、このため、支

持療法に関する診療ガイドラインも少なく、標準的

治療が確立していない状況にあります。 

○ 国においては、がん治療に伴う副作用・合併症・後

遺症を軽減し、患者のＱＯＬを向上させるため、支持

療法に関する実態を把握し、それを踏まえた研究の

推進と、適切な診療の実施に向けた取組を行うこと

とされています。 

 

 

 

 

 

整備、医療の提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥支持療法の推進について 

（現状・課題） 

○ がん治療における副作用・合併症・後遺症対策とし

て、支持療法の適切な推進が重要です。 

○ 拠点病院等では、高リスク催吐化学療法時の予防

的制吐剤の処方や外来麻薬鎮痛開始時の緩下剤の処

方などの支持療法が、一定の割合で実施されていま

す。 

○ 国においては、がん治療に伴う副作用・合併症・後

遺症を軽減し、患者のＱＯＬを向上させるため、支持

療法に関する実態の把握、均てん化を目指した研究

が行われているほか、薬物療法による合併症に関す

るガイドラインの改訂、がん患者の精神心理的な支

援に関する診療ガイドラインの作成等が進められて

います。 

 

配置することが望ましいとした。 

 リハビリテーション専門医が配置されている拠点病

院等の割合は、現況報告書によると、令和３（2021）年

度で 51.0％、がんのリハビリテーション研修プログラ

ムを修了している医療従事者の人数は令和３（2021）年

度で 49,491 人と、それぞれ増加している。 

 

（取り組むべき施策） 

 国は、がん患者に対する適切なリハビリテーション

の提供のため、引き続き、関係団体と連携し、がんのリ

ハビリテーション研修を実施するとともに、研修内容

の見直しについて検討する。 

国及び都道府県は、研修を受講した医師や看護師、理学

療法士、作業療法士、言語聴覚士等の拠点病院等への配

置を推進し、入院に加え外来においても、効果的・継続

的ながんのリハビリテーション提供体制の整備を推進

する。 

 

 

⑥支持療法の推進について 

（現状・課題） 

がん治療における副作用・合併症・後遺症対策として、

支持療法の適切な推進が重要である。 

 拠点病院等では、高リスク催吐化学療法時の予防的

制吐剤の処方や外来麻薬鎮痛開始時の緩下剤の処方な

どの支持療法が、一定の割合で実施されている。 

 また、厚生労働科学研究において、がん治療に伴う副

作用・合併症・後遺症を軽減し、患者のＱＯＬを向上さ

せるため、支持療法に関する実態の把握、均てん化を目

指した研究が行われているほか、薬物療法による合併

症に関するガイドラインの改訂、がん患者の精神心理

的な支援に関する診療ガイドラインの作成等が進めら

れている。 

 患者体験調査等によると、治療による副作用の見通

しを持てた患者の割合は、成人について 61.9％、小児
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（取り組むべき施策） 

○医療機関 

・国において作成される診療ガイドラインに基づく支

持療法の実施 

 

（個別目標） 

○ 国が作成する支持療法に関するガイドラインに基

づく支持療法を普及します。 

 

 

３尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築 

（１）がんと診断された時からの緩和ケアの推進 

 

○ 緩和ケアとは、身体的・精神心理的・社会的苦痛等

の「全人的な苦痛」への対応（全人的なケア）を診断

時から行うことを通じて、患者とその家族のＱＯＬ

の向上を目標とするものです。 

○ これまで、全ての拠点病院において、緩和ケアチー

ムや緩和ケア外来等の専門部門を整備すること、全

てのがん診療に携わる医師に対して、基本的な緩和

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（取り組むべき施策） 

○がん診療連携拠点病院 

・国において作成される診療ガイドラインに基づく支

持療法の実施 

 

 

 

 

 

 

 

⑦がんと診断された時からの緩和ケアの推進について 

 

 

 

 

 

 

 

 

について 69.2％、身体的なつらさがある時に、すぐに

医療スタッフに相談ができると思う患者の割合は、成

人について 46.5％、外見の変化に関する相談ができた

患者の割合は、成人について 28.3％、小児について

51.8％となっている。 

 専門的なケアを実施する外来については、拠点病院

等を中心に設置が進められてきた。現況報告書による

と、リンパ浮腫外来が設置されている拠点病院等の割

合は、令和３（2021）年度で 56.1％、ストーマ外来が

設置されている拠点病院等の割合は、90.3％となって

おり、いずれも増加しているが、支持療法の提供体制の

整備の一層の充実が求められる。また、リンパ浮腫につ

いては、リンパ浮腫研修により人材育成が推進されて

いる。 

 

（取り組むべき施策） 

 国は、患者が、治療に伴う副作用・合併症・後遺症へ

の見通しを持ち、身体的苦痛や外見の変化等があった

際に容易に相談できるよう、多職種による相談支援体

制の整備や医療従事者への研修の実施等を推進する。 

 国は、支持療法の更なる充実に向けて、実態把握を行

うとともに、科学的根拠に基づく支持療法が実施され

るよう、関係団体等と連携し、専門的なケアが受けられ

る体制の整備等を推進する。 

 

 

⑦がんと診断された時からの緩和ケアの推進について 
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ケアの知識と技術を習得させるための緩和ケア研修

会を開催すること等、緩和ケアの充実を図ってきま

した。 

○ 引き続き、患者とその家族の状況に応じて、がんと

診断された時から身体的・精神心理的・社会的苦痛等

に対する適切な緩和ケアを、患者の療養の場所を問

わず提供できる体制を整備していく必要がありま

す。 

 

①緩和ケアの提供について 

（現状） 

○ これまで、拠点病院等を中心に、緩和ケアチーム等

の専門部門の整備を推進してきました。引き続き、患

者とその家族が抱える様々な苦痛に対して、迅速か

つ適切なケアが十分に提供されるよう、体制の整備

や施設内の連携の確保に取り組む必要があります。 

○ 緩和ケアは、全人的なケアが必要な領域であり、多

職種による連携を促進する必要があります。そのた

め、互いの役割や専門性を理解し、共有することが可

能な体制を整備する必要があります。 

○ 緩和ケアチーム等の質の向上が求められており、

国において、緩和ケアの質を評価するための指標や

基準を確立することとされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

[図表] 

 

（取り組むべき施策） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ア）緩和ケアの提供について 

（現状・課題） 

○ 緩和ケアとは、身体的・精神心理的・社会的苦痛等

の「全人的な苦痛」への対応（全人的なケア）を診断

時から行うことを通じて、患者とその家族のＱＯＬ

の向上を目標とするものです。 

○ 緩和ケアは、全人的なケアが必要な領域であり、多

職種による連携を促進する必要があります。そのた

め、互いの役割や専門性を理解し、共有することが可

能な体制整備が必要です。 

○ これまで、全ての拠点病院において、緩和ケアチー

ムや緩和ケア外来等の専門部門を整備すること、全

てのがん診療に携わる医師に対して、基本的な緩和

ケアの知識と技術を習得させるための緩和ケア研修

会を開催すること等、緩和ケアの充実が図られてき

ました。 

○ 引き続き、患者とその家族の状況に応じて、がんと

診断された時から身体的・精神心理的・社会的苦痛等

に対する適切な緩和ケアを、患者の療養の場所を問

わず提供できる体制整備と緩和ケアに関する正しい

知識の更なる普及啓発に取り組む必要があります。 

 

[図表] 

 

（取り組むべき施策） 

○県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ア）緩和ケアの提供について 

（現状・課題） 

 緩和ケアは、法第 15 条において、「がんその他の特

定の疾病に罹患した者に係る身体的若しくは精神的な

苦痛又は社会生活上の不安を緩和することによりその

療養生活の質の維持向上を図ることを主たる目的とす

る治療、看護その他の行為をいう」と定義されている。

また、法第 17 条において、がん患者の療養生活の質の

維持向上のために必要な施策として、「緩和ケアが診断

の時から適切に提供されるようにすること」が明記さ

れている。このように、緩和ケアとは、身体的・精神心

理的・社会的苦痛等の「全人的な苦痛」への対応（全人

的なケア）を、全ての医療従事者が診断時から行うとと

もに、地域の関係機関等とも連携して取り組まれるも

のであり、こうした取組を通じて、患者やその家族等の

ＱＯＬの向上を目標とするものである。 

 国は、令和３（2021）年から「がんの緩和ケアに係る

部会」において、緩和ケアに係る課題及び取組について

議論を行うとともに、診断時の緩和ケアを実践するポ

イントを整理したリーフレットや、診断時の医療従事

者の対応についての説明文書、専門的な治療の活用を

含む対応のポイントを整理したリーフレットを作成

し、がん医療を提供する全ての医療機関等に対し周知

を行った。 

 拠点病院等については、整備指針において、がんの診

断時から適切な緩和ケアが提供されるよう、専門的な
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○がん診療連携拠点病院 

・緩和ケアについての専門的な知識・技能を有する医療

従事者の確保 

・診断時からの院内全ての医療従事者間の連携の確保 

・緩和ケアの質の向上のため、ＰＤＣＡサイクル等によ

る評価の取組 

 

 

 

（個別目標） 

○ 拠点病院において、「がん診療連携拠点病院の整備

に関する指針」を踏まえ、緩和ケアに携わる専門医療

従事者を確保します。なお、同指針の見直しがなされ

た場合は、これを踏まえて適切な体制整備を行いま

す。 

○ 拠点病院の間で相互に評価を実施する等、ＰＤＣ

Ａサイクル等による緩和ケアの質の評価に取り組み

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・拠点病院等と連携した、緩和ケアに関する正しい知識

の普及啓発 

○がん診療連携拠点病院 

・緩和ケアについての専門的な知識・技能を有する医療

従事者の確保 

・診断時からの院内全ての医療従事者間の連携の確保 

・緩和ケアの質の向上のため、ＰＤＣＡサイクル等によ

る評価の取組 

・地域の医療従事者も含めた緩和ケアに関する研修の

実施 

 

（個別目標） 

○ 拠点病院において、「がん診療連携拠点病院の整備

に関する指針」を踏まえ、緩和ケアに携わる専門医療

従事者を確保します。なお、同指針の見直しがなされ

た場合は、これを踏まえて適切な体制整備を行いま

す。 

○ 拠点病院の間で相互に評価を実施する等、ＰＤＣ

Ａサイクル等による緩和ケアの質の評価に取り組み

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知識及び技能を有する医療従事者で組織された緩和ケ

アチームの組織や、外来において専門的な緩和ケアを

提供できる体制の整備を推進してきた。 

 現況報告書によると、緩和ケアチームの新規介入患

者数は増加傾向が見られた一方、年間新規介入患者数

が 50 件未満の拠点病院等も依然として存在している。

また、現況報告書では、依頼件数等の数的な評価しかで

きず、緩和ケアチームの技術や提供されるケアの質を

評価するための方策を検討する必要がある。 

 緩和ケア外来については、全ての拠点病院等が緩和

ケア外来を設置しており、その多くが、他の医療機関で

治療を受けているがん患者の受け入れも行っていると

しているものの、実際の症例数や地域からの紹介患者

数は依然少ない。また、がんの診断や検査については、

拠点病院等に限らず検診医療機関やかかりつけ医など

の役割が大きいと考えられるが、これらの場面におけ

る緩和ケアの実態は十分に把握されていないとの指摘

がある。 

 さらに、拠点病院等で実施されている緩和ケアにつ

いて、実地調査等を定期的かつ継続的に実施し、緩和ケ

アの質の向上を図る必要があることが指摘されている

が、その具体的な方策や実効可能性等に課題がある。 

 患者体験調査によると、平成 30（2018）年度時点で、

心のつらさがあるときに、すぐに医療スタッフに相談

できると感じている患者の割合、身体的・精神心理的な

苦痛を抱えている患者の割合、苦痛により日常生活に

支障を来している患者の割合は、約３～４割と一定の

割合を占めている。また、遺族調査によると、亡くなる

前１か月間の療養生活について、身体的な苦痛を抱え

る患者の割合、精神心理的な苦痛を抱える患者の割合

は、約４～５割となっており、更なる緩和ケアの充実が

必要である。一方、拠点病院等におけるがんの治療が終

了した患者について、他院への転院や在宅医療への移

行など、終末期医療の個々の経過については、明らかで

はない。 
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 国は、関係学会と連携し、市民公開講座や動画配信等

を通じて、緩和ケアに関する基本的な知識や、医療用麻

薬に関する正しい知識の普及啓発等を進めている。国

民の緩和ケアに関する認識として、緩和ケアを開始す

べき時期について、「がんと診断されたときから」と回

答した者の割合や、医療用麻薬について、「正しく使用

すれば安全だと思う」と回答した者の割合は約半数に

留まっており、正しい知識の更なる普及啓発に取り組

む必要がある。 

 

（取り組むべき施策） 

 国は、拠点病院等を中心とした医療機関において、が

ん医療に携わる全ての医療従事者により、がん患者の

身体的苦痛や、がん患者やその家族等の精神心理的苦

痛、社会的な問題等の把握及びそれらの個別の状況に

応じた適切な対応が、地域の実情に応じて、診断時から

一貫して行われる体制の整備を推進する。特に、がんの

診断時は、がん患者やその家族等にとって、診断による

衝撃への対応や今後の治療・生活への備えが必要とな

る重要な時期であることを踏まえ、これらの精神心理

的苦痛や社会的苦痛に対する適切な支援が全ての医療

従事者により提供され、また、必要に応じて緩和ケアチ

ームとの速やかな連携が図られるよう、医療従事者へ

の普及啓発策等を含め、必要な体制の整備を推進する。 

 国は、がん患者が望んだ場所で過ごすことができる

よう、拠点病院等を中心に、地域の医療機関や在宅療養

支援診療所等の医療・介護を担う機関と連携した、在宅

を含めた地域における緩和ケア提供体制の整備を推進

する。 

 国は、関係学会等と連携し、国民に対する、緩和ケア

に関する正しい知識の普及啓発を引き続き推進する。

また、拠点病院等は、地域の医療従事者も含めた緩和ケ

アに関する研修を定期的に開催するとともに、地域に

おけるがん診療や在宅医療に携わる医療機関、関係団

体及び地方公共団体と連携し、専門的な疼とう痛治療
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②緩和ケア研修会について 

（現状） 

○ 第２次推進計画では、緩和ケア研修会への参加人

数を 200 名増加させることを目標に取り組み、目標

を超える人数が研修を終了しました。 

 

[図表] 

 

○ しかし、拠点病院においては、がん診療に携わる全

ての医師が緩和ケア研修を修了することが求められ

るなど、より一層の受講促進が必要です。 

○ また、国においては、緩和ケア研修会の内容を見直

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）緩和ケア研修会について 

（現状・課題） 

○ 国においては、ｅラーニングの導入、対象疾患をが

ん以外に拡大、研修の対象者を医師以外の医療従事

者に拡大、研修会の内容にがん患者の家族、遺族等に

対するグリーフケアを盛り込む等の見直しを行うな

ど、緩和ケア研修会の内容の充実を図っています。 

 

 

 

 

 

を含む緩和ケアに係る普及啓発及び実施体制の整備を

進める。 

 国は、入院だけでなく外来等における緩和ケアの充

実に向け、専門的な人材の配置等も含め、検討する。 

 国は、緩和ケアに係る実地調査等を定期的かつ継続

的に実施するための方策について、研究を行い、研究結

果を踏まえ検討する。 

 国は、緩和ケアチームにより提供されるケアの質の

向上のため、専門的な緩和ケアの質の評価等の方策に

ついて研究を行う。また、患者体験調査や遺族調査等に

より、患者やその家族等に、適切な緩和ケアが提供され

ているかどうかを、引き続き定期的かつ継続的に把握

する。 

 国は、拠点病院等以外の医療機関における緩和ケア

の充実に向けて、緩和ケア提供体制の実態や課題等を

把握するための調査及び研究を行う。また、拠点病院等

における治療が終了した後の患者が、望んだ場所で適

切な治療やケアが受けられるように、他院への転院や

在宅医療への移行なども含め、終末期医療を受ける場

や療養場所の決定に至る意思決定及びこれらの場所に

おける終末期医療の実態等について研究を行い、適切

な療養場所の提供や、治療やケアの質の向上について

検討する。 

（イ）緩和ケア研修会について 

（現状・課題） 

 国は、がん医療に携わる全ての医療従事者が基本的

な緩和ケアを正しく理解し、知識、技術、態度を習得す

ることで、緩和ケアが診断時から適切に提供されるこ

とを目指し、関係学会と連携し、緩和ケア研修会を実施

してきた。平成 30（2018）年度には、ｅラーニングを

導入するとともに、対象疾患をがん以外に、研修の対象

者を医師以外の医療従事者に拡大し、研修会の内容に

がん患者の家族、遺族等に対するグリーフケアを盛り

込む等の見直しを行った。 

 緩和ケア研修会の修了者数は、令和３（2021）年度に
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し、看護師・薬剤師等の医療従事者や拠点病院以外の

医療機関の医師も受講することとするほか、がん患

者の家族、遺族等に対するグリーフケアの提供に必

要な研修プログラムを策定するなど、緩和ケア研修

会の内容の充実を図っています。 

 

（取り組むべき施策） 

○県 

・拠点病院が実施する緩和ケア研修会の促進 

○がん診療連携拠点病院 

・緩和ケア研修会の開催 

・緩和ケア研修会への医療従事者（医師、看護師、薬剤

師等）の参加促進 

 

（個別目標） 

○ 拠点病院等において、がん診療に携わるすべての

医師・歯科医師が緩和ケア研修会を修了することを

目指します。具体的には、拠点病院において、がん患

者の主治医や担当医となる者のうち緩和ケア研修を

修了した者の割合を 90％とし、これを維持します。 

○ 医師以外の医療従事者の緩和ケア研修会の受講を

増加させます。 

○ 拠点病院以外に所属する医師の参加も積極的に促

し、緩和ケアにおける病診連携を推進します。 

 

③普及啓発について 

（現状） 

○ 緩和ケアについては、未だに終末期のケアである

という誤解や医療用麻薬に対する誤解があることな

ど、その意義や必要性について、医療従事者及び患者

を含む県民に十分周知されていない状況にありま

す。 

 

（取り組むべき施策） 

○県 

 

 

 

 

 

 

（取り組むべき施策） 

○県 

・拠点病院が実施する緩和ケア研修会の促進 

○がん診療連携拠点病院 

・緩和ケア研修会の開催 

・緩和ケア研修会への医療従事者（医師、看護師、薬剤

師等）の参加促進 

 

（個別目標） 

○ 拠点病院において、がん患者の主治医や担当医と

なる者のうち緩和ケア研修を修了した者の割合を

90％以上とし、これを維持します。 

○ 医師以外の医療従事者の緩和ケア研修会の受講を

増加させます。 

○ 拠点病院以外に所属する医師の参加も積極的に促

し、緩和ケアにおける病診連携を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は、累計でおよそ 15 万人に達し、着実に増加している。 

 

 

 

 

 

（取り組むべき施策） 

 国は、がん医療に携わる全ての医療従事者が基本的

な緩和ケアを実践し、その知識や技能を維持・向上でき

るよう、緩和ケア研修会の更なる推進に努めるととも

に、関係団体等と連携し、医療用麻薬の適正使用や、専

門的な緩和ケアへのつなぎ方等の観点も踏まえ、緩和

ケア研修会の学習内容や、フォローアップ研修等につ

いて検討し、必要な見直しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

第３次佐賀県がん対策推進計画 第４次佐賀県がん対策推進計画（原案） 【参考・国】第４期がん対策推進基本計画 

・拠点病院等と連携した、緩和ケアに関する正しい知識

の普及啓発 

○医療機関 

・地域の医療従事者も含めた緩和ケアに関する研修の

実施 

 

 

 

 

 

 

⑧妊孕性温存療法について 

（現状・課題） 

○ がん治療によって、主に卵巣、精巣等の機能に影響

を及ぼし、妊孕性が低下することは、将来こどもを産

み育てることを望む小児・ＡＹＡ世代のがん患者に

とって大きな課題です。 

○ また、がん治療前だけでなく、がん治療後も長期間

にわたって、がん・生殖医療に関する情報・相談支援

を継続的に提供できる体制の整備が求められていま

す。 

○ 2022 年（令和４年）整備指針改定において、拠点

病院等には各地域のがん・生殖医療ネットワークに

加入し、研究促進事業へ参画すること、妊孕性温存療

法及びがん治療後の生殖補助医療に関する情報提供

及び意思決定支援を行う体制を整備することが求め

られています。 

○ 本県においては、2021 年度（令和２年度）から小

児・ＡＹＡ世代の若年がん患者等の妊孕性温存に係

る治療費の一部を助成する事業を開始しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧妊孕性温存療法について 

（現状・課題） 

 がん治療によって主に卵巣、精巣等の機能に影響を

及ぼし、妊孕性が低下することは、将来こどもを産み育

てることを望む小児・ＡＹＡ世代のがん患者にとって

大きな課題である。患者体験調査等によると、治療開始

前に、生殖機能への影響に関する説明を受けたがん患

者・家族の割合は、成人（40 歳未満）で平成 30（2018）

年度において 52.0％、小児で令和元（2019）年におい

て 53.8％となっている。 

 妊孕性温存療法として、胚（受精卵）、未受精卵子、

卵巣組織、精子を採取し長期的に凍結保存することは、

高額な自費診療であり、がん患者等にとって経済的負

担となっているほか、未受精卵子凍結や卵巣組織凍結

については、有効性等の更なるエビデンス集積が求め

られている。 

 このような状況を踏まえ、国は、令和３（2021）年度

から、「小児・ＡＹＡ世代のがん患者等の妊孕性温存療

法研究促進事業」（以下「研究促進事業」という。）を開

始し、有効性等のエビデンス集積を進めつつ、若いがん

患者等が希望を持って治療等に取り組み、将来こども

を持つことの希望をつなぐ取組を行っている。令和４

（2022）年度からは、がん患者等で妊孕性温存療法を行

った者が、その後妊娠を希望する際に凍結保存した検

体を用いる生殖補助医療（保存後生殖補助医療）も当該

事業の対象となっている。 

 また、がん治療前だけでなく、がん治療後も長期間に

わたって、がん・生殖医療に関する情報・相談支援を継

続的に提供できる体制の整備が求められている。 
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（取り組むべき施策） 

○県 

・拠点病院等との連携促進 

○がん診療連携拠点病院 

・拠点病院等の整備指針を踏まえた体制整備 

・がん患者やその家族等が、治療開始前に生殖機能への

影響について認識し、適切に意思決定ができるよう

にする。 

 令和４（2022）年整備指針改定において、拠点病院等

には各地域のがん・生殖医療ネットワークに加入し、研

究促進事業へ参画すること、妊孕性温存療法及びがん

治療後の生殖補助医療に関する情報提供及び意思決定

支援を行う体制を整備することを求めている。 

 

（取り組むべき施策） 

 国は、適切ながん・生殖医療の提供を推進するため、

がん医療と生殖医療の連携の下、がん治療が妊孕性に

与える影響に関する説明と、妊孕性温存療法及びがん

治療後の生殖補助医療に関する情報提供や意思決定の

支援が、個々の患者の状態に応じて適切に行われるよ

う、人材育成等の体制整備を推進するとともに、研究促

進事業を通じたエビデンス創出に引き続き取り組む。 

 

【個別目標】 

 がん患者が、全国どこにいても、質の高いがん医療を

受けられ、がんゲノム医療へのアクセシビリティが確

保されていることを目指す。また、質の高い病理診断が

速やかに提供され、安全かつ質の高い手術療法、放射線

療法、薬物療法が適切なタイミングで提供され、さら

に、患者自身が治療法を正しく理解した上で提供を受

けられるようにする。 

 安全かつ安心で質の高いがん医療の提供に向けて

は、医療従事者間及び多職種での連携を強化するとと

もに、拠点病院等を中心に、がんリハビリテーション及

び標準的な支持療法が、必要な患者に適切に提供され

るようにする。 

 国民の緩和ケアに対する正しい認識を促すととも

に、身体的・精神心理的・社会的な苦痛を抱える全ての

患者が、資料を用いる等により分かりやすい説明を受

け、速やかに医療従事者へ相談でき、適切なケア・治療

を受けられる体制を目指す。 

 妊孕性温存療法及び温存後生殖補助医療に関する科

学的根拠の創出を目指すとともに、がん患者やその家
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族等が、治療開始前に生殖機能への影響について認識

し、適切に意思決定ができるようにする。 

 

（６）希少がん、難治性がん対策（それぞれのがんの特

性に応じた対策） 

（現状） 

○ 希少がんは、個々のがん種としては頻度が低いも

のの、希少がん全体としては、がん全体の一定の割合

を占めており、対策が必要とされています。 

○ 希少がんについては、その医療の提供について、患

者の集約化や施設の専門化、各々の希少がんに対応

できる病院と地域の拠点病院等や小児がん拠点病院

による連携の強化等を行うとともに、それらを広く

周知することが必要であり、国において検討が行わ

れることとされています。 

○ なお、本県においては、主に県北部を中心とした地

域が、ATL（成人Ｔ細胞白血病）の発症が全国に比べ

て高い地域とされています。ATL は、HTLV-1（ヒト T

細胞白血病ウイルス）を原因とする血液のがんであ

り、一般的に予後はよくありません。HTLV-1 感染者

が必ずしも ATL を発症するわけではなく、また断乳

や短期授乳などの工夫により母子感染のリスクを低

減させることができますが、精神的な面も含めて対

策が必要です。 

○ 早期発見が困難であり、治療抵抗性が高く、転移・

再発しやすい等の性質を持ち、５年相対生存率が改

善されていない膵がんやスキルス胃がんのような、

いわゆる難治性がんは、有効な診断・治療法が開発さ

れていないことが課題となっています。 

○ 難治性がんについては、有効性の高い診断・治療法

の研究開発、そのための人材育成の体制整備等が求

められています。 

 

 

 

（２）希少がん及び難治性がん対策 

 

（現状・課題） 

○ 希少がん及び難治性がんについては、2016 年（平

成 28 年）のがん対策基本法の一部改正において、法

第 19 条第２項に「罹患している者の少ないがん及び

治癒が特に困難であるがんに係る研究の促進につい

て必要な配慮がなされるものとする」と明記されま

した。 

○ 希少がんについては、2018 年（平成 30 年）に、国

立がん研究センターを、希少がん医療を統括する希

少がん中央機関として位置付け、希少がん患者の集

約化や専門施設の整備、希少がんに対応できる病院

と拠点病院等や小児がん拠点病院等との連携を推進

し、患者が全国どこにいても、適切な医療につなげら

れるよう対策が講じられています。 

○ 膵がんをはじめとした、いわゆる難治性がんは、治

療成績の向上が喫緊の課題です。早期発見が困難で

あるために難治性がんとなっているものについて

は、がんの存在診断のための革新的技術を開発する

とともに、転移・再発したがんを克服するための第一

歩として、浸潤・転移といったがんの特性を解明する

研究を更に推進することが求められています。 

○ また、希少がん及び難治性がんにおいては、治療薬

の候補が見つかっても保険診療下で使用できる薬が

少ない、参加可能な治験が少ない等、薬剤アクセスの

改善が課題となっています。 

○ 本県では、サガハイマットを中心に希少がん及び

難治性がんの治療に取り組んでいるところです。 

 

 

 

（２）希少がん及び難治性がん対策 

 

（現状・課題） 

 希少がん及び難治性がんについては、平成 28（2016）

年の法の一部改正において、法第 19 条第２項に「罹患

している者の少ないがん及び治癒が特に困難であるが

んに係る研究の促進について必要な配慮がなされるも

のとする」と明記されるなど、更なる対策が求められて

いる。 

 希少がんについて、国は、平成 30（2018）年に、国

立がん研究センターを、希少がん医療を統括する希少

がん中央機関として位置付け、希少がんコンサルテー

ション体制の整備による診断支援や希少がん対策ワー

キンググループによるガイドラインの作成等の取組を

通じて、希少がん患者の集約化や専門施設の整備、希少

がんに対応できる病院と拠点病院等や小児がん拠点病

院等との連携を推進し、患者が全国どこにいても、適切

な医療につなげられるよう対策を講じている。 

 希少がん患者の初診から診断までの時間が１か月未

満であった割合は、平成 30（2018）年度で 66.4％、診

断から治療開始までの時間が１か月未満であった割合

は 72.3％であった。また、患者に有効性の高い診断法・

早期発見法・治療法を速やかに提供するための体制整

備を進めた結果、希少がんについて、専門的な医療を受

けられたと感じているがん患者の割合は平成 30（2018）

年度において 80.0％となった。 

 希少がんの情報の集約及び発信については、国立が

ん研究センターがん対策研究所がん情報サービス（以

下「がん情報サービス」という。）における情報提供や、

希少がんセンターにおける情報発信、患者やその家族

等だけでなく、医療従事者も相談することのできる希

少がんホットラインの整備等を進めている。また、平成
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（取り組むべき施策） 

○市町 

・妊婦健診（HTLV-1 抗体検査）の受診促進 

○県がん診療連携拠点病院（佐賀大学医学部附属病院） 

・HTLV-1 専門外来での相談支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（取り組むべき施策） 

○市町 

・妊婦健診（HTLV-1 抗体検査）の受診促進 

○県がん診療連携拠点病院（佐賀大学医学部附属病院） 

・HTLV-1 専門外来での相談支援 

29（2017）年より国立がん研究センターにおいて、一部

の希少がんの各地域における診療実績を公開してい

る。膵すいがんをはじめとした、いわゆる難治性がん

は、治療成績の向上が喫緊の課題である。 

 早期発見が困難であるために難治性がんとなってい

るものについては、がんの存在診断のための革新的技

術を開発するとともに、転移・再発したがんを克服する

ための第一歩として、浸潤・転移といったがんの特性を

解明する研究を更に推進することが求められる。 

 また、希少がん及び難治性がんにおいては、治療薬の

候補が見つかっても保険診療下で使用できる薬が少な

い、参加可能な治験が少ない等、薬剤アクセスの改善が

課題となっている。 

 

（取り組むべき施策） 

 国及び都道府県は、患者やその家族等への情報提供

の更なる推進のため、拠点病院等における診療実績や、

医療機関間の連携体制等について、患者やその家族等

の目線に立った分かりやすい情報提供を推進する。 

 国は、希少がん患者及び難治性がん患者の、高度かつ

専門的な医療へのアクセシビリティを向上させるた

め、都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会におけ

る地域の実情を踏まえた議論を推進し、拠点病院等の

役割分担に基づく医療機関間の連携体制の整備を推進

する。 

 国は、希少がんについて、適切な診断に基づく治療を

提供するため、病理診断や治療等に係る希少がん中央

機関と拠点病院等との連携体制の整備を引き続き推進

する。 

 国は、希少がん及び難治性がん領域における薬剤ア

クセスの改善に向けて、日本の薬事規制等の海外の中

小バイオ企業への周知等を通じ、日本での早期開発を

促すなど治験の実施（国際共同治験への参加を含む。）

を促進する方策を検討するとともに、希少がん中央機

関、拠点病院等、関係学会及び企業等と連携した研究開
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発を推進する。また、関係学会等と連携した診療ガイド

ラインの充実を図る。 

 

【個別目標】 

 希少がん患者及び難治性がん患者が、必要な情報に

アクセスでき、そこから速やかに適切な医療につなが

れることを目指す。 

 

（７）小児がん、ＡＹＡ世代のがん、高齢者のがん対策 

○ がんは、小児及びＡＹＡ世代の病死の主な原因の

１つですが、多種多様ながん種を多く含むことや、成長

発達の過程において特徴あるライフステージで発症す

ることから、これらの世代のがんは、成人の希少がんと

は異なる対策が求められます。 

○ 特に、小児がんについては、臨床研究の推進により

治癒率は向上しているものの、依然として難治症例も

存在することから、十分な診療体制の構築とともに診

断時から晩期合併症への対応が必要です。 

○ 高齢者のがん対策については、特に、75 歳以上の

高齢者が対象となるような臨床研究は限られているた

め、こうしたがん患者に提供すべき医療のあり方につ

いての検討が求められています。 

①小児がんについて 

（現状） 

○ 小児がんについては、国において、全国に 15 か所

の小児がん拠点病院及び２か所の小児がん中央機関を

整備し、診療の一部集約化と小児がん拠点病院を中心

としたネットワークによる診療体制の構築を進めてこ

られましたが、脳腫瘍のように標準的治療が確立して

おらず診療を集約化すべきがん種と、標準的治療が確

立しており一定程度の診療の均てん化が可能ながん種

とを整理することが求められています。また、提供体制

については、小児がん拠点病院と地域の医療機関との

ネットワークや、患者・家族の希望に応じて在宅医療を

実施できる支援体制の整備が求められています。 

（３）小児がん及びＡＹＡ世代のがん対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（現状・課題） 

○ がんは、小児及びＡＹＡ世代の病死の主な原因の

一つですが、多種多様ながん種を含むことや、成長発

達の過程において、乳幼児から小児期、活動性の高い

思春期・若年成人世代といった特徴あるライフステ

ージで発症することから、成人のがんとは異なる対

策が求められます。 

○ 国は、小児がん患者とその家族等が安心して適切

な医療や支援を受けられるよう、全国に 15 か所の小

児がん拠点病院及び２か所の小児がん中央機関を整

備し、診療の一部集約化と小児がん拠点病院を中心

としたネットワークによる診療体制の構築を進めて

（３）小児がん及びＡＹＡ世代のがん対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（現状・課題） 

 がんは、小児及びＡＹＡ世代の病死の主な原因の１

つであるが、多種多様ながん種を含むことや、成長発達

の過程において、乳幼児から小児期、活動性の高い思春

期・若年成人世代といった特徴あるライフステージで

発症することから、これらの世代のがんは、成人のがん

とは異なる対策が求められる。 

 国は、小児がん患者とその家族等が安心して適切な

医療や支援を受けられるよう、全国に 15 か所の小児が

ん拠点病院及び２か所の小児がん中央機関を整備し、

診療の一部集約化と小児がん拠点病院を中心としたネ

ットワークによる診療体制の構築を進めてきた。 
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○ 国においては、均てん化が可能ながん種や、必ずし

も高度の専門性を必要としない病態については、小児

がん拠点病院以外の地域の連携病院においても診療が

可能な体制を構築すること、及び必要があれば、在宅医

療を実施できるような診療連携体制を構築することに

ついて検討を行うこととされています。 

 

（取り組むべき施策） 

○県 

・県内の医療機関と小児がん拠点病院との連携促進 

○医療機関 

・小児がん拠点病院との連携 

・晩期障害、再発等長期フォローアップ体制の確立 

・終末期に苦痛なく過ごすことができるよう小児がん

に対応できる緩和ケアチームの確立 

・初期診断時に患者やその家族が納得して治療を開始

できるようセカンドオピニオンの活用についての普及

啓発 

 

②ＡＹＡ世代のがんについて 

（現状） 

○ ＡＹＡ世代に発症するがんについては、その診療

体制が定まっておらず、また、小児と成人領域の狭間で

患者が適切な治療が受けられないおそれがあります。 

○ 他の世代に比べて患者数が少なく、疾患構成が多

様であることから、医療従事者に、診療や相談支援の経

験が蓄積されにくいこと、年代によって、就学、就労、

生殖機能等の状況が異なり、患者視点での教育、就労、

生殖機能の温存等に関する情報・相談体制等が十分で

はないこと、心理社会的状況も様々であることから、

個々のＡＹＡ世代のがん患者の状況に応じた多様なニ

ーズに対応できるよう、情報提供、支援体制及び診療体

制の整備等が求められています。 

○ 国においては、ＡＹＡ世代のがんについて、診療体

制や多様なニーズに応じた情報提供・相談支援・就労支

きました。 

○ 小児がん拠点病院は、ＡＹＡ世代への対応の強化

にも重点を置き、ＡＹＡ世代のがん患者について、適

切な医療を提供できる体制の構築等を指定要件とし

ています。あわせて、拠点病院等では、ＡＹＡ世代の

がん患者について治療、就学、就労、生殖機能等に関

する状況や希望について確認し、自施設または連携

施設のがん相談支援センターで対応できる体制を整

備することとしており、小児がん拠点病院等と拠点

病院等が連携しつつ、ＡＹＡ世代のがん患者への対

応を行えるような体制の構築が進められています。 

○ さらに、2022 年（令和４年）８月の「小児がん拠

点病院等の整備に関する指針」の改定では、患者の適

切な集約化に向けた連携病院の類型の見直しや、長

期フォローアップに関する適切な連携体制の整備が

盛り込まれました。 

○ また、小児がんにおいては、治療薬の候補が見つか

っても保険診療下で使用できる薬が少ない、参加可

能な治験が少ない等、薬剤アクセスの改善が課題と

なっています。 

○ 本県では、令和５年度から小児がん患者などとそ

の家族を対象に交通費の支援を開始しました。 

 

（取り組むべき施策） 

○県 

・県内の医療機関と小児がん拠点病院との連携促進 

○医療機関 

・小児がん拠点病院等との連携 

・晩期合併症、再発等長期フォローアップ体制の確立 

・終末期に苦痛なく過ごすことができるよう小児がん

に対応できる緩和ケアチームの確立 

・初期診断時に患者やその家族が納得して治療を開始

できるようセカンドオピニオンの活用についての普

及啓発 

 

 小児がん拠点病院は、ＡＹＡ世代への対応の強化に

も重点を置き、ＡＹＡ世代のがん患者について、適切な

医療を提供できる体制の構築等を指定要件としてい

る。あわせて、拠点病院等では、ＡＹＡ世代のがん患者

について治療、就学、就労、生殖機能等に関する状況や

希望について確認し、自施設または連携施設のがん相

談支援センターで対応できる体制を整備することとし

ており、小児がん拠点病院等と拠点病院等が連携しつ

つ、ＡＹＡ世代のがん患者への対応を行えるような体

制の構築が進められている。 

 さらに、令和４（2022）年８月の「小児がん拠点病院

等の整備に関する指針」の改定では、患者の適切な集約

化に向けた連携病院の類型の見直しや、長期フォロー

アップに関する適切な連携体制の整備が盛り込まれ

た。 

 また、小児がんにおいては、治療薬の候補が見つかっ

ても保険診療下で使用できる薬が少ない、参加可能な

治験が少ない等、薬剤アクセスの改善が課題となって

いる。 

 

 

 

 

（取り組むべき施策） 

 国は、小児がん拠点病院等と、拠点病院等や地域の医

療機関等との連携を含め、地域の実情に応じた小児・Ａ

ＹＡ世代のがん医療提供体制の整備を推進する。また、

小児がん拠点病院連絡協議会における地域ブロックを

超えた連携体制の整備に向けた議論を推進する。 

小児がん拠点病院等は、自施設の診療実績、診療機能

や、他の医療機関との連携体制等について、患者やその

家族等の目線に立った分かりやすい情報提供に取り組

む。 

 国は、長期フォローアップの更なる推進のため、小児

がん経験者の晩期合併症について実態把握を行うとと
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援の体制整備の検討、生殖機能等への影響など世代に

応じた問題に適切に対応するための体制構築を行うこ

ととされています。 

 

（取り組むべき施策） 

○関係機関 

・国の検討を踏まえた、ＡＹＡ世代のがんに対する診療

及び情報提供・相談支援・就労支援の体制等の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（個別目標） 

○ 小児・ＡＹＡ世代のがんの経験者に対応できる体

制整備のため国が見直しを行う拠点病院の整備指針

に対応し、適切な体制を整備します。 

もに、小児がん拠点病院等と、拠点病院等、地域の医療

機関、かかりつけ医等の連携を含め、地域の実情に応じ

た小児・ＡＹＡ世代のがん患者の長期フォローアップ

の在り方を検討する。 

 国は、小児がん領域における薬剤アクセスの改善に

向けて、日本の薬事規制等の海外の中小バイオ企業へ

の周知等を通じ、日本での早期開発を促すなど治験の

実施（国際共同治験への参加を含む。）を促進する方策

を検討するとともに、小児がん中央機関、小児がん拠点

病院等、関係学会及び企業等と連携した研究開発を推

進する。 

 

【個別目標】 

 小児がん患者及びＡＹＡ世代のがん患者やその家族

等が、適切な情報を得て、悩みを相談できる支援につな

がり、適切な治療や長期フォローアップを受けられる

ことを目指す。さらに、小児がん領域での研究開発を進

める。 

 

③高齢者のがんについて 

（現状） 

○ 我が国においては、人口の高齢化が急速に進んで

おり、今後、がん患者に占める高齢者の割合が増えるこ

とが見込まれます。 

○ 高齢者のがんについては、全身の状態が不良であ

ることや併存疾患があること等により、標準的治療の

適応とならない場合や、主治医によって標準的治療を

提供すべきでないと判断される場合等がありますが、

こうした判断について、現状の診療ガイドライン等に

おいて、明確な判断基準は示されていません。また、特

に75歳以上の高齢者が対象となるような臨床研究は限

られているため、こうしたがん患者に提供すべき医療

のあり方についての検討が求められており、国におい

て研究を進め、高齢者のがん診療に関するガイドライ

ンを策定することとされています。 

（４）高齢者のがん対策 

（現状・課題） 

○ 我が国においては、人口の高齢化が急速に進んで

おり、高齢のがん患者も増加しており、2019 年度（令

和元年度）には、新たにがんと診断された人のうち 65

歳以上の高齢者の数は 75 万人（がん患者全体の

75％）、75 歳以上の高齢者の数は 45 万人（がん患者

全体の 45％）となっています。 

○ 2022 年（令和４年）整備指針改定では、高齢のが

ん患者に対する意思決定支援の体制整備や、地域の

医療機関及び介護事業所等との連携体制の整備等が

指定要件として盛り込まれました。 

○ 高齢者のがんについては、全身状態や併存疾患を

加味して、標準的治療の適応とならない場合等があ

り、こうした判断は、医師の裁量に任されていること

が課題とされていました。そのため、現在、厚生労働

（４）高齢者のがん対策 

（現状・課題） 

 我が国においては、人口の高齢化が急速に進んでお

り、令和７（2025）年には、65 歳以上の高齢者の数が

3,677 万人（全人口の 30.0％）に達すると推計されて

いる。これに伴い、高齢のがん患者も増加しており、令

和元（2019）年度には、新たにがんと診断された人のう

ち 65 歳以上の高齢者の数は 75 万人（がん患者全体の

75％）、75 歳以上の高齢者の数は 45 万人（がん患者全

体の 45％）となっている。 

 令和４（2022）年整備指針改定では、高齢のがん患者

に対する意思決定支援の体制整備や、地域の医療機関

及び介護事業所等との連携体制の整備等が指定要件と

して盛り込まれた。 

 高齢者のがんについては、全身状態や併存疾患を加

味して、標準的治療の適応とならない場合等があるが、
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（取り組むべき施策） 

○医療機関 

・高齢者のがん患者の意思決定の支援に関する診療ガ

イドラインに基づく診療体制の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（個別目標） 

○ 小児・ＡＹＡ世代のがんの経験者に対する体制整

備のため国が見直しを行う拠点病院の整備指針に対

応し、適切な体制を整備します。また、国が策定する

ガイドラインに基づき、高齢のがん患者の意思決定

支援の体制を整備します。 

 

科学研究において、高齢者がん診療に関するガイド

ラインの策定が行われているところです。 

 

 

 

（取り組むべき施策） 

○医療機関 

・高齢者のがん患者の意思決定の支援に関する診療ガ

イドラインに基づく診療体制の整備 

こうした判断は、医師の裁量に任されていることが課

題とされていた。そのため、現在、厚生労働科学研究に

おいて、高齢者がん診療に関するガイドラインの策定

を行っている。 

 

（取り組むべき施策） 

 高齢のがん患者が、例えば、複数の慢性疾患を有して

いる、介護事業所等に入居しているなど、それぞれの状

況に応じた適切ながん医療を受けられるよう、拠点病

院等は、地域の医療機関及び介護事業所等との連携体

制の整備を進める。 

 国は、高齢のがん患者に対する適切な治療及びケア

の提供を推進するため、関係団体等と連携し、更なるガ

イドラインの充実を推進するとともに、高齢のがん患

者に対するがん医療の実態把握を行う。 

国は、高齢のがん患者が適切な意思決定に基づき治療

等を受けられるよう、高齢のがん患者やその家族等の

意思決定支援に係る取組を推進する。 

 

【個別目標】 

 多職種での連携や地域の医療機関等との連携を強化

し、患者が望んだ場所で適切な医療を受けられること

を目指す。 

  （５）新規医薬品、医療機器及び医療技術の速やかな医

療実装 

（現状・課題） 

 がん研究により、がん医療に係る医薬品（診断薬を含

む。）、医療機器及び医療技術の開発を加速させるとと

もに、それらの速やかな医療実装が求められている。 

先進医療については、医療における国民の選択肢を拡

げ、利便性を向上するという観点から、保険外併用療養

費制度の中で実施されている。また、平成 28（2016）
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年４月には、国内未承認の医薬品等を、安全性・有効性

を確認しつつ、身近な医療機関で迅速に使用できるよ

う、保険外併用療養費制度の中に、「患者申出療養制度」

を創設した。さらに、平成 27（2015）年より、世界に

先駆けて我が国での開発が見込まれる医薬品、医療機

器等の迅速な実用化を図るため、「先駆け審査指定制

度」（現：先駆的医薬品等指定制度）を開始している。 

 しかしながら、諸外国では承認されているものの国

内において未承認の医薬品が増加しているなど、小児

がんや希少がん領域に留まらない薬剤アクセスの改善

が課題となっている。また、医薬品の生産拠点が海外に

あるため、国内への供給が不安定になる事例が報告さ

れる等、承認後の安定供給に係る課題も指摘されてい

る。 

 国は、拠点病院等において、治験も含めた医薬品等の

臨床研究、先進医療、患者申出療養等に関する適切な情

報提供や、必要に応じて適切な医療機関に患者を紹介

することを求め、がん患者に対する情報提供体制の充

実に取り組んできたほか、厚生労働科学研究において、

公益社団法人や企業等と協力しながら、情報提供に係

るパイロット事業の検討を行っている。 

 現況報告書によると、臨床試験・治験に関する窓口が

ある拠点病院等の割合は、令和３（2021）年度で 78.1％

となっている。また、令和２（2020）年度で 320 件の抗

がん剤に関する治験が実施されている。 

 

（取り組むべき施策） 

 国は、拠点病院等における臨床研究等の推進に引き

続き取り組むとともに、患者目線の分かりやすい情報

提供の在り方について検討し、拠点病院等に対し周知

する。拠点病院等は、患者に対し、臨床研究等の適切な

実施及び情報提供を行うとともに、必要に応じて適切

な医療機関への紹介を行う。 

 国は、先進医療、患者申出療養制度等の評価療養、先

駆的医薬品等指定制度等の既存の制度の適切な活用を
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促しつつ、がん研究の成果の速やかな実装を、科学的根

拠に基づき、引き続き推進する。 

 国は、がん医療に係る治療薬等へのアクセス改善に

向け、日本の薬事規制等の海外の中小バイオ企業への

周知等を通じ、日本での早期開発を促すなど治験の実

施（国際共同治験への参加を含む。）を促進する方策を

検討するとともに、関係学会及び企業等と連携した研

究開発を推進する。また、それらの実用化に向けた課題

の整理と、既存制度の見直しを含めた対応策の検討を

行い、速やかな医療実装を着実に進める。 

 

【個別目標】 

 がん患者が十分な情報を得て治療を選択でき、治験

へ参加できること等を可能とするとともに、新たなが

ん医療に係る技術の実装を推進することにより、がん

医療の進歩を享受できることを目指す。 

 

（８）がん登録 

（現状） 

○ がんの罹患数や罹患率、生存率、治療効果の把握な

ど、がん対策の基礎となるデータを得ることにより、

科学的根拠に基づいたがん対策や質の高いがん医療

を実現するためには、がん登録は必要不可欠です。 

○ がん登録には、県域におけるがんの情報を集める

「地域がん登録」、病院内でのがんを登録する「院内

がん登録」があります。さらに、2016 年（平成 28 年）

1 月より、「がん登録等の推進に関する法律」に基づ

く「全国がん登録」が開始され、病院等で診断された

がんの情報が国立がん研究センターへ提出され、一

元的に管理されることとなりました。 

○ 本県においては、1984 年（昭和 59 年）から地域が

ん登録及び全国がん登録を実施してきています。 

○ 全国がん登録の精度については、「ＤＣＮ率」、「Ｄ

ＣＯ率」、「ＩＭ比」で測ることができます。国立がん

研究センターが行う全国がん罹患モニタリング集計
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では、所定の精度基準を満たした府県のデータを用

いて全国の罹患を推計していますが、これに佐賀県

の地域がん登録も利用されています。引き続き、本県

の全国がん登録の精度を向上させていく必要があり

ます。 

 

[図表] 

 

○ 一方、拠点病院をはじめとする一部の医療機関に

おいては、院内がん登録が実施されています。院内が

ん登録は、医療機関におけるがん診療の質の向上や

がん患者の支援を目的として、当該医療機関内で診

断・治療を受けたがん患者について、がんの診断、治

療、予後に関する情報を登録するものです。 

○ 院内がん登録について、国立がん研究センターが

実施している全国集計に参加している医療機関は、

2017 年度（平成 29 年度）現在で５施設ですが、参加

機関をさらに増やすことが望まれます。 

○ また、国立がん研究センターが実施している全国

集計により、院内がん登録における５年生存率の公

表などが実施されていますが、こうした情報提供の

取組をさらに推進していくことが求められます。 

○ さらに、がん登録データの利活用という点では、医

療関係者からのデータの利用希望に応えるための体

制整備等、引き続き取組を強化していく必要があり

ます。 

○ 本県では、佐賀大学と連携した院内がん登録デー

タの分析に基づき、子宮がんについてのがん対策の

施策提案へ展開する事例が生まれました。このよう

な、がん登録をはじめとするデータ分析を施策につ

なげる取組が引き続き求められます。 

 

[図表] 

 

（取り組むべき施策） 
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○県 

・全国がん登録の届出件数を増やすための拠点病院以

外への普及啓発 

・県がん登録室の体制強化 

・拠点病院が行う院内がん登録の予後調査に対する市

町への協力依頼等の支援 

・がん登録データの利活用の推進 

・がん登録データを活用した、県内のがんに関する情報

の県民への提供 

○医療機関 

・全国がん登録への協力 

・院内がん登録の推進 

・拠点病院等におけるがん患者の５年生存率の公表 

 

（個別目標） 

○ 全国がん登録について医療機関からの自主届出件

数を増やします。 

○ 全国がん登録及び地域がん登録について、「全国が

ん罹患モニタリング集計」において「集計対象地域」

となる基準を満たす状態を継続させます。また、ＩＭ

比を 2.38 以上（ＭＩ比 0.42 以下）、ＤＣＮ割合を

5.0％未満とし、ＤＣＯ割合（2013 年（平成 25 年）

症例で 2.4％）を減少させます。 

○ 全国がん登録及び地域がん登録データについて、

研究目的で利用申請された件数を増加させます。 

 

３尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築 

 がん患者が、がんと共生していくためには、患者本人

ががんと共存していくこと及び患者と社会が協働・連

携していくことが重要です。 

 2016 年（平成 28 年）に改正された法の基本理念に

は、新たに「がん患者が尊厳を保持しつつ安心して暮ら

すことのできる社会の構築を目指し、がん患者が、その

置かれている状況に応じ、適切ながん医療のみならず、

福祉的支援、教育的支援その他の必要な支援を受ける

３．がんとともに尊厳を持って安心して暮らせる社会

の構築 

～がんになっても安心して生活し、尊厳を持って生き

ることのできる地域共生社会を実現することで、全て

のがん患者及びその家族等の療養生活の質の向上を目

指す～ 

３．がんとともに尊厳を持って安心して暮らせる社会

の構築 

～がんになっても安心して生活し、尊厳を持って生き

ることのできる地域共生社会を実現することで、全て

のがん患者及びその家族等の療養生活の質の向上を目

指す～ 
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ことができるようにするとともに、がん患者に関する

国民の理解が深められ、がん患者が円滑な社会生活を

営むことができる社会環境の整備が図られること」と

いう条文が加えられ、また、その実現のために、がん対

策は「国、地方公共団体、第５条に規定する医療保険者、

医師、事業主、学校、がん対策に係る活動を行う民間の

団体その他の関係者の相互の密接な連携の下に実施さ

れること」とされています。 

 本計画においては、上記の事項を実践するため、「が

んとの共生」を全体目標に掲げ、がん患者が住み慣れた

地域社会で生活をしていく中で、必要な支援を受ける

ことができる環境整備を目指すこととされています。

そのためには、関係者等が、医療・福祉・介護・産業保

健・就労支援分野と連携し、効率的な医療・福祉サービ

スの提供や、就労支援等を行う仕組みを構築すること

が求められています。 

 

（２）相談支援及び情報提供 

 

（現状） 

○ 医療技術や情報端末が進歩し、患者の療養生活が

多様化する中で、拠点病院等のがん相談支援センタ

ーが中心となって、患者とその家族のみならず、医療

従事者が抱く治療上の疑問や、精神的・心理社会的な

悩みに対応していくことが求められています。 

○ 拠点病院のがん相談支援センターは、自院の患者

だけでなく、他院の患者や医療機関からの相談にも

対応しており、相談件数は、年々増加しています。 

○ また、地域においては、がんに関する様々な相談を

ワンストップで対応することを目的として、地域統

括相談支援センターを設置して、相談支援に取り組

んでいます。 

 

[図表] 

 

（１）相談支援及び情報提供 

 

（現状・課題） 

○ 患者の療養生活が多様化する中で、拠点病院等や

小児がん拠点病院等のがん相談支援センターが中心

となって、患者やその家族等の精神心理的・社会的な

悩みに対応していくことが求められています。 

○ 拠点病院のがん相談支援センターは、自院の患者

だけでなく、他院の患者や医療機関からの相談にも

対応しており、相談件数は、年々増加しています。 

○ また、地域においては、がんに関する様々な相談を

ワンストップで対応する地域統括相談支援センター

を設置して相談支援に取り組んでいます。 

 

[図表挿入] 

 

 

 

（１）相談支援及び情報提供 

①相談支援について 

（現状・課題） 

 患者の療養生活が多様化する中で、拠点病院等や小

児がん拠点病院等のがん相談支援センターが中心とな

って、患者やその家族等の精神心理的・社会的な悩みに

対応していくことが求められている。 

 国は、がん患者が必要に応じて確実に支援を受けら

れるよう、整備指針において、初診時等にがん相談支援

センターについて説明することや、広報を行うことを

定め、その取組を促してきた。令和４（2022）年整備指

針改定においては、更なる相談支援体制の整備を推進

するために、拠点病院等は、「外来初診時から治療開始

までを目処に、がん患者及びその家族が必ず一度はが

ん相談支援センターを訪問（必ずしも具体的な相談を

伴わない、場所等の確認も含む）することができる体制

を整備することが望ましい」こととされた。 

 患者体験調査等によると、がん患者・家族の３人に２
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○ しかし、相談支援を必要とするがん患者がこれら

のがん相談支援センターを十分利用している状況に

は至っておらず、これらの相談支援の取組をさらに

進めていく必要があります。 

○ また、相談内容の多様化・複雑化に伴い、国におい

ては、こうした相談支援のニーズに対応できるよう、

関係学会との連携や相談支援従事者の研修のあり方

等について検討することとされています。 

○ さらに、がん患者サロンの設置やピア・サポートの

動きが進んできており、病院以外の場においても相

談が可能となっています。これらの取組をさらに進

めていくことが求められます。 

○ がんに関する情報の中には、科学的根拠に基づい

ているとはいえない情報が含まれていることがあ

り、県民が正しい情報を得ることが困難な場合があ

ります。 

○ 患者と家族が、その地域において確実に、必要な情

報（治療を受けられる医療機関、がんの症状・治療・

費用、民間団体や患者団体等の活動等）にアクセスで

きるような環境を整備していくことが求められてい

ます。 

○ また、県民に対し、科学的根拠に基づくがんに関す

る情報の普及啓発をさらに推進していく必要がある

ため、県民が必要な情報にアクセスできるような環

境の整備とともに、積極的な広報にさらに取り組む

必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ がん患者にとって、同じような経験を持つ者によ

る相談支援や情報提供及び患者同士の体験共有がで

きる場の存在は重要であることから、ピア・サポータ

ーの養成を推進してきました。 

○ また、ピア・サポート活動の質の担保も重要であ

り、国においては、「がん総合相談に携わる者に対す

る研修事業」として、患者団体及び関係学会と連携し

た研修プログラム・テキストの改訂、都道府県に対す

る研修の企画やフォローアップに関する支援のほ

か、がん患者・経験者、拠点病院等及び都道府県向け

の研修等を行っています。 

○ 2022 年（令和４年）整備指針改定では、拠点病院

等が患者サロン等の場を設ける際に、一定の研修を

受けたピア・サポーターの活用に努めることとされ

ました。一方で、ピア・サポーターを知っている患者

の割合は低い状況です。 

○ 治療開始前に病気や療養生活に関して相談できた

と感じる患者の割合、家族の悩みや負担を相談でき

る支援が十分であると感じている患者・家族の割合

は増加していますが、更なる取組が求められていま

す。 

○ がんに関する情報の中には、科学的根拠に基づい

ているとはいえない情報が含まれていることがあ

り、県民が正しい情報を得ることが困難な場合があ

ります。患者と家族が、その地域において確実に、必

要な情報（治療を受けられる医療機関、がんの症状・

治療・費用、民間団体や患者団体等の活動等）にアク

セスできるような環境を整備することが求められて

います。 

○ また、県民に対し、科学的根拠に基づくがんに関す

る情報の普及啓発をさらに推進していく必要がある

ため、県民が必要な情報にアクセスできるような環

境の整備とともに、積極的な広報にさらに取り組む

必要があります。 

 

人ががん相談支援センターについて知っている55もの

の、利用したことがある人の割合は、成人で 14.4％、

小児で 34.9％となっている。実際に利用した者のうち、

「役立った」と回答した人が、８割を越えていることを

踏まえると、利用していない患者について、本当にニー

ズがなかったのか、十分に留意する必要がある。 

 また、院内体制や地域資源によって、対応可能な相談

件数や患者の相談ニーズは異なることから、質の高い

相談支援体制を持続可能なものとするためには、全て

のがん相談支援センターで持つべき機能や対応の範囲

について検討し、地域の実情に応じた集約化や役割分

担を行うことが必要ではないかとの指摘がある。 

 がん患者にとって、同じような経験を持つ者による

相談支援や情報提供及び患者同士の体験共有ができる

場の存在は重要であることから、国は、都道府県におけ

るピア・サポーターの養成を推進してきた。また、ピア・

サポート活動の質の担保も重要であることから、「がん

総合相談に携わる者に対する研修事業」において、患者

団体及び関係学会と連携し、研修プログラム・テキスト

の改訂、都道府県に対する研修の企画やフォローアッ

プに関する支援を行っているほか、がん患者・経験者、

拠点病院等及び都道府県向けの研修等を行っている。

令和４（2022）年整備指針改定では、拠点病院等が患者

サロン等の場を設ける際に、一定の研修を受けたピア・

サポーターの活用に努めることとされた。 

 一方で、患者体験調査によると、ピア・サポーターに

ついて知っているがん患者の割合は、平成 30（2018）

年度時点で 27.3％と低い。 

 治療開始前に病気や療養生活に関して相談すること

ができたと感じる患者の割合、家族の悩みや負担を相

談できる支援が十分であると感じている患者・家族の

割合は増加しているが、更なる取組が求められる。 
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（取り組むべき施策） 

○県 

・相談支援センターの県民への周知 

・各相談支援センターに対するがんに関する書籍・情報

の提供 

・地域統括相談支援センターの相談体制整備 

・出張型がん患者サロン等の実施 

・患者サロン、ピア・サポートに関する情報発信 

・県民に対する科学的根拠に基づくがんに関する情報

提供 

○がん診療連携拠点病院 

・ＰＤＣＡサイクル等を活用した相談支援センターの

機能充実 

・相談支援センターの県民への周知 

・県民に対する科学的根拠に基づくがんに関する情報

提供 

 

（個別目標） 

○ 相談支援センターにおける相談件数を増加させま

す。 

○ ピア・サポーター養成研修の受講者数を、2018 年

度（平成 30 年度）からの 6 年間で延べ 60 人以上と

します。 

（取り組むべき施策） 

○県 

・相談支援センターの県民への周知 

・各相談支援センター及び地域統括相談支援センター

の相談体制整備 

・出張型がん患者サロン等の実施 

・患者サロン、ピア・サポートに関する情報発信 

・県民に対する科学的根拠に基づくがんに関する情報

提供 

 

○がん診療連携拠点病院 

・ＰＤＣＡサイクル等を活用した相談支援センターの

機能充実 

・相談支援センターの県民への周知 

・県民に対する科学的根拠に基づくがんに関する情報

提供 

 

（個別目標） 

○ 相談支援センターへの相談件数を増加させます。 

○ ピア・サポーター養成研修の受講者数を、本計画期

間中で延べ 60 人以上とします。 

（取り組むべき施策） 

 拠点病院等は、がん相談支援センターの認知度向上

及びその役割の理解の促進のため、地域の関係機関等

と連携して、自施設に通院していない者も含む患者や

その家族等への適切なタイミングでの周知に引き続き

取り組む。また、相談支援体制へのアクセシビリティを

向上させるため、オンライン等を活用した体制整備を

進める。 

 国は、相談支援の質を担保するため、関係団体等と連

携し、がん相談支援に係る研修等に引き続き取り組む。 

国は、効率的・効果的な体制を構築する観点から、多様

化・複雑化する相談支援のニーズに対応できる質の高

い相談支援体制の整備を推進するとともに、持続可能

な相談支援体制の在り方等について検討する。 

 国は、拠点病院等と民間団体による相談機関やピア・

サポーター等との連携体制の構築について検討する。

あわせて、相談支援の一層の充実を図るため、ＩＣＴや

患者団体、社会的人材リソースを活用し、必要に応じて

地方公共団体等の協力が得られる体制整備の方策につ

いて検討する。 

 国は、がん患者がピア・サポーター等からの支援を受

けやすくなるよう、相談支援等に携わる者からピア・サ

ポーター等につなげるための仕組みについても検討す

る。 

 

②情報提供について 

（現状・課題） 

 がんとの共生を目指す社会にとって、全ての患者や

その家族等、医療従事者等が、確実に、必要な情報及び

正しい情報にアクセスできる環境を整備することが重

要である。 

 がんに関する情報があふれる中で、科学的根拠に基

づいているとは言えない情報が含まれていることがあ

る。がん情報サービスにおいて、各がんの解説、診断・

治療、治験、療養等に関する情報提供を行っているもの
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の、がん情報サービスにアクセスし、探していた情報に

たどり着くことができた人の割合は、令和３（2021）年

度で、71.0％となっており、平成30（2018）年度の71.1％

から横ばいである。 

 また、国は、拠点病院等に対し、整備指針において、

自施設で対応できるがんについて、提供可能な診療内

容を病院ホームページ等で広報すること、希少がん、小

児がん、ＡＹＡ世代のがん患者への治療及び支援（妊孕

性温存療法を含む。）やがんゲノム医療についても、自

施設で提供できる場合や連携して実施する場合はその

旨を広報することを求めている。 

 情報取得や意思疎通に配慮が必要な人に対する情報

提供のため、国立がん研究センターがん対策研究所は、

関係団体と協力し、点字資料や音声資料等を作成して

いる。また、厚生労働科学研究において、視覚や聴覚等

の障害をもつ人に対して、情報資料を継続的に提供で

きるよう、研究を推進している。 

 

（取り組むべき施策） 

 国は、患者やその家族等が、必要な時に正しい情報を

入手し、適切な選択ができるよう、ニーズや課題等の把

握を進め、「情報の均てん化」に向けた適切な情報提供

の在り方について検討する。 

 国は、インターネット等に掲載されているがんに関

する情報については、科学的根拠に基づいているとは

言えない情報が含まれることを、国民に対して注意喚

起するなど、引き続き、国立がん研究センターや関係団

体等と連携して、がんに関する正しい情報の提供及び

理解の促進に取り組む。 

 国は、障害等により情報取得や意思疎通に配慮が必

要な人や、日本語を母国語としていない人への情報提

供を適切に行うことで医療へのアクセスを確保するた

めに、現状及び課題等を把握し、情報提供体制の在り方

について検討する。 
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【個別目標】 

 がん相談支援センターやがん情報サービスの認知度

及び質を向上させ、精神心理的・社会的な悩みを持つ患

者やその家族等が適切な相談支援を受けることがで

き、また、患者やその家族等、医療従事者等を含む全て

の国民が、必要な時に、自分に合った正しい情報にたど

りつくことができることを目指す。 

（３）社会連携に基づくがん対策・がん患者支援 

 

（現状） 

○ がん患者がいつでもどこに居ても、安心して生活

し、尊厳を持って自分らしく生きることのできる地

域共生社会を実現するためには、地域におけるがん

医療提供体制の整備を進めることによって、地域に

おける「がんとの共生社会」を実現させることが重要

です。 

○ 拠点病院等においては、整備指針に基づき、在宅療

養支援診療所・病院、緩和ケア病棟等と協働するため

のカンファレンスを開催するなど、切れ目のないが

ん医療を提供するための体制整備を進めてきまし

た。 

○ 拠点病院等と地域の医療機関とが連携して取り組

む相談支援、緩和ケア、セカンドオピニオン、「地域

連携クリティカルパス」の運用等については、地域間

で取組に差があるとの指摘があり、国においては、か

かりつけ医が早期から関与する体制や、病院と在宅

医療との連携及び患者のフォローアップのあり方、

「地域連携クリティカルパス」のあり方等について

検討することとされています。 

○ 本県においても、これまで、拠点病院を中心に地域

連携クリティカルパスの活用に努めてきています

が、パスを含め、より良い形で、拠点病院と地域の医

療機関等との連携を深めていく必要があります。 

 

 

（２）社会連携に基づく緩和ケア等のがん対策・患者支

援 

（現状・課題） 

○ がん患者がいつでもどこに居ても、安心して生活

し、尊厳を持って生きることのできる地域共生社会

を実現するためには、拠点病院等と地域の医療機関

とが連携して取り組む相談支援、緩和ケア、セカンド

オピニオン等の取組を推進し、患者やその家族等へ

の積極的な支援を実践することが必要です。 

○ 拠点病院等においては、整備指針に基づき、在宅療

養支援診療所・病院、緩和ケア病棟等と協働するため

のカンファレンスを開催するなど、切れ目のないが

ん医療を提供する体制整備を進めてきました。 

○ 2022 年（令和４年）整備指針改定において、当該

指定要件に、医療提供体制や社会的支援と並んで、

「緩和ケア」を盛り込んだほか、さらに、「緩和ケア

チームが地域の医療機関や在宅療養支援診療所等か

ら定期的に連絡・相談を受ける体制を確保し、必要に

応じて助言等を行っていること」を追記するなど、連

携体制の強化を図っています。 

○ また、セカンドオピニオンについても、拠点病院等

の指定要件として、「医師からの診断結果や病状の説

明時及び治療方針の決定時等において、すべてのが

ん患者とその家族に対して、他施設でセカンドオピ

ニオンを受けられることについて説明すること」等

が追加され、更なる推進を図っています。 

○ 国においては、セカンドオピニオンに関する情報

提供及び利用状況等の実態把握を行い、関係団体等

（２）社会連携に基づく緩和ケア等のがん対策・患者支

援 

（現状・課題） 

 がん患者がいつでもどこに居ても、安心して生活し、

尊厳を持って生きることのできる地域共生社会を実現

するためには、拠点病院等と地域の医療機関とが連携

して取り組む相談支援、緩和ケア、セカンドオピニオン

等の取組を推進し、積極的な患者やその家族等への支

援を実践することが必要である。 

 拠点病院等は、切れ目のないがん医療を提供するた

め、整備指針において、「当該医療圏において、地域の

医療機関や在宅診療所等の医療・介護従事者とがんに

関する医療提供体制や社会的支援のあり方について情

報を共有し、役割分担や支援等について議論する場を

年１回以上設けること」とされている。このようなカン

ファレンスの１拠点病院あたりの平均開催数（年間）

は、令和元（2019）年度で、5.5 回となっている。 

 令和４（2022）年整備指針改定においては、当該指定

要件に、医療提供体制や社会的支援と並んで、「緩和ケ

ア」を盛り込んだほか、さらに、「緩和ケアチームが地

域の医療機関や在宅療養支援診療所等から定期的に連

絡・相談を受ける体制を確保し、必要に応じて助言等を

行っていること」を追記し、連携体制の強化を図ってい

る。 

 拠点病院等は、都道府県と連携し、二次医療圏内の在

宅療養支援診療所等リストの作成や、在宅療養支援診

療所等の医師に対する緩和ケアに関する知識・技術の

研修を実施している。また、地域緩和ケアネットワーク
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（取り組むべき施策） 

と連携した適切な情報提供のあり方について検討す

ることとされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（取り組むべき施策） 

構築事業において、関係施設間の連携・調整を行う「地

域緩和ケア連携調整員」を育成し、平成 28（2016）年

度～令和３（2021）年度で、延べ 388 チーム、1,280 名

が修了している。 

 令和３（2021）年８月より、がん等の専門的な薬学管

理が必要な患者が自身に適した薬局を選択できるよ

う、がんの薬物療法に係る専門性を有する薬剤師が配

置されており、拠点病院等の専門医療機関や他薬局等

の関係機関と連携してがん等の専門的な薬学管理に対

応できる薬局を、都道府県が「専門医療機関連携薬局」

と認定する制度が開始された。専門医療機関連携薬局

として認定された薬局の件数は、令和５（2023）年１月

31 日時点で 137 件となっている。 

 遺族調査によると、在宅で亡くなったがん患者の医

療に対する満足度は、平成 30（2018）年度で 78.8％と

なっており、緩和ケア病棟で亡くなった方の満足度

（82.4％）に次いで高かった。望んだ場所で過ごせたが

ん患者の割合は、平成 30（2018）年度で 47.7％となっ

ており、半数程度に留まっている。 

 セカンドオピニオンについては、令和４（2022）年整

備指針改定において、拠点病院等の指定要件として、

「医師からの診断結果や病状の説明時及び治療方針の

決定時等において、すべてのがん患者とその家族に対

して、他施設でセカンドオピニオンを受けられること

について説明すること」等が追加され、更なる推進を図

っている。 

 患者体験調査によると、がん治療前に、担当医からセ

カンドオピニオンについて話を受けたがん患者の割合

は、平成 26（2014）年度で 40.3％、平成 30（2018）年

度で 34.9％と、減少している。「話はなかった」と回答

した人（65.1％）のうち、9.1％が自分や家族からセカ

ンドオピニオンについて尋ねており、患者や家族のニ

ーズに対応できていないとの指摘がある。 

 

（取り組むべき施策） 
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○県 

・地域連携クリティカルパスの活用促進 

・拠点病院に対する介護サービス事業者の情報提供 

・在宅療養のための連携体制の検討 

・拠点病院等と連携し、地域の医療機関等の医療・介護

従事者への緩和ケア研修の実施 

○医療機関 

・地域連携クリティカルパスの活用 

・地域の介護サービス事業者との連携 

・在宅医療にかかる受入れ体制の整備 

・緩和ケアに関する拠点病院と地域の医療機関の定期

的な検討の場の構築 

・地域の医療機関等の医療・介護従事者への緩和ケア研

修の実施 

 

 

（個別目標） 

○ 緩和ケア研修において、地域の医療機関等の医療・

介護従事者の受講を受け入れます。 

○県 

・拠点病院に対する介護事業所の情報提供 

・在宅療養のための連携体制の検討 

・拠点病院等と連携し、地域の医療機関等の医療・介護

従事者への緩和ケア研修の実施 

○拠点病院等 

・地域の介護事業所との連携 

・在宅医療にかかる受入れ体制の整備 

・緩和ケアに関する拠点病院と地域の医療機関の定期

的な検討の場の構築 

・地域の医療機関等の医療・介護従事者への緩和ケア研

修の実施 

 拠点病院等は、地域の実情に応じた患者支援体制の

構築のため、都道府県がん診療連携協議会において、セ

カンドオピニオンを受けられる医療機関や、緩和ケア

及び在宅医療等へのアクセスに関する情報提供の在り

方について検討する。 

 拠点病院等は、地域包括ケアシステムの仕組みも踏

まえつつ、地域の実情に応じて、介護事業所や薬局等の

地域の関係機関との連携や、社会的支援や困難事例等

への対応に取り組む。国は、地域の関係者間の連携体制

を構築することで、地域における課題の解決を促すた

め、拠点病院等を中心とした施設間の連携・調整を担う

者の育成に、引き続き取り組む。 

 国は、セカンドオピニオンに関する情報提供及び利

用状況等の実態把握を行い、関係団体等と連携した適

切な情報提供の在り方について検討する。 

 

【個別目標】 

 地域における医療従事者や介護従事者等との連携

や、医療従事者と患者やその家族等とのコミュニケー

ションにより、患者がその療養する場所にかかわらず、

質の高いがん医療や緩和ケア等の支援を受けることが

できることを目指す。 

 

（４）がん患者等の就労を含めた社会的な問題（サバイ

バーシップ支援） 

①就労支援について 

（現状） 

○ 地域がん登録全国推計による年齢別がん罹患者数

データによれば、我が国で 2012 年（平成 24 年）に

罹患したがん患者の約３人に１人は、就労可能年齢

（20 歳から 64 歳まで）で罹患しています。また、就

労可能年齢でのがんの罹患者数は、2002 年（平成 14

年）で約 19 万人、2012 年（平成 24 年）で約 26 万人

と増加しています。 

○ また、がん医療の進歩により、我が国の全がんの５

（３）がん患者等の社会的な問題への対策（サバイバー

シップ支援） 

①就労支援について 

（現状・課題） 

○ 2019 年（令和元年）時点で、がん患者の約４人に

１人は、20 歳から 64 歳までの間にがんに罹患してい

ます。また、がん医療の進歩により、我が国の全がん

の５年相対生存率の上昇に伴い、がん患者・経験者が

長期生存し、がん治療を受けながら働くことができ

る可能性が高まっています。 

○ このため、がんになっても活き活きと働き、安心し

て暮らせる社会の構築が重要となっており、働く世

（３）がん患者等の社会的な問題への対策（サバイバー

シップ支援） 

①就労支援について 

（現状・課題） 

 令和元（2019）年時点で、がん患者の約４人に１人は、

20 歳から 64 歳までの間にがんに罹患している。また、

がん医療の進歩により、我が国の全がんの５年相対生

存率の上昇に伴い、がん患者・経験者が長期生存し、働

きながらがん治療を受けられる可能性が高まってい

る。 

 このため、がんになっても活き活きと働き、安心して

暮らせる社会の構築が重要となっており、働く世代の
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年相対生存率は、2000 年（平成 12 年）～2002 年（平

成 14 年）の罹患者で 56.9％、2003 年（平成 15 年）

～2005 年（平成 17 年）の罹患者で 58.6％、2006 年

（平成 18 年）～2008 年（平成 20 年）の罹患者で

62.1％と年々上昇しており、がん患者・経験者が長期

生存し、働きながらがん治療を受けられる可能性が

高まっています。 

○ 一方で、国において 2013 年（平成 25 年）に実施

されたがん患者の実態調査では、がんと診断された

後、依願退職又は解雇された者の割合（34.6％）が、

2003 年（平成 15 年）（34.7％）と比べて変化してお

らず、引き続き、がん患者の離職防止を支援していく

ことが必要です。 

○ がんになっても自分らしく活き活きと働き、安心

して暮らせる社会の構築が重要となっており、がん

患者の離職防止や再就職のための就労支援を充実さ

せていくことが強く求められています。 

○ 厚生労働省研究班による調査では、がんと診断さ

れ、退職した患者のうち、診断がなされてから最初の

治療が開始されるまでに退職した者が４割を超えて

います。退職理由にはがん治療への漠然とした不安

が上位に挙がっており、がん患者が診断時から正し

い情報提供や相談支援を受けることが重要です。 

○ 拠点病院では、がん相談支援センターでの相談支

援に加え、公共職業安定所に配置されている「就職支

援ナビゲーター」と連携した就職支援事業等に取り

組んでいます。今後も、更なる支援を行う必要があり

ます。 

○ 職場においては、柔軟な勤務制度や休暇制度の導

入といった、治療と仕事の両立を可能にする社内制

度の整備や、企業内におけるがん患者への理解や協

力が求められています。国においては、「事業場にお

ける治療と職業生活の両立支援のためのガイドライ

ン」を作成し、今後も更なる周知・普及を図ることと

されています。 

代のがん患者の離職防止や再就職のための就労支援

を充実させていくことが強く求められています。 

○ 国においては、がん患者等が治療と仕事を両立で

きるよう、「事業場における治療と仕事の両立支援の

ためのガイドライン」を公開するとともに、両立支援

コーディネーターの育成・配置や「企業・医療機関連

携マニュアル」等の作成・普及啓発により、病院、企

業と両立支援コーディネーターによるトライアング

ル型の社会的なサポート体制の構築に取り組んでき

ました。また、診断時から個々の事情に応じた就労支

援を行うための「治療と仕事両立プラン」を開発し、

「がん患者の就労に関する総合支援事業」において、

同プランを活用した就労支援を実施しています。 

○ がん患者の離職防止や再就職のための就労支援を

充実させるためには、職場における、柔軟な勤務制度

や休暇制度の導入、がん患者への理解や協力が必要

です。 

○ 国においては、企業の意識改革と受け入れ体制の

整備を進めるために、助成金の活用促進やポータル

サイトによる情報発信、シンポジウム等を行うとと

もに、都道府県労働局を事務局とした「地域両立支援

推進チーム」を設置し、地域における関係者のネット

ワーク構築を図っています。2019 年（令和元年）に

は、全ての労災病院及び各都道府県の産業保健総合

支援センターに両立支援コーディネーターを配置

し、特に中小企業等における両立支援の充実に向け

た社内制度導入や教育等についての具体的な支援を

実施しています。 

○ 本県においては、拠点病院のがん相談支援センタ

ーでの相談支援に加え、ワローワークに配置されて

いる「就職支援ナビゲーター」と連携した就職支援事

業等に取り組んでおり、今後も更なる支援を行う必

要があります。 

○ 雇用の受け皿となっている事業所の多くは中小零

細企業であり、従業員の健康保持や福利厚生に対し

がん患者の離職防止や再就職のための就労支援を充実

させていくことが強く求められている。 

 国は、がん患者等が治療と仕事を両立できるよう、

「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイ

ドライン」を公開するとともに、両立支援コーディネー

ターの育成・配置や「企業・医療機関連携マニュアル」

等の作成・普及啓発により、病院、企業と両立支援コー

ディネーターによるトライアングル型の社会的なサポ

ート体制の構築に取り組んできた。また、診断時から

個々の事情に応じた就労支援を行うための「治療と仕

事両立プラン」を開発し、「がん患者の就労に関する総

合支援事業」において、同プランを活用した就労支援を

実施している。 

 また、転職や再就職の相談対応について、国は、ハロ

ーワークに「就職支援ナビゲーター」を配置し、拠点病

院等を含む医療機関と連携した就職支援事業に取り組

んでいる。令和３（2021）年度時点で、134 名の就職支

援ナビゲーターを配置し、257 の医療機関と連携を行っ

ている。 

 加えて、がん患者の離職防止や再就職のための就労

支援を充実させるためには、職場における、柔軟な勤務

制度や休暇制度の導入、がん患者への理解や協力の推

進が必要である。 

 平成 28（2016）年に実施した「がん対策に関する世

論調査（内閣府）」では、がん患者が働き続けるために

必要な取組として、「通院のために短時間勤務が活用で

きること」、「１時間単位の休暇や長期の休暇が取れる

など柔軟な休暇制度」等が上位に挙がっている。また、

がん患者の実態調査では、離職理由として「仕事を続け

る自信がなくなった」、「会社や同僚、仕事関係の人々に

迷惑をかけると思った」及び「治療や静養に必要な休み

をとることが難しかった」が上位に挙がっており、職場

における治療と仕事の両立支援のための体制整備や理

解の促進を着実に推進することや、医療従事者により

治療開始前に必要な支援についての説明が確実になさ
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○ 一方、本県においては、雇用の受け皿となっている

事業所の多くは中小零細企業であり、従業員の健康

保持や福利厚生に対して十分な投資をすることがで

きない場合も多いと考えられます。 

○ したがって、がん検診向上サポーター企業登録制

度などを通じて、引き続き企業内における理解や協

力を得ていくよう取り組む必要があります。 

○ また、医療機関と企業だけでなく、都道府県、安定

所、産業保健総合支援センター等の有機的な連携を

より一層推進することが求められています。 

○ 国においては、患者が安心して復職できるよう、

「両立支援コーディネーター」を育成・配置し、主治

医等、会社・産業医及び「両立支援コーディネーター」

による、患者への「トライアングル型サポート体制」

を構築することとされています。また、「治療と仕事

両立プラン（仮称）」の開発や、医療機関向けの企業

との連携のためのマニュアルの作成・普及を行うこ

ととされています。 

 

 

 

 

（取り組むべき施策） 

○県 

・働きながら治療等を受けられる環境の整備（がん対策

全般に協力する事業所（がん検診サポーター企業等）

との連携） 

・ハローワーク等との連携によるがん患者の新規・継続

就労促進支援 

○がん診療連携拠点病院 

・がん患者に対する治療と職業生活の両立支援に関す

る周知 

・ハローワーク等との連携によるがん患者の新規・継続

就労促進支援 

 

て十分な投資ができない場合も多いと考えられるた

め、がん検診向上サポーター企業登録制度などを通

じて、引き続き企業内で理解や協力が得られるよう

取り組む必要があります。 

○ また、医療機関と企業だけでなく、都道府県、ハロ

ーワーク、産業保健総合支援センター等の有機的な

連携をより一層推進することが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（取り組むべき施策） 

○県 

・働きながら治療等を受けられる環境の整備（がん対策

全般に協力する事業所（がん検診サポーター企業等）

との連携） 

・ハローワーク等との連携によるがん患者の新規・継続

就労促進支援 

○がん診療連携拠点病院 

・がん患者に対する治療と職業生活の両立支援に関す

る周知 

・ハローワーク等との連携によるがん患者の新規・継続

就労促進支援 

 

れることが必要との指摘がある。 

 国は、企業の意識改革と受け入れ体制の整備を進め

るために、助成金の活用促進やポータルサイトによる

情報発信、シンポジウム等を行うとともに、都道府県労

働局を事務局とした「地域両立支援推進チーム」を設置

し、地域における関係者のネットワーク構築を図って

いる。令和元（2019）年には、全ての労災病院及び各都

道府県の産業保健総合支援センターに両立支援コーデ

ィネーターを配置し、特に中小企業等における両立支

援の充実に向けた社内制度導入や教育等についての具

体的な支援を実施している。 

 平成 30（2018)年度に実施された患者体験調査では、

がんと診断を受けて退職・廃業した人は就労者の

19.8％を占めており、そのうち初回治療までに退職・廃

業した人は 56.8％となっている。また、がんの診断時、

収入のある仕事をしていた人のうち、治療開始前に就

労の継続について、病院の医療スタッフから説明が「あ

った」と回答した人は 39.5％に留まっている。さらに、

治療と仕事を両立するための社内制度等を利用した患

者の割合は 36.1％、勤務上の配慮がなされていると回

答した患者の割合は、65.0％となっている。 

 

（取り組むべき施策） 

 国は、がん患者・経験者やその家族等の生活の質の向

上のため、現在の両立支援制度の効果及び課題を明ら

かにし、普及啓発、主治医から産業医への情報提供をは

じめとする医療機関等と産業保健との一層効果的な連

携等について検討する。また、国は、医療機関等におい

て就労支援に携わる者が、産業医等と連携し、患者・事

業主間の治療と仕事の両立へ向けた調整を支援できる

体制の整備に取り組む。 

 国は、再就職支援を推進する観点から、拠点病院等と

ハローワークとの連携体制の整備に引き続き取り組

む。 

 国は、就労支援の更なる充実に向けて、様々な就労形
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（個別目標） 

○「就職支援ナビゲーター」との連携による就職支援事

業等において、相談件数を増加させます。 

○すべての拠点病院において、就労に関する相談を受

けられる体制を整備します。 

○「がん検診向上サポーター企業」の登録事業所数を

2,000 とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（個別目標） 

○「就職支援ナビゲーター」との連携による就職支援事

業等において、相談件数を増加させます。 

○すべての拠点病院において、就労に関する相談を受

けられる体制を整備します。 

○「がん検診向上サポーター企業」の登録事業所数を

2,500 とします。 

 

 

 

 

 

 

②アピアランスケアについて 

（現状・課題） 

○ アピアランスケアとは、広義では「医学的・整容的・

心理社会的支援を用いて、外見の変化を補完し、外見

の変化に起因するがん患者の苦痛を軽減するケア」

のことをいいます。 

○ がん医療の進歩によって治療を継続しながら社会

生活を送るがん患者が増加しています。がんの治療

と学業や仕事との両立を可能とし、治療後も治療前

と同様の生活を維持する上で、治療に伴う外見変化

に対する医療現場でのサポートの重要性が高まって

います。 

○ また、治療による脱毛や爪の変化等について身近

な医療従事者に相談し、苦痛を軽減できるよう、医療

従事者教育プログラムの実装化に向けた研究が進め

られたほか、2021 年度（令和３年度）にはがん治療

におけるアピアランスケアガイドラインの改訂が行

われました。 

○ 患者体験調査等によると、がん治療に伴う外見の

変化に関する相談ができた患者の割合は、成人で、

2018 年度（平成 30 年度）で 28.3％、小児で 2019 年

度（令和元年度）で 51.8％となっています。 

態におけるがん患者の就労及び離職の実態を把握し、

それを踏まえた就労支援の提供体制について検討す

る。 

 国は、がん患者が治療と仕事を両立できるよう、中小

企業も含めて、企業における支援体制や、病気休暇、短

時間勤務や在宅勤務（テレワーク）など企業における休

暇制度や柔軟な勤務制度の導入等の環境整備を更に推

進するため、産業保健総合支援センター等の活用や助

成金等による支援、普及啓発に取り組む。 

 国は、両立支援コーディネーターの更なる活用に向

けて、その活動状況を把握するとともに、地域職域連携

の観点からより効果的な配置について検討する。 

 

②アピアランスケアについて 

（現状・課題） 

 アピアランスケアは、広義では「医学的・整容的・心

理社会的支援を用いて、外見の変化を補完し、外見の変

化に起因するがん患者の苦痛を軽減するケア」のこと

をいう。 

 がん医療の進歩によって治療を継続しながら社会生

活を送るがん患者が増加している。がんの治療と学業

や仕事との両立を可能とし、治療後も同様の生活を維

持する上で、治療に伴う外見変化に対する医療現場に

おけるサポートの重要性が認識されている。 

 国は、平成 30（2018）年 12 月に、運転免許申請書等

に添付する写真について、令和２（2020）年４月に、障

害者手帳の交付申請時の写真について、医療上の理由

により顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布等で覆うこと

（帽子やウィッグを使用すること）が認められるよう、

道路交通法施行規則（昭和 35 年総理府令第 60 号）や

身体障害者福祉法施行規則（昭和 25 年厚生省令第 15

号）等の一部改正を行った。 

 また、治療による脱毛や爪の変化等について身近な

医療従事者に相談し、苦痛を軽減できるよう、医療従事

者教育プログラムの実装化に向けた研究が進められた
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○ 本県では、令和４年度からがん患者に対する医療

用補正具等の購入費補助としてアピアランスケア支

援事業を開始しました。 

 

 

 

 

（取り組むべき施策） 

○県 

・がんに関する正しい知識の啓発 

・医療用補正具等の購入費補助 

○医療機関 

・アピアランスケア等を含むがん患者等に対する相談

支援及び情報提供 

 

（個別目標） 

○ 【再掲】相談支援センターへの相談件数を増加させ

ます。 

 

③がん診断後の自殺対策について 

（現状・課題） 

○ がん患者の自殺については、2016 年（平成 28 年）

１月から 12月にがんと診断された患者1,070,876 人

のうち、がん診断後２年以内に 660 人が自殺で亡く

なっています（対象がん患者10万人あたり 61.6人）。

また、年齢・性別を調整した同じ時期の一般人口と比

較した自殺リスクは診断後の期間が短いほど高く、

がん診断から１か月以内では 4.40 倍、２～３か月で

は 2.61 倍、４～６か月では 2.17 倍、７～12 か月で

は 1.76 倍、13～24 か月では 1.31 倍となっています。 

○ がん患者の自殺は、がん対策における重要な課題

であり、医療従事者等による自殺リスクの高い患者

へ適切な支援が行われる体制の整備が必要です。

2022 年（令和４年）整備指針改定において、拠点病

院等は、がん患者の自殺リスクに対する対応方法や

ほか、令和３（2021）年度にはがん治療におけるアピア

ランスケアガイドラインの改訂が行われた。 

 患者体験調査等によると、がん治療に伴う外見の変

化に関する相談ができた患者の割合は、成人で、平成 30

（2018）年度で 28.3％、小児で令和元（2019）年度で

51.8％となっている。 

 

（取り組むべき施策） 

 国は、アピアランスケアについて、患者やその家族等

が正しい知識を身につけられるよう、医療従事者を対

象とした研修等を引き続き開催するとともに、相談支

援及び情報提供の在り方について検討する。 

 国は、アピアランスケアの充実に向けて、拠点病院等

を中心としたアピアランスケアに係る相談支援・情報

提供体制の構築について検討する。 

 

 

 

 

③がん診断後の自殺対策について 

（現状・課題） 

 がん患者の自殺については、平成 28（2016）年１月

から 12 月にがんと診断された患者 1,070,876 人のう

ち、がん診断後２年以内に 660 人が自殺で亡くなって

いる（対象がん患者 10 万人あたり 61.6 人）。また、年

齢・性別を調整した同じ時期の一般人口と比較した自

殺リスクは診断後の期間が短いほど高く、がん診断か

ら１か月以内では 4.40 倍、２～３か月では 2.61 倍、

４～６か月では 2.17 倍、７～12 か月では 1.76 倍、13

～24 か月では 1.31 倍となっている。 

 このように、がん患者の自殺は、がん対策における重

要な課題であり、医療従事者等により自殺リスクの高

い患者へ適切な支援が行われる体制の整備が必要であ

る。令和４（2022）年整備指針改定において、拠点病院

等は、がん患者の自殺リスクに対する対応方法や関係
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②就労以外の社会的な問題について 

（現状） 

○がんの治療成績の向上に伴い、がん経験者は増加し

ており、就労支援のみならず、がん患者・経験者のＱ

ＯＬ向上に向けた取組が求められます。 

○社会的な問題としては、がんに対する「偏見」があり、

地域によっては、がんの罹患そのものが日常生活の

大きな障壁となること、自身ががんであることを自

由に話すことができず、がん患者が社会から隔離さ

れてしまうことがあることや、離島、僻地における通

院等に伴う経済的な課題、がん治療に伴う外見（アピ

アランス）の変化（爪、皮膚障害、脱毛等）、診療早

期における生殖機能の温存、後遺症及び性生活（セク

シャリティ）に関する相談支援並びに情報提供の体

関係機関との連携についての共通フローの作成、関

係職種に情報共有を行う体制の構築、自施設に精神

科等がない場合の地域の医療機関との連携体制の確

保が定められたところです。 

○ 国において、がん患者の診断後の自殺対策につい

て、医療従事者等が正しい知識を身につけられるよ

う、研修等の開催や、相談支援及び情報提供のあり方

のほか、がん患者の自殺リスクやその背景等につい

て実態把握を行い、必要な対応について検討するこ

ととされます。 

 

（取り組むべき施策） 

○県 

・がんに関する正しい知識の啓発 

○医療機関 

・がん患者等に対する相談支援及び情報提供 

 

（個別目標） 

○ 【再掲】相談支援センターへの相談件数を増加させ

ます。 

 

④その他の社会的な問題について 

（現状・課題） 

○ がんの治療成績の向上に伴い、がん経験者は増加

しており、就労支援、アピアランスケア、自殺対策に

留まらない、がん患者・経験者のＱＯＬ向上に向けた

取組が求められています。 

○ がん患者における社会的な問題として、離島、へき

地における通院、高額な医療費の負担、患者やその家

族等の離職・休職に伴う収入の減少等による経済的

な課題や、一定の周知はなされているものの障害年

金等の制度が利用可能なことを知らず、必要な支援

につながっていない場合があります。また、障害があ

るがん患者については、がん診断の遅れや標準的治

療への障壁があることや、その詳細が把握できてい

機関との連携についての共通フローの作成、関係職種

に情報共有を行う体制の構築、自施設に精神科等がな

い場合の地域の医療機関との連携体制の確保が定めら

れた。 

 

 

 

 

 

 

（取り組むべき施策） 

 国は、がん患者の診断後の自殺対策について、医療従

事者等が正しい知識を身につけられるよう、研修等の

開催や、相談支援及び情報提供の在り方について検討

する。 

 国は、がん診断後の自殺対策を推進するため、がん患

者の自殺リスクやその背景等について実態把握を行

い、必要な対応について検討する。 

 

 

 

④その他の社会的な問題について 

（現状・課題） 

 がんの治療成績の向上に伴い、がん経験者は増加し

ており、就労支援、アピアランスケア、自殺対策に留ま

らない、がん患者・経験者のＱＯＬ向上に向けた取組が

求められる。 

 がん患者における社会的な問題として、離島、僻へき

地における通院、高額な医療費の負担、患者やその家族

等の離職・休職に伴う収入の減少等による経済的な課

題や、一定の周知はなされているものの障害年金等の

制度が利用可能なことを知らず、必要な支援につなが

っていない場合があること等が指摘されている。また、

障害があるがん患者については、がん診断の遅れや標

準的治療への障壁があるなどの指摘がされているが、
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制が構築されていないこと等が指摘されています。

また、がん患者の自殺の問題に取り組むことも求め

られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（取り組むべき施策） 

○県 

・がんに関する正しい知識の啓発 

○医療機関 

・アピアランス支援等を含むがん患者等に対する相談

支援及び情報提供 

 

 

 

 

 

 

 

（個別目標） 

○ 【再掲】相談支援センターにおける相談件数を増加

ないなど対応が医療機関ごとに異なる等の課題があ

ります。 

○ また、がんに対する「偏見」について、地域によっ

ては、がんの罹患そのものが日常生活の大きな障壁

となること、自身ががんであることを自由に話すこ

とができず、がん患者が社会から孤立してしまうこ

とがあります。 

○ 2018 年度（平成 30 年度）の患者体験調査による

と、がん経験者のうち、周囲から不要に気を遣われて

いると感じる割合は 12.3％、家族以外の周囲の人か

らがんに対する偏見を感じると思う割合は 5.3％と

なっており、がん診断後には、疎外感や以前とは異な

る特別な扱いを受けていると感じるがん患者がいま

す。 

○ また、がんの治療後、日常生活に復帰して一定期間

経過した後も、「がん患者」であったことで周囲から

異なる扱いを受けたことがあるなど、本当の意味で

「がんの克服」についての理解が不十分ではないか

との指摘もあります。 

 

（取り組むべき施策） 

○県 

・がんに関する正しい知識の啓発 

・民間団体や患者団体等と連携した普及啓発 

○医療機関 

・がん患者等に対する相談支援及び情報提供 

 

 

 

 

 

 

 

（個別目標） 

○ 【再掲】相談支援センターへの相談件数を増加させ

その詳細が把握できていないことや、対応が医療機関

ごとに異なることが課題である。 

 また、がんに対する「偏見」について、地域によって

は、がんの罹患そのものが日常生活の大きな障壁とな

ること、自身ががんであることを自由に話すことがで

きず、がん患者が社会から孤立してしまうことがある

ことが指摘されている。 

 平成 30（2018)年度の患者体験調査によると、がん経

験者のうち、周囲から不要に気を遣われていると感じ

る割合は 12.3％、家族以外の周囲の人からがんに対す

る偏見を感じると思う割合は 5.3％となっており、がん

診断後には、疎外感や以前とは異なる特別な扱いを受

けていると感じるがん患者がいる。 

 また、がんの治療後、日常生活に復帰して一定期間経

過した後も、「がん患者」であったことで周囲から異な

る扱いをされることがあるなど、本当の意味での「がん

の克服」について理解が不十分ではないかとの指摘も

ある。 

 

 

（取り組むべき施策） 

 国は、高度化する治療へのアクセスを確保するため、

患者・経験者・家族等の経済的な課題等を明らかにし、

関係機関や関係学会等と協力して、利用可能な施策の

周知や課題解決に向けた施策について検討する。 

 国は、障害がある等により情報取得や意思疎通に配

慮が必要ながん患者の実態やニーズ、課題を明らかに

し、がん検診や医療へのアクセス等の在り方について

検討する。 

 地方公共団体は、がんに対する「偏見」の払拭や正し

い理解につながるよう、民間団体や患者団体等と連携

し、普及啓発に努める。 

 

【個別目標】 

 就労支援及び治療と仕事の両立支援の推進、アピア
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させます。 ます。 ランスの変化や自殺、偏見等への対策により、患者がが

んと診断を受けた後も社会的課題による苦痛を受ける

ことがないような社会を目指す。 

 

（５）ライフステージに応じたがん対策 

 がんによって、個々のライフステージごとに、異なっ

た身体的問題、精神心理的問題及び社会的問題が生じ

ることから、小児・ＡＹＡ世代や高齢者のがん対策な

ど、他の世代も含めた「ライフステージに応じたがん対

策」を講じていく必要があります。 

①小児・ＡＹＡ世代について 

（現状） 

○ 小児・ＡＹＡ世代のがんは、他の世代に比べて患者

数が少なく、疾患構成も多様であり、医療従事者に診

療や相談支援の経験が蓄積されにくいこと、乳幼児

から思春期・若年成人世代まで幅広いライフステー

ジで発症し、晩期合併症のため、治療後も長期にわた

りフォローアップを要すること及び年代によって就

学、就労、生殖機能等の状況が異なり、心理社会的状

況も様々であって個々の状況に応じた多様なニーズ

が存在することから、成人のがんとは異なる対策が

求められています。 

○ 小児・ＡＹＡ世代のがん患者の中には、成長過程に

あり、教育を受けている者がいることから、治療を受

けながら学業を継続できるよう、入院中・療養中の教

育支援、退院後の学校・地域での受入れ体制の整備等

の教育環境の更なる整備が求められています。 

○ 小児・ＡＹＡ世代のがん経験者は、晩期合併症等に

より就職が困難な場合があるため、就労支援に当た

っては、成人発症のがん患者とニーズや課題が異な

ることを踏まえる必要があります。 

○ 小児・ＡＹＡ世代の緩和ケアは、家族に依存してお

り、家族が離職する場合があるなど、家族の負担が非

常に大きい状況にあります。 

○ こうした現状を踏まえ、国においては、がん診療連

（４）ライフステージに応じた療養環境への支援 

 

 

 

 

 

①小児・ＡＹＡ世代について 

（現状・課題） 

○ がんによって、個々のライフステージごとに、異な

った身体的問題、精神心理的問題及び社会的問題が

生じることから、患者のライフステージに応じたが

ん対策を講じていく必要があります。 

○ 国においては、高等学校段階の取組が遅れている

との指摘を踏まえ、2019 年度（令和元年度）及び 2020

年度（令和２年度）に、「高等学校段階における入院

生徒に対する教育保障体制整備事業」を実施し、在籍

校・病院・教育委員会等の関係機関が連携して病気療

養児を支援する体制の構築方法に関する調査研究を

行いました。2021 年度（令和３年度）からは「高等

学校段階の病気療養中等の生徒に対するＩＣＴを活

用した遠隔教育の調査研究事業」を実施し、ＩＣＴを

活用した効果的な遠隔教育の活用方法等の調査研究

を行っています。さらに、厚生労働科学研究におい

て、がん患者の高校教育の支援の好事例の収集や実

態・ニーズ調査を実施し、高校教育の提供方法の開発

と実用化に向けた研究を進めています。 

○ 治療開始前に、教育支援等について医療従事者か

ら説明があったと回答した人の割合は、2019 年度（令

和元年度）で 68.1％、治療中に学校や教育関係者か

ら治療と教育の両立に関する支援を受けた家族の割

合は 76.6％となっており、全ての患者に対応できる

（４）ライフステージに応じた療養環境への支援 

 

 

 

 

 

①小児・ＡＹＡ世代について 

（現状・課題） 

 がんによって、個々のライフステージごとに、異なっ

た身体的問題、精神心理的問題及び社会的問題が生じ

ることから、患者のライフステージに応じたがん対策

を講じていく必要がある。 

 小児・ＡＹＡ世代のがん患者に対する教育について

は、法第 21 条において、「国及び地方公共団体は、小児

がんの患者その他のがん患者が必要な教育と適切な治

療とのいずれをも継続的かつ円滑に受けることができ

るよう、必要な環境の整備その他の必要な施策を講ず

るものとする」とされている。 

 現在、国は、小児がん拠点病院を全国に 15 か所指定

しており、その指定要件として、院内学級体制及び家族

等が利用できる宿泊施設（長期滞在施設）又はこれに準

じる施設が整備されていることを定めている。 

 また、国は、高等学校段階の取組が遅れているとの指

摘を踏まえ、令和元（2019）年度及び令和２（2020）年

度に、「高等学校段階における入院生徒に対する教育保

障体制整備事業」を実施し、在籍校・病院・教育委員会

等の関係機関が連携して病気療養児を支援する体制の

構築方法に関する調査研究を行った。令和３（2021）年

度からは「高等学校段階の病気療養中等の生徒に対す

るＩＣＴを活用した遠隔教育の調査研究事業」を実施

し、ＩＣＴを活用した効果的な遠隔教育の活用方法等
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携拠点病院等の整備指針の見直しを行うなど、小児・

ＡＹＡ世代のがんの経験者が治療後の年齢に応じ

て、継ぎ目なく診療や長期フォローアップを受けら

れる体制の整備を進めることとされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（取り組むべき施策） 

○県 

・県内の医療機関と小児がん拠点病院との連携促進 

○がん診療連携拠点病院 

よう更なる対策が求められています。 

○ また、小児期にがんに罹患したがん経験者につい

て、晩期合併症などの長期フォローアップや移行期

支援など、ライフステージに応じて、成人診療科と連

携した切れ目ない相談支援体制を構築することが求

められています。国においては、地域の実情に応じて

構築できるよう、患者の健康管理の方法、地域におけ

る療養の在り方、再発・二次がん・併存疾患のフォロ

ーアップ体制等の医療・支援の在り方について検討

することとされています。 

○ 小児・ＡＹＡ世代のがん経験者は、晩期合併症等に

より、就職が困難な場合があるため、就労支援に当た

っては、成人でがんを発症した患者と、ニーズや課題

が異なることを踏まえる必要があります。 

○ さらに、人生の最終段階における療養場所として、

一定数のがん患者が自宅や地域で過ごすことを希望

しており、小児・ＡＹＡ世代のがん患者についても在

宅での療養環境の整備が求められています。ＡＹＡ

世代のがん患者は、利用できる支援制度に限りがあ

る等の理由から、在宅で療養することを希望しても、

本人やその家族等の身体的・精神心理的・経済的な負

担が大きいことが指摘されています。 

○ 県においては、令和２年度から小児・ＡＹＡ世代が

ん患者総合支援事業として、在宅ケアが必要ながん

患者に対し支援を実施してきました。 

 

 

 

 

 

 

（取り組むべき施策） 

○県 

・県内の医療機関と小児がん拠点病院との連携促進 

○がん診療連携拠点病院 

の調査研究を行っている。さらに、厚生労働科学研究に

おいて、がん患者の高校教育の支援の好事例の収集や

実態・ニーズ調査を実施し、高校教育の提供方法の開発

と実用化に向けた研究を進めている。 

 治療開始前に、教育支援等について医療従事者から

説明があったと回答した人の割合は、令和元（2019）年

度で 68.1％、治療中に学校や教育関係者から治療と教

育の両立に関する支援を受けた家族の割合は 76.6％と

なっており、全ての患者に対応できるよう更なる対策

が求められる。 

 また、小児期にがんに罹患したがん経験者について、

晩期合併症などの長期フォローアップや移行期支援な

ど、ライフステージに応じて、成人診療科と連携した切

れ目ない相談支援体制を構築することが求められてい

るほか、小児・ＡＹＡ世代のがん経験者は、晩期合併症

等により、就職が困難な場合があるため、就労支援に当

たっては、成人でがんを発症した患者と、ニーズや課題

が異なることを踏まえる必要がある。 

 さらに、人生の最終段階における療養場所として、一

定数のがん患者が自宅や地域で過ごすことを希望して

いる中、小児・ＡＹＡ世代のがん患者の在宅での療養環

境の整備が求められている。ＡＹＡ世代のがん患者は、

利用できる支援制度に限りがある等の理由から、在宅

で療養することを希望しても、患者やその家族等の身

体的・精神心理的・経済的な負担が大きいことが指摘さ

れている。これに対して、いわゆる「こどもホスピス」

など独自の支援を行っている地方公共団体や民間団体

等も複数存在しているが、その実態については明らか

ではないことから、その把握に向けた取組に着手して

いる。 

 

（取り組むべき施策） 

 国は、教育支援の充実に向けて、医療従事者と教育関

係者との連携に努めるとともに、療養中に教育を必要

とする患者が適切な教育を受けることのできる環境の
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・拠点病院等の整備指針の見直しを踏まえた体制整備 

○医療機関 

・晩期障害、再発等長期フォローアップ体制の確立 

・終末期に苦痛なく過ごすことができるよう小児・ＡＹ

Ａ世代のがんに対応できる緩和ケアチームの確立 

○関係機関 

・入退院に伴い、療養中も適切な教育を受けることので

きる環境の整備や、復学・就学の支援等の教育支援が

円滑に進むよう教育関係機関との連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②高齢者について 

（現状） 

○ 高齢者は、入院をきっかけに認知症と診断される

場合や、既にある認知症の症状が悪化する場合があ

るため、がん医療における意思決定等について、一定

の基準が必要です。 

○ 高齢者ががんに罹患した際には、医療と介護との

連携の下で適切ながん医療を受けられることが重要

であり、医療従事者のみならず、介護従事者について

も、がんに関する十分な知識が必要です。 

○ こうした現状を踏まえ、国においては、高齢のがん

患者の意思決定の支援に関する診療ガイドラインを

策定することとされています。 

 

 

 

 

・拠点病院等の整備指針の見直しを踏まえた体制整備 

○医療機関 

・晩期合併症、再発等長期フォローアップ体制の確立 

・終末期に苦痛なく過ごすことができるよう小児・ＡＹ

Ａ世代のがんに対応できる緩和ケアチームの確立 

○関係機関 

・入退院に伴い、療養中も適切な教育を受けることので

きる環境の整備や、復学・就学の支援等の教育支援が

円滑に進むよう教育関係機関との連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②高齢者について 

（現状・課題） 

○ 高齢のがん患者については、認知機能低下により、

身体症状や意思決定能力、治療のアドヒアランス、有

害事象の管理などに影響を及ぼす可能性があること

や、認知症の進行により日常生活における支援が必

要となることなどが指摘されており、身体的な状況

や社会的背景などに合わせた様々な配慮をしていく

必要があります。 

○ また、高齢のがん患者については、認知症の発症や

介護の必要性など、家族等の負担が大きくなること

から、本人の意思を尊重しつつ、家族等に対する早期

からの情報提供や相談支援体制づくりに取り組む必

要があります。 

○ 国は、厚生労働科学研究において、高齢のがん患者

に対する多職種による意思決定支援プログラムの研

究・開発を行っています。また、意思決定支援の取組

整備、就学・復学支援等の体制整備を行う。また、ＩＣ

Ｔを活用した遠隔教育について、課題等を明らかにす

るため、実態把握を行う。 

 国は、長期フォローアップや移行期支援など、成人診

療科と連携した切れ目ない支援体制が、地域の実情に

応じて構築できるよう、患者の健康管理の方法、地域に

おける療養の在り方、再発・二次がん・併存疾患のフォ

ローアップ体制等の医療・支援の在り方について検討

する。 

 国は、小児・ＡＹＡ世代のがん経験者の就労における

課題の克服に向けて、ハローワークや地域若者サポー

トステーション等を含む就労支援に関係する機関や患

者団体と連携した取組を引き続き推進する。 

 国は、小児・ＡＹＡ世代のがん患者の療養環境の課題

等について実態把握を行い、診断時からの緩和ケア提

供体制や在宅療養環境等の体制整備について、関係省

庁と連携して検討する。 

 

②高齢者について 

（現状・課題） 

 高齢のがん患者については、認知機能低下により、身

体症状や意思決定能力、治療のアドヒアランス、有害事

象の管理などに影響を及ぼす可能性があることや、認

知症の進行により日常生活における支援が必要となる

ことなどが指摘されており、身体的な状況や社会的背

景などに合わせた様々な配慮をしていく必要がある。 

 また、高齢のがん患者については、認知症の発症や介

護の必要性など、家族等の負担が大きくなることから、

家族等に対する早期からの情報提供・相談支援体制が

必要であり、本人の意見を尊重しつつ、これらに取り組

む必要がある。 

 国は、厚生労働科学研究において、高齢のがん患者に

対する多職種による意思決定支援プログラムの研究・

開発を行っている。また、意思決定支援の取組を推進す

るため、令和４（2022）年整備指針改定において、拠点
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（取り組むべき施策） 

○医療機関 

・高齢者のがん患者の意思決定の支援に関する診療 

ガイドラインに基づく診療体制の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（個別目標） 

○ 【再掲】小児・ＡＹＡ世代のがんの経験者に対する

体制整備のため国が見直しを行う「がん診療連携拠

点病院の整備に関する指針」に対応し、適切な体制を

整備します。また、国が策定するガイドラインに基づ

き、高齢のがん患者の意思決定支援の体制を整備し

ます。 

を推進するため、2022 年（令和４年）整備指針改定

において、拠点病院等は、高齢者のがんに関して、「意

思決定能力を含む機能評価を行い、各種ガイドライ

ンに沿って、個別の状況を踏まえた対応をしている

こと」としました。 

 

（取り組むべき施策） 

○医療機関 

・高齢者がん患者診療ガイドラインに基づく診療体制

の整備 

病院等は、高齢者のがんに関して、「意思決定能力を含

む機能評価を行い、各種ガイドラインに沿って、個別の

状況を踏まえた対応をしていること」とした。 

 

 

 

（取り組むべき施策） 

 拠点病院等は、高齢のがん患者への支援を充実させ

るため、地域の医療機関やかかりつけ医、在宅療養支援

診療所、訪問看護事業所等の医療・介護を担う機関、関

係団体、地方公共団体等と連携し、患者やその家族等の

療養生活を支えるための体制を整備するとともに、地

域における課題について検討する。 

 国は、高齢のがん経験者のＱＯＬの向上を目指し、高

齢のがん患者が抱える課題について実態把握を行い、

長期療養の中で生じる有害事象などに対応できるよ

う、患者の健康管理の方法、地域における療養の在り

方、再発・二次がん・併存疾患のフォローアップ体制等

について検討する。 

 国は、高齢のがん患者の、人生の最終段階における療

養場所等の選択に関する意思決定を支援するための方

策について検討する。 

 

【個別目標】 

 小児・ＡＹＡ世代の患者への教育、就労、長期フォロ

ーアップ等の支援や、高齢のがん患者への療養環境へ

の支援を行うことで、がん患者がライフステージごと

に抱える問題に対し、適切な支援を受けられることを

目指す。 

４これらを支える基盤の整備 

 がん対策における横断的な対応が必要とされる基盤

として、「人材育成」及び「がん教育」を位置づけ、一

層の対策を講じます。 

４．これらを支える基盤の整備 ４．これらを支える基盤の整備 

 （１）全ゲノム解析等の新たな技術を含む更なるがん （１）全ゲノム解析等の新たな技術を含む更なるがん
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研究の推進 

（現状・課題） 

○ 我が国における全ゲノム解析等を推進するため、

2019 年（令和元年）12 月にがんや難病領域の「全ゲ

ノム解析等実行計画（第１版）」が策定されました。

その後、臨床情報と全ゲノム解析の結果等の情報を

連携させ搭載する情報基盤を構築し、がん・難病に係

る研究・創薬等への利活用を更に推進するため、2022

年（令和４年）９月に、「全ゲノム解析等実行計画

2022」が策定されました。 

○ 「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計

画」（2022 年（令和４年）６月７日閣議決定）におい

ても、重点投資すべき分野として、「人への投資と分

配」及び「科学技術・イノベーションへの重点的投資」

が盛り込まれ、大学等をはじめとする研究開発の体

制整備が期待されており、こうした中で、がん医療に

ついても人材育成や研究基盤の整備を加速させてい

く必要があるとされています。 

○ 国においては、「がん研究 10 か年戦略」の中間評

価報告書や本基本計画を踏まえ、がん研究の更なる

充実に向け、戦略の見直しを行う。また、関係省庁が

協力し、多様な分野を融合させた先端的な研究を推

進することにより、治療法の多様化に向けた取組を

より一層推進するとされています。 

○ また国においては、がん対策の一層の推進に向け

て、第４期進基本計画における各分野の政策課題の

解決に資する研究を推進することとされています。

加えて、医療の質の向上及び均てん化の推進等の観

点から、まずは各分野の取組の地域間、医療機関間の

格差を測定するための指標やその評価方法に係る研

究を推進することとしています。 

 

 

 

 

研究の推進 

（現状・課題） 

 我が国のがん研究の総合的かつ計画的な推進に向け

て、平成 26（2014）年度に、厚生労働大臣、文部科学

大臣、経済産業大臣により「がん研究 10 か年戦略」（以

下「戦略」という。）が策定された。戦略においては、

平成 27（2015）年４月に設立されたＡＭＥＤと協力し

ながら、長期的視点を持って研究成果を産み出すこと

としている。 

 平成 30（2018）年には、第３期基本計画の策定等を

踏まえ、戦略の中間評価を行い、「がん研究全体として

概ね順調に進捗している」とされた。また、我が国のが

ん研究に関する現在の課題を把握するとともに、戦略

の後半期間にあたる令和元（2019）年から令和５（2023）

年に重点的に取り組むべき研究について取りまとめ

た。 

 一方で各研究分野について、患者及びがん経験者の

参画をより一層推進し、患者及びがん経験者目線で必

要とされている領域の研究や、臨床現場でニーズの高

い領域の研究を推進していく必要があることが指摘さ

れた。 

 また、厚生労働省の「がん対策推進総合研究事業」に

おいては、戦略及び第３期基本計画に基づくさまざま

な政策的課題を解決するための研究を行っている。 

 我が国における全ゲノム解析等を推進するため、令

和元（2019）年 12 月にがんや難病領域の「全ゲノム解

析等実行計画（第１版）」が策定された。その後、臨床

情報と全ゲノム解析の結果等の情報を連携させ搭載す

る情報基盤を構築し、がん・難病に係る研究・創薬等へ

の利活用を更に推進するため、令和４（2022）年９月に、

「全ゲノム解析等実行計画 2022」が策定された。 

 「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」

（令和４（2022）年６月７日閣議決定）においても、重

点投資すべき分野として、「人への投資と分配」及び「科

学技術・イノベーションへの重点的投資」が盛り込ま
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（取り組むべき施策） 

○拠点病院 

・国の「全ゲノム解析等実行計画 2022」の進捗状況を

踏まえたがんゲノム医療の推進 

れ、大学等をはじめとする研究開発の体制整備が期待

されており、こうした中で、がん医療についても人材育

成や研究基盤の整備を加速させていく必要がある。 

 健康・医療分野におけるムーンショット型研究開発

事業については、令和３（2021）年４月 16 日の日米共

同声明（日米競争力・強靱性（コア）パートナーシップ）

に「がんムーンショット」が盛り込まれたことを踏ま

え、ＡＭＥＤにおいて、日米連携による「がんゼロ社会」

に向けた研究開発のＰＭ（プロジェクトマネジャー）が

令和４（2022）年９月に採択された。 

 内閣府原子力委員会において策定された「医療用等

ラジオアイソトープ製造・利用推進アクションプラン」

（令和４（2022）年５月 31 日）では、今後 10 年の間に

実現すべき目標として「国産ラジオアイソトープによ

る核医学治療の患者への提供」等が掲げられ、その実現

に向けた具体的取組として、ＲＩを用いた診断・治療の

研究開発に対する支援等を推進すること等が示されて

いる。 

 

（取り組むべき施策） 

 国は、「がん研究 10 か年戦略」の中間評価報告書や

本基本計画を踏まえ、がん研究の更なる充実に向け、戦

略の見直しを行う。また、関係省庁が協力し、多様な分

野を融合させた先端的な研究を推進することにより、

治療法の多様化に向けた取組をより一層推進する。 

 ＡＭＥＤは、基礎的な研究から実用化に向けた研究

までを一体的に推進するため、有望な基礎研究の成果

の厳選及び医薬品・医療機器の開発と企業導出を速や

かに行うための取組を引き続き推進する。 

 国は、「全ゲノム解析等実行計画 2022」を着実に進め、

ゲノム情報等により、患者等に不利益が生じないよう

留意しつつ、新たな予防・早期発見法等の開発を含めた

患者還元や、がんや難病に係る研究・創薬への利活用等

を推進する。 

 国は、がん対策の一層の推進に向けて、本基本計画に
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おける各分野の政策課題の解決に資する研究を推進す

る。また、格差の解消に向け、医療の質の向上及び均て

ん化の推進等の観点から、まずは各分野の取組の地域

間、医療機関間の差を測定するための指標やその評価

方法に係る研究を推進する。 

 

【個別目標】 

 がん研究の更なる促進により、がん予防に資する技

術開発の推進や医薬品・医療機器等の開発によるがん

医療の充実を図るとともに、がん患者やその家族等の

療養生活に関する政策課題の解決を図る。 

 

（１）人材育成 

（現状） 

○ 集学的治療等の提供については、引き続き、手術療

法、放射線療法、薬物療法及び免疫療法を専門的に行

う医療従事者を養成するとともに、がん医療に関す

る基本的な知識や技能を有し、がん医療を支えるこ

とのできる薬剤師、看護師等の人材を養成していく

必要があります。 

○ 拠点病院等においては、がん医療に関する専門資

格等取得者の確保に努めるとともに、医療従事者の

各種研修の受講を促進しています。県においては、国

立がん研究センターによる研修の実施に関する周知

のほか、佐賀県看護協会と連携してがん看護研修を

実施するなど、研修機会の提供に努めています。 

 

[図表] 

 

 

 

 

 

 

 

（２）人材育成の強化 

（現状・課題） 

○ がん医療の現場を担う人員の不足や、がん医療を

担う人材育成の医療機関間の差が、患者に提供され

る医療の医療機関間、地域間における差の要因の一

つとなっています。集学的治療等の提供については、

引き続き、関係学会・団体等と連携しつつ、手術療法、

放射線療法、薬物療法及び免疫療法を専門的に行う

医療従事者を養成するとともに、医療従事者と協力

して、がん医療に関する基本的な知識や技能を有し、

がん医療を支えることのできる医療従事者を養成し

ていく必要があります。 

○ 拠点病院においては、がん医療に関する専門資格

等取得者の確保に努めるとともに、医療従事者の各

種研修の受講を促進しています。 

○ 本県においては、国立がん研究センターによる研

修の実施に関する周知のほか、佐賀県看護協会と連

携してがん看護研修を実施するなど、研修機会を提

供しています。 

 

[図表挿入] 

 

 

（２）人材育成の強化 

（現状・課題） 

 がん医療の現場を担う人員の不足や、がん医療を担

う人材育成の医療機関間の差が、患者に提供される医

療の医療機関間、地域間における差の要因の一つとな

っている。集学的治療等の提供については、引き続き、

関係学会・団体等と連携しつつ、手術療法、放射線療法、

薬物療法及び免疫療法を専門的に行う医療従事者を養

成するとともに、こうした医療従事者と協力して、がん

医療に関する基本的な知識や技能を有し、がん医療を

支えることのできる医療従事者を養成していく必要が

ある。 

 国は、これまで、拠点病院等を中心に、医療チームに

よる適切な集学的治療等を提供するため、「がん対策推

進総合研究事業」等における緩和ケア研修、がんゲノム

医療コーディネーター研修会、小児・ＡＹＡ世代のがん

の長期フォローアップに関する研修会等の人材育成の

ための支援を行ってきた。緩和ケア研修修了者数、がん

ゲノム医療コーディネーター研修会参加人数、小児・Ａ

ＹＡ世代のがんの長期フォローアップに関する研修会

参加人数は、それぞれ増加している。 

 また、平成 29（2017）年度から令和３（2021）年度

まで、多様な新ニーズに対応する「がん専門医療人材
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（取り組むべき施策） 

○県 

・がん診療に携わる医療従事者向けの研修会等の実施 

・国立がん研究センター等が実施する研修会等の周知 

○がん診療連携拠点病院 

・がん診療に携わる医療従事者（医師、看護師、薬剤師

等）の研修等への参加促進 

 

 

 

 

 

 

 

（個別目標） 

○ がん診療に関する資格取得者数を増加させます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（取り組むべき施策） 

○県 

・がん診療に携わる医療従事者向けの研修会等の実施 

・国立がん研究センター等が実施する研修会等の周知 

○がん診療連携拠点病院 

・がん診療に携わる医療従事者（医師、看護師、薬剤師

等）の研修等への参加促進 

 

 

 

 

 

 

 

（個別目標） 

○ がん診療に関する資格取得者数を増加させます。 

（がんプロフェッショナル）」養成プランを行い、がん

専門医療人材の養成として、特にゲノム医療や希少が

ん及び小児がんに対応できる高度がん医療人材の育成

や、ライフステージに応じたがん対策を推進する人材

の育成に取り組む大学への支援を実施し、がん医療人

材養成の拠点大学における優れた取組の他大学等への

普及を推進してきた。 

 今後、臨床面では、がん診療に従事する専門職や、が

ん患者の症状緩和やがん経験者のケアにあたる人材、

ＱＯＬの向上及び終末期医療を担う人材などの育成が

必要とされている。また、同時に、急速に高度化するが

ん医療において、分野横断的な対応が必要となり、腫瘍

循環器学や腫瘍腎臓病学等のがん関連学際領域に対応

できる人材や医療ビッグデータの解析専門家、個別化

医療・創薬研究を担う人材など、新たに必要とされるス

ペシャリストの育成が重要な課題となっている。 

 

（取り組むべき施策） 

 国は、関係学会・団体等と連携しつつ、がん医療の現

場で顕在化している課題に対応する人材、がん予防の

推進を行う人材、新たな治療法を開発できる人材等の

専門的な人材の育成を推進する。また、専門的な人材の

育成の在り方を検討するに当たっては、高齢化や人口

減少等の背景を踏まえ、人材の効率的な活用等の観点

を含め検討する。 

 がん医療の高度化が進む中で、がん対策を一層推進

する観点から、拠点病院等を中心に、専門的な人材の育

成及び配置に積極的に取り組む。また、地域のがん医療

や緩和ケア等を担う人材の育成及び配置について、拠

点病院等や地域の職能団体が中心となって取り組む。 

 

【個別目標】 

 がん医療における人材育成の強化により、がん専門

医療人材が拠点病院等を中心に、適正に配置されるこ

とを目指す。 
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（２）がん教育 

（現状） 

○ 健康については、子どもの頃から教育を受けるこ

とが重要であり、子どもが健康と命の大切さについ

て学び、自らの健康を適切に管理するとともに、がん

に対する正しい知識、がん患者への理解及び命の大

切さに対する認識を深めることが大切です。また、こ

れらをより一層効果的なものとするため、医師やが

ん患者・経験者等の外部講師を活用し、子どもに、が

んの正しい知識やがん患者・経験者の声を伝えるこ

とが重要です。 

○ 本県では、2014 年度（平成 26 年度）から、国の「が

んの教育総合支援事業」を活用し、県内の小中学校・

高等学校から毎年モデル校を選定し、がん教育を実

施するとともに、教職員の資質向上のため研修会を

開催しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）がん教育及びがんに関する知識の普及啓発 

（現状・課題） 

○ こどもが健康と命の大切さについての学びを通し

て、自らの健康を適切に管理することや、がんに対す

る正しい知識、がん患者への理解及び命の大切さに

対する認識を深めることが大切です。これらをより

一層効果的なものとするため、医師やがん患者・経験

者等の外部講師を活用し、こどもに、生活習慣や遺伝

子等のがんの発生に関する基本的な情報も含めたが

んの正しい知識やがん患者・経験者の声を伝えるこ

とが重要です。 

○ 本県では、2014 年度（平成 26 年度）から、国の「が

んの教育総合支援事業」を活用し、県内の小中学校・

高等学校から毎年モデル校を選定し、がん教育を実

施するとともに、教職員の資質向上のため研修会を

開催しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）がん教育及びがんに関する知識の普及啓発 

（現状・課題） 

 こどもが健康と命の大切さについて学び、自らの健

康を適切に管理するとともに、がんに対する正しい知

識、がん患者への理解及び命の大切さに対する認識を

深めることが大切である。これらをより一層効果的な

ものとするため、医師やがん患者・経験者等の外部講師

を活用し、こどもに、生活習慣や遺伝子等のがんの発生

に関する基本的な情報も含めたがんの正しい知識やが

ん患者・経験者の声を伝えることが重要である。 

 国は、学習指導要領に対応したがん教育を推進する

ため、教材、指導参考資料、外部講師活用のガイドライ

ンの改訂・周知を行うとともに、外部講師の活用体制の

整備や研修会の実施など、地域の取組を支援している。

しかし、地域によって取組状況に差があることから、地

域の実情に応じた取組が一層推進されるよう、各地域

の取組の成果を全国へ普及する必要がある。 

 国は、国民に対するがんに関する知識の普及啓発に

ついて、がん情報サービスや拠点病院等における相談

支援センターの広報により、取組を進めてきた。一方

で、インターネットの普及等により、科学的根拠に乏し

い情報が多く存在すること、患者やその家族等を含む

国民が必要な情報に適切にアクセスすることが難しい

ことなどが指摘されている。 

 また、平成 21（2009）年度から職場におけるがんに

関する知識の普及啓発として、「がん対策推進企業等連

携事業（がん対策推進企業アクション）」を実施してい

る。本事業の趣旨に賛同する企業・団体数は、事業開始

から着実に増加し、令和３（2021）年度末で 4,065 社・

団体となった。本事業で行った中小・小規模企業でのが

ん対策の実態調査によると、がん対策に「大いに関心が

ある」又は「関心がある」と回答した経営者は約７割で

あった。 
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（取り組むべき施策） 

○県 

・県教育委員会、医師会、患者団体等と連携した協議会

の開催 

・県教育委員会等と連携し、高等学校におけるがん教育

の実施 

・県教育委員会等と連携し、教職員に対するがん教育に

関する研修会の実施 

・県教育委員会、患者団体等と連携し、がん教育に関す

る外部講師の養成 

○市町 

・市町教育委員会と連携し、小中学校におけるがん教育

の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（個別目標） 

○ 毎年度、モデル校等においてがん教育を実施 

○ 毎年度、教職員向け研修会を開催 

（取り組むべき施策） 

○県 

・県教育委員会、医師会、患者団体等と連携した協議会

の開催 

・県教育委員会等と連携し、高等学校におけるがん教育

の実施 

・県教育委員会等と連携し、教職員に対するがん教育に

関する研修会の実施 

・県教育委員会、患者団体等と連携し、がん教育に関す

る外部講師の活用 

○市町 

・市町教育委員会と連携し、小中学校におけるがん教育

の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（個別目標） 

○毎年度、がん教育モデル校を選定 

○毎年度、教職員向け研修会を開催 

（取り組むべき施策） 

 国は、引き続き、学習指導要領に基づく、児童生徒の

発達段階に応じたがん教育を推進する。その際、生活習

慣が原因とならないがんもあることなど、がんに対す

る正しい知識が身に付くよう、医療従事者やがん患者

等の外部講師の積極的な活用について周知を行うとと

もに、ＩＣＴの活用を推進するなど、各地域の実情に応

じたがん教育の取組の充実とその成果の普及を図る。 

 国は、都道府県及び市町村において、教育委員会及び

衛生主管部局が連携して会議体を設置し、地域のがん

医療を担う医師や患者等の関係団体とも協力しなが

ら、また、学校医やがん医療に携わる医師、がん患者・

経験者等の外部講師を活用しながら、がん教育が実施

されるよう、必要な支援を行う。 

 国及び地方公共団体、拠点病院等を中心とした医療

機関は、患者やその家族等の関係団体等の協力を得な

がら、国民に対する、生活習慣や遺伝子等のがんの発生

に関する基本的な情報も含めたがんに関する正しい知

識の普及啓発に引き続き取り組む。その際には、啓発資

材のデジタル化や対象者に応じた周知方法の工夫等に

より、より効果的な手法を用いる。 

 事業主や医療保険者は、がん対策推進企業アクショ

ン等の国や地方公共団体の事業を活用することも含

め、雇用者や被保険者・被扶養者が、生涯のうちに約２

人に１人ががんに罹患すると推計されていることや、

がん検診やがんの治療と仕事の両立といったがんに関

する正しい知識を得ることができるよう努める。 

 

【個別目標】 

 国民ががん予防やがん検診による早期発見の重要性

を認識するとともに、がんを正しく理解することを目

指す。 

 

【再掲】２ 患者本位のがん医療の実現 

（８）がん登録 

 

（４）がん登録の利活用の推進 

 

（４）がん登録の利活用の推進 
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（現状） 

○ がんの罹患数や罹患率、生存率、治療効果の把握な

ど、がん対策の基礎となるデータを得ることにより、

科学的根拠に基づいたがん対策や質の高いがん医療

を実現するためには、がん登録は必要不可欠です。 

○ がん登録には、県域におけるがんの情報を集める

「地域がん登録」、病院内でのがんを登録する「院内

がん登録」があります。さらに、2016 年（平成 28 年）

1 月より、「がん登録等の推進に関する法律」に基づ

く「全国がん登録」が開始され、病院等で診断された

がんの情報が国立がん研究センターへ提出され、一

元的に管理されることとなりました。 

○ 本県においては、1984 年（昭和 59 年）から地域が

ん登録及び全国がん登録を実施してきています。 

○ 全国がん登録の精度については、「ＤＣＮ率」、「Ｄ

ＣＯ率」、「ＩＭ比」で測ることができます。国立がん

研究センターが行う全国がん罹患モニタリング集計

では、所定の精度基準を満たした府県のデータを用

いて全国の罹患を推計していますが、これに佐賀県

の地域がん登録も利用されています。引き続き、本県

の全国がん登録の精度を向上させていく必要があり

ます。 

 

[図表] 

 

○ 一方、拠点病院をはじめとする一部の医療機関に

おいては、院内がん登録が実施されています。院内が

ん登録は、医療機関におけるがん診療の質の向上や

がん患者の支援を目的として、当該医療機関内で診

断・治療を受けたがん患者について、がんの診断、治

療、予後に関する情報を登録するものです。 

○ 院内がん登録について、国立がん研究センターが

実施している全国集計に参加している医療機関は、

2017 年度（平成 29 年度）現在で５施設ですが、参加

機関をさらに増やすことが望まれます。 

（現状・課題） 

○ がん患者のがんの罹患、転帰その他の状況を収集

し、がん対策の一層の推進を図るため、2016 年（平

成 28 年）１月より、がん登録等の推進に関する法律

（平成 25 年法律第 111 号。以下「がん登録推進法」

という。）に基づく全国がん登録が開始されました。 

○ がん登録には、県域におけるがんの情報を集める

「地域がん登録」、病院内でのがんを登録する「院内

がん登録」があります。さらに、2016 年（平成 28 年）

1 月から、「がん登録等の推進に関する法律」に基づ

く「全国がん登録」が開始され、病院等で診断された

がんの情報が国立がん研究センターへ提出され、一

元的に管理されることとなりました。 

○ 本県においては、1984 年（昭和 59 年）から地域が

ん登録及び全国がん登録を実施しています。 

○ 全国がん登録の精度については、「ＤＣＮ率」、「Ｄ

ＣＯ率」、「ＩＭ比」で測ることができます。国立がん

研究センターが行う全国がん罹患モニタリング集計

では、所定の精度基準を満たした道府県のデータを

用いて全国の罹患が推計されています。これに本県

の地域がん登録も利用されており、引き続き、本県の

全国がん登録の精度を向上させていく必要がありま

す。 

○ がん登録情報の効果的な利活用については、国に

おいて、がん登録情報を活用した市町村におけるが

ん検診の感度・特異度の算出に向けた検討や、現行制

度の課題の整理及び見直しに向けた議論が行なわれ

ているところです。 

 

[図表挿入] 

 

○ 拠点病院をはじめとする一部の医療機関において

は、院内がん登録が実施されています。これは、医療

機関におけるがん診療の質の向上やがん患者の支援

を目的として、当該医療機関内で診断・治療を受けた

（現状・課題） 

 がん患者のがんの罹患、転帰その他の状況を収集し、

がん対策の一層の推進を図るため、平成 28（2016）年

１月より、がん登録等の推進に関する法律（平成 25 年

法律第 111 号。以下「がん登録推進法」という。）に基

づく全国がん登録が開始された。 

 平成 28（2016）年より全国がん登録の届出件数は増

加してきており、精度指標については、令和元（2019）

年時点で、ＭＩ比が 0.38、ＤＣＯが 1.92％であるなど、

登録情報の内容が充実してきている。 

 また、がん登録情報の効果的な利活用については、が

ん登録情報を活用した市町村におけるがん検診の感

度・特異度の算出に向けた検討や、現行制度の課題の整

理及び見直しに向けた議論を行っている。 
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○ また、国立がん研究センターが実施している全国

集計により、院内がん登録における５年生存率の公

表などが実施されていますが、こうした情報提供の

取組をさらに推進していくことが求められます。 

○ さらに、がん登録データの利活用という点では、医

療関係者からのデータの利用希望に応えるための体

制整備等、引き続き取組を強化していく必要があり

ます。 

○ 本県では、佐賀大学と連携した院内がん登録デー

タの分析に基づき、子宮がんについてのがん対策の

施策提案へ展開する事例が生まれました。このよう

な、がん登録をはじめとするデータ分析を施策につ

なげる取組が引き続き求められます。 

 

[図表] 

 

 

（取り組むべき施策） 

○県 

・全国がん登録の届出件数を増やすための拠点病院以

外への普及啓発 

・県がん登録室の体制強化 

・拠点病院が行う院内がん登録の予後調査に対する市

町への協力依頼等の支援 

・がん登録データの利活用の推進 

・がん登録データを活用した、県内のがんに関する情報

の県民への提供 

○医療機関 

・全国がん登録への協力 

・院内がん登録の推進 

・拠点病院等におけるがん患者の５年生存率の公表 

 

（個別目標） 

○ 全国がん登録について医療機関からの自主届出件

数を増やします。 

がん患者について、がんの診断、治療、予後に関する

情報を登録するものです。 

○ なお、国立がん研究センターが実施している全国

集計に参加している本県の医療機関は、2023 年度（令

和５年度）現在で５施設ですが、参加機関をさらに増

やすことが望まれます。 

○ また、国立がん研究センターが実施している全国

集計により、院内がん登録における５年生存率など

が公表されていますが、こうした情報提供の取組を

さらに推進していくことが求められます。 

○ さらに、がん登録データの利活用という点では、医

療関係者からのデータの利用希望に応えるための体

制整備等の取組を引き続き強化していく必要があり

ます。 

 

[図表挿入] 

 

（取り組むべき施策） 

○県 

・全国がん登録の届出件数を増やすための拠点病院以

外への普及啓発 

・県がん登録室（佐賀県医療センター好生館）の体制強 

 化 

・拠点病院が行う院内がん登録の予後調査に対する市

町への協力依頼等の支援 

・がん登録データの利活用の推進 

・がん登録データを活用した、県内のがんに関する情報

の県民への提供 

○医療機関 

・全国がん登録への協力 

・院内がん登録の推進 

・拠点病院等におけるがん患者の５年生存率の公表 

 

（個別目標） 

○ 全国がん登録について医療機関からの自主届出件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（取り組むべき施策） 

 国は、がん対策の充実に向けて、がん登録情報の利活

用を推進する観点から、引き続き、質の高い情報収集に

資する精度管理に取り組む。 

 国は、がん登録情報の利活用の推進について、現行制

度における課題を整理し、がん登録推進法等の規定の

整備を含め、見直しに向けて検討する。利活用の推進に

当たっては、保健・医療分野のデジタル化に関する他の

取組とも連携し、より有用な分析が可能となる方策を

検討する。 

 

 

 

 

 

 

【個別目標】 

 がん登録情報の更なる利活用を目指す。 
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○ 全国がん登録及び地域がん登録について、「全国が

ん罹患モニタリング集計」において「集計対象地域」

となる基準を満たす状態を継続させます。また、ＩＭ

比を 2.38 以上（ＭＩ比 0.42 以下）、ＤＣＮ割合を

5.0％未満とし、ＤＣＯ割合（2013 年（平成 25 年）

症例で 2.4％）を減少させます。 

○ 全国がん登録及び地域がん登録データについて、

研究目的で利用申請された件数を増加させます 

数を増やします。 

○ 全国がん登録及び地域がん登録については、「全国

がん罹患モニタリング集計」において「集計対象地

域」となる基準を満たす状態を継続させます。また、

ＩＭ比を 2.38 以上（ＭＩ比 0.42 以下）、ＤＣＮ割合

を 5.0％未満とします。 

○ 全国がん登録及び地域がん登録データについて、

研究目的で利用申請された件数を増加させます 

 

 （５）患者・市民参画の推進 

（現状・課題） 

○ 国民本位のがん対策を推進するためには、国、地方

公共団体、患者団体等の関係機関、そしてがん患者を

含むもの皆が協力して、取組を進めていくことが必

要です。また、その際には、多様な患者・市民が参画

できる仕組みを整備するとともに、患者・市民参画に

係る啓発・育成も併せて推進することが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（取り組むべき施策） 

○県 

・がんに対する正しい知識の普及啓発 

○拠点病院 

・がん医療に対する正しい知識の普及啓発 

・県民公開講座等による患者・市民参画の推進 

（５）患者・市民参画の推進 

（現状・課題） 

 法第 22 条は、「国及び地方公共団体は、民間の団体

が行うがん患者の支援に関する活動、がん患者の団体

が行う情報交換等の活動等を支援するため、情報提供

その他の必要な施策を講ずるもの」としており、また、

法第 25 条第２項は、がん対策推進協議会の委員は、が

ん患者やその家族・遺族を代表する者も含め、任命する

こととしている。さらに、がん患者を含めた国民は、法

第６条により、「がんに関する正しい知識を持ち、がん

の予防に必要な注意を払い、必要に応じ、がん検診を受

けるよう努めるほか、がん患者に関する理解を深める

よう努めなければならない」とされている。 

 国民本位のがん対策を推進するためには、国や地方

公共団体と、患者団体等の関係団体やがん患者を含め

た国民が協力して、取組を進めていくことが必要であ

る。また、その際には、多様な患者・市民が参画できる

仕組みを整備するとともに、患者・市民参画に係る啓

発・育成も併せて推進することが必要である。 

 

（取り組むべき施策） 

 国及び都道府県は、国民本位のがん対策を推進する

ため、基本計画及び「都道府県がん対策推進計画」（以

下「都道府県計画」という。）の策定過程について、性

別、世代、がん種等を考慮し、多様ながん患者等のがん

対策推進協議会及び都道府県協議会等への参画を推進
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 する。また、諸外国の公募制、代表制等の事例も踏まえ

つつ、患者・市民参画の更なる推進に向けた仕組みを検

討する。 

 国は、これまでがん研究分野で推進されてきた、がん

患者及びがん経験者の参画の取組に係る知見につい

て、患者・市民参画に関する研究成果も踏まえ、各分野

への横展開を行う。 

 国は、患者・市民参画を推進するに当たって、参画す

る患者・市民への啓発・育成を行う。また、医療従事者

や関係学会に対しても、患者・市民参画に係る十分な理

解が得られるよう、啓発等に取り組む。 

 

【個別目標】 

 がん患者とその家族等を含む国民が、がん対策の重

要性を認識し、がん医療に関する正しい理解を得て、医

療従事者とも連携しながら、がん対策に主体的に参画

する社会を目指す。 

 

 （６）デジタル化の推進 

（現状・課題） 

○ 近年、我が国においては、デジタル技術の進展や新

型コロナウイルス感染症への対応により、日本のデ

ジタル社会の実現に向け、デジタル技術の活用やオ

ンライン化の推進が多方面で進められています。 

○ がん対策においても、地方公共団体や拠点病院等

における取組をより効果的かつ効率的に推進する観

点から、個人情報の適正な取扱いを確保し、デジタル

技術に不慣れな人等へのサービス提供の観点に留意

しつつ、デジタル技術の活用等を推進する必要があ

ります。 

○ 国においては、がん医療の質の向上と分かりやす

い情報提供等を一層推進するため、「がん予防」、「が

ん医療」、「がんとの共生」の各分野において、ＰＨＲ

の推進、現況報告書のオンライン化、レセプトやがん

登録情報等を活用したがん対策の評価、オンライン

（６）デジタル化の推進 

（現状・課題） 

 近年、我が国においては、デジタル技術の進展や新型

コロナウイルス感染症への対応により、日本のデジタ

ル社会の実現に向け、デジタル技術の活用やオンライ

ン化の推進が多方面で進められている。 

 がん対策においても、地方公共団体や拠点病院等に

おける取組をより効果的かつ効率的に推進する観点か

ら、個人情報の適正な取扱いを確保し、デジタル技術に

不慣れな人等へのサービス提供の観点に留意しつつ、

デジタル技術の活用等を推進する必要がある。 
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を活用した相談支援や効果的な情報提供等、ＩＣＴ

やＡＩを含むデジタル技術の活用による医療のデー

タ化とその利活用の推進について検討することとさ

れています 

 

（取り組むべき施策） 

○県 

・デジタル技術の活用等により患者やその家族等の医

療・福祉・保健サービスへのアクセシビリティの向上 

○医療機関 

・効率的かつ効果的にサービスを提供できる体制の整

備 

 

 

 

 

 

 

（取り組むべき施策） 

 国は、がん医療の質の向上と分かりやすい情報提供

等を一層推進するため、「がん予防」、「がん医療」、「が

んとの共生」の各分野において、ＰＨＲの推進、現況報

告書のオンライン化、レセプトやがん登録情報等を活

用したがん対策の評価、オンラインを活用した相談支

援や効果的な情報提供等、ＩＣＴやＡＩを含むデジタ

ル技術の活用による医療のデータ化とその利活用の推

進について検討する。 

 また、国は、患者やその家族等のアクセス向上や、医

療・福祉・保健サービスの効率的・効果的な提供の観点

から、ＳＮＳ等を活用したがん検診の受診勧奨や、安心

かつ安全なオンライン診療の提供、ｅコンセント（電磁

的方法によるインフォームド・コンセント）の活用等の

治験のオンライン化、地方公共団体や医療機関におけ

る会議のオンライン化、相談支援のオンライン化に向

けた取組を推進する。 

 

【個別目標】 

 デジタル技術の活用等により、患者やその家族等の

医療・福祉・保健サービスへのアクセシビリティを向上

させるとともに、国、地方公共団体、医療機関等が効率

的かつ効果的にサービスを提供できることを目指す。 

 

第４ がん対策を総合的かつ計画的に推進するために

必要な事項 

第４ がん対策を総合的かつ計画的に推進するために

必要な事項 

第３ がん対策を総合的かつ計画的に推進するために

必要な事項 

１ 関係者等の連携協力の更なる強化 

○ がん対策を実効あるものとして、総合的に展開し

ていくためには、推進当事者やがん患者を含む県民

が、適切な役割分担の下、相互の連携を図りつつ、一

１．関係者等の連携協力の更なる強化 

○ がん対策を総合的かつ計画的に推進し、実効性を

担保するためには、関係者等が、適切な役割分担の

下、相互の連携を図り、一体となって努力することが

１．関係者等の連携協力の更なる強化 

 がん対策を総合的かつ計画的に推進し、実効性を担

保するためには、関係者等が、適切な役割分担の下、相

互の連携を図り、一体となって努力することが重要で
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体となって努力することが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 関係者等の意見の把握 

○ 関係者等の意見を把握し、がん対策に反映させて

いくことが重要であるため、県及び市町は、佐賀県が

ん対策等推進協議会をはじめとする審議会やパブリ

ックコメント及びその他の手段により関係者等の意

見の把握に努めます。 

○ また、がん教育、がんに関する知識の普及啓発等に

より、がん患者が円滑な社会生活を営むことができ

る社会環境の整備への理解を図るとともに、相談支

援や情報提供を行うことにより、県民とともに、地域

における「がんとの共生社会」を目指して、共に取り

組んでいくことが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 関係者等の意見の把握 

○ 関係者等の意見を把握し、がん対策に反映させて

いくことが重要であるため、県及び市町は、佐賀県が

ん対策等推進協議会をはじめとする審議会やパブリ

ックコメント及びその他の手段により関係者等の意

見の把握に努めます。 

○ また、がん教育、がんに関する知識の普及啓発等に

より、がん患者が円滑な社会生活を営むことができ

る社会環境の整備への理解を図るとともに、相談支

援や情報提供を行うことにより、県民とともに、地域

における「がんとの共生社会」を目指して、共に取り

組んでいくことが重要です。 

 

３．感染症発生・まん延時や災害時等を見据えた対策 

○ 感染症発生・まん延時や災害時等の状況下におい

ても、必要ながん医療を提供できるよう、診療機能の

役割分担や各施設が協力した人材育成や応援体制の

構築等、地域の実情に応じた連携体制を整備する取

組を平時から推進します。 

 

ある。 

 国及び地方公共団体は、民間団体が行うがん患者の

支援に関する活動、がん患者の団体が行う情報交換等

の活動等を支援するため、情報提供その他の必要な施

策を講ずるものとする。 

 また、国及び地方公共団体は、がん教育、がんに関す

る知識の普及啓発等により、がん患者が円滑な社会生

活を営むことができる社会環境への理解を図るととも

に、関係者等の意見の把握に努め、がん対策に反映させ

ていくことで、国民とともに、「がんとの共生」社会の

実現に取り組んでいくこととする。 

 なお、国及び地方公共団体は、他の疾患等に係る対策

と関連する取組については、それらの対策と連携して

取り組んでいくこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．感染症発生・まん延時や災害時等を見据えた対策 

 がん検診の受診率について、新型コロナウイルス感

染症の影響により、検診の受診者が１～２割程度減少

しているとの報告もある。 

 国は、新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、感

染症発生・まん延時等にがん検診の提供体制を一時的

に縮小した場合でも、状況に応じて速やかに提供体制
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３ がん患者を含めた県民等の努力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．がん患者を含めた県民等の努力 

及び受診行動を回復させることができるよう、平時に

おける準備等の対応について検討する。 

 令和４（2022）年整備指針改定において、都道府県が

ん診療連携協議会の体制を強化し、拠点病院等の役割

分担や連携体制の構築、感染症発生・まん延時や災害時

等への対応等を新たな要件として盛り込んだ。 

 国及び都道府県は、感染症発生・まん延時や災害時等

の状況下においても、必要ながん医療を提供できるよ

う、診療機能の役割分担や各施設が協力した人材育成

や応援体制の構築等、地域の実情に応じた連携体制を

整備する取組を平時から推進する。 

 

３．都道府県による計画の策定 

 都道府県は、本基本計画を基本としながら、当該都道

府県におけるがん患者に対するがん医療の提供の状況

等を踏まえ、都道府県計画を策定する。都道府県計画

は、医療計画、都道府県健康増進計画、都道府県介護保

険事業支援計画等のがん対策に関連する事項を定める

その他の計画と調和が保たれたものとする。また、地域

の実情に応じた自主的かつ主体的な施策や普及啓発の

取組を盛り込むことが望ましい。 

 都道府県は、都道府県計画の策定過程において、がん

患者等の都道府県協議会等への参画等を含めた患者・

市民参画を推進し、関係者等の意見の聴取に努める。 

 また、都道府県は、都道府県計画に基づくがん対策の

進捗管理に当たって、ＰＤＣＡサイクルの実効性確保

のため、ロジックモデル等のツールの活用を検討する

とともに、当該都道府県におけるがん医療に関する状

況の変化やがん対策の効果に関する評価を踏まえ、必

要があるときには、都道府県計画を変更するよう努め

る。 

 国は、都道府県計画の作成手法等について必要な助

言を行う。 

 

４．国民の努力 
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○ 県民は、喫煙、食生活及び運動等の生活習慣とがん

との関係についての知識を得ることに努めるととも

に、がん検診を積極的に受診するよう努める必要が

あります。 

○ また、各推進当事者は、県民ががんに関する正しい

情報を得ることができるよう努める必要がありま

す。 

○ さらに、がん患者を含めた県民は、今後のがん医療

の向上に資するよう、以下の点についても努力して

いくことが望まれます。 

・がん医療は、がん患者、家族、医療従事者の関係を基

盤として成り立っていることから、相互に信頼関係

を築くことができるよう努めること。 

・がん患者が適切な医療を受けるためには、セカンド 

オピニオンに関する情報の提示、がんに関する十分

な説明、相談支援等が重要であり、がん患者やその家

族も、医療従事者からの説明を受けながら、病態や治

療内容等について、理解するよう努めること。 

・がん患者を含めた県民は、がん対策において担うべ 

き役割として、がん対策推進協議会をはじめとする

がん対策の議論に参画するなど、がん医療や、がん患

者とその家族に対する支援を充実させることの重要

性を認識し、行動するよう努めること。 

 

４患者団体等との協力 

○ 県及び市町は、民間団体が行うがん患者の支援に

関する活動、がん患者の団体が行う情報交換等の活

動等を支援するため、情報提供その他の必要な施策

を講ずるよう努める必要があります。 

 

５必要な財政措置の実施と予算の効率化・重点化 

○ 本計画による取組を総合的かつ計画的に推進し、

目標を達成するためには、がん対策を推進する体制

を適切に評価するようなきめ細やかな措置を講じる

など、各取組の着実な実施に向け各推進当事者にお

○ 県民は、喫煙、食生活及び運動等の生活習慣とがん

との関係についての知識を得ることに努めるととも

に、がん検診を積極的に受診するよう努める必要が

あります。 

○ また、各推進当事者は、県民ががんに関する正しい

情報を得ることができるよう努める必要がありま

す。 

○ さらに、がん患者を含めた県民は、今後のがん医療

の向上に資するよう、以下の点についても努力して

いくことが望まれます。 

・がん医療は、がん患者、家族、医療従事者の関係を基

盤として成り立っていることから、相互に信頼関係

を築くことができるよう努めること。 

・がん患者が適切な医療を受けるためには、セカンド 

オピニオンに関する情報の提示、がんに関する十分

な説明、相談支援等が重要であり、がん患者やその家

族も、医療従事者からの説明を受けながら、病態や治

療内容等について、理解するよう努めること。 

・がん患者を含めた県民は、がん対策において担うべ 

き役割として、がん対策推進協議会をはじめとする

がん対策の議論に参画するなど、がん医療や、がん患

者とその家族に対する支援を充実させることの重要

性を認識し、行動するよう努めること。 

 

５患者団体等との協力 

○ 県及び市町は、民間団体が行うがん患者の支援に

関する活動、がん患者の団体が行う情報交換等の活

動等を支援するため、情報提供その他の必要な施策

を講ずるよう努める必要があります。 

 

６．必要な財政措置の実施と予算の効率化・重点化 

○ 本計画による取組を総合的かつ計画的に推進し、

目標を達成するためには、がん対策を推進する体制

を適切に評価するようなきめ細やかな措置を講じる

など、各取組の着実な実施に向け各推進当事者にお

 国民は、法第６条の規定に基づき、がんに関する正し

い知識を持ち、がんの予防に必要な注意を払い、必要に

応じ、がん検診を受けるよう努めるほか、がん患者に関

する理解を深めるよう努めるものとする。 

また、今後のがん医療の向上に資するよう、以下の点に

ついても努力していくことが望まれる。 

● がん医療は、がん患者やその家族等と、医療従事者

の人間関係を基盤として成り立っていることから、医

療従事者のみならず、がん患者やその家族等も、医療従

事者と信頼関係を築くことができるよう努めること。 

 

● がん患者が適切な医療を受けるためには、セカン

ドオピニオンに関する情報の提示、がんに関する十分

な説明、相談支援等が重要であるが、がん患者やその家

族等も、医療従事者からの説明を受けながら、病態や治

療内容等について、理解するよう努めること。 

 

● 国民本位のがん対策を推進するため、国民は、関係

者等と協力して、主体的にがん対策の議論に参画する

など、がん医療や、がん患者やその家族等に対する支援

を充実させることの重要性を認識し、正しい知識・理解

を得て、行動するよう努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．必要な財政措置の実施と予算の効率化・重点化 

 がん対策を総合的かつ計画的に推進するためには、

各取組の適切な評価と、各取組の着実な実施に向けて

必要な財政上の措置を行っていくこと等が重要であ

る。 
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いて必要な財政措置を行うとともに、限られた資源

（人、予算）を最大限有効に活用することが必要で

す。 

○ このため、選択と集中の徹底、各施策の重複排除と

各当事者間の連携強化を図るとともに、県民協働や

官民の役割分担についての検討を行うことや、将来

にわたり必要かつ適切ながん医療を提供できるよ

う、効率的かつ持続可能ながん対策を実現すること

が重要です。 

 

６ 目標の達成状況の把握及び効果に関する評価 

○ がん対策を実効あるものとして推進していくため

には、その進捗管理を行うことが重要です。 

○ 県は、本計画に定める目標について、毎年度、その

達成状況について把握し、その結果を県ホームペー

ジに掲載し、県民に対して公表するとともに、佐賀県

がん対策等推進協議会に報告することとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 計画の見直し 

○ 県は、がんに関する状況の変化、がん対策の進捗状

況と評価を踏まえ、毎年度、本計画に検討を加え、必

要があるときには、これを変更します。 

○ また、検討の際には、県民に対して意見を求め、で

きるだけ幅広い意見を取り入れられるようにしま

す。 

いて必要な財政措置を行うとともに、限られた資源

（人、予算）を最大限有効に活用することが必要で

す。 

○ このため、選択と集中の徹底、各施策の重複排除と

各当事者間の連携強化を図るとともに、県民協働や

官民の役割分担についての検討を行うことや、将来

にわたり必要かつ適切ながん医療を提供できるよ

う、効率的かつ持続可能ながん対策を実現すること

が重要です。 

 

７．目標の達成状況の把握 

○ がん対策を実効あるものとして推進していくため

には、その進捗管理を行うことが重要です。 

○ 県は、本計画に定める目標について、毎年度、その

達成状況について把握し、その結果を県ホームペー

ジに掲載し、県民に対して公表するとともに、医療関

係者、患者会、検診機関、職域関係者、保険者等で構

成される佐賀県がん対策等推進協議会に報告するこ

ととしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．基本計画の見直し 

○ 県は、がんに関する状況の変化、がん対策の進捗状

況と評価を踏まえ、毎年度、本計画に検討を加え、必

要があるときには、これを変更します。 

○ また、検討の際には、県民に対して意見を求め、で

きるだけ幅広い意見を取り入れるようにします。 

 一方、厳しい財政事情の下で限られた予算を最大限

有効に活用し、がん対策の成果を上げていくためには、

選択と集中の徹底、各施策の重複排除、関係省庁間の連

携強化とともに、官民の役割と費用負担の分担を図る

ことが必要である。 

 また、将来にわたって必要かつ適切ながん医療を提

供するため、効率的かつ持続可能ながん対策を実現す

ることが重要である。 

 

 

６．目標の達成状況の把握 

 国は、分野別目標及び個別目標の達成状況について、

適宜調査を実施しその結果を公表するとともに、本基

本計画の進捗状況を適切に把握し、管理するため、３年

を目途に中間評価を行う。 

 その際、各分野の取り組むべき施策が、分野別目標及

び個別目標の達成に向けて効果をもたらしているか、

ロジックモデルを活用した科学的・総合的な評価を行

い、必要に応じてその結果を施策に反映する。また、分

野別目標及び個別目標の達成状況及び計画の進捗状況

の把握に当たって、適切な指標が設定されているか、必

要に応じて見直しを行うとともに、数値目標の設定に

ついても、引き続き検討を行う。 

 がん対策推進協議会は、本基本計画の進捗状況を踏

まえ、必要に応じて、がん対策の推進に資する提言を行

うとともに、検討会等の積極的な活用を行う。 

 

７．基本計画の見直し 

 国は、法第 10 条第７項の規定に基づき、がん医療に

関する状況の変化を勘案し、及びがん対策の効果に関

する評価を踏まえ、少なくとも６年ごとに、本基本計画

に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変

更するものとする。なお、本基本計画の計画期間が終了

する前であっても、必要があると認めるときは、本基本

計画を変更するものとする。 
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